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平成１７年第２回平成１７年第２回平成１７年第２回平成１７年第２回

美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録

平成１７年６月２１日（火曜日）平成１７年６月２１日（火曜日）平成１７年６月２１日（火曜日）平成１７年６月２１日（火曜日）

午前９時５９分 開議午前９時５９分 開議午前９時５９分 開議午前９時５９分 開議
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次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君

総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君総 務 係 長 濱 砂 邦 昭 君

午前９時５９分 開議午前９時５９分 開議午前９時５９分 開議午前９時５９分 開議

●議長長岡正勝君 これより本日の会議を開●議長長岡正勝君 これより本日の会議を開●議長長岡正勝君 これより本日の会議を開●議長長岡正勝君 これより本日の会議を開

きます。きます。きます。きます。

●議長長岡正勝君 日程の第１、会議録署名●議長長岡正勝君 日程の第１、会議録署名●議長長岡正勝君 日程の第１、会議録署名●議長長岡正勝君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。

16番 本郷幸治君16番 本郷幸治君16番 本郷幸治君16番 本郷幸治君

18番 紫藤政則君18番 紫藤政則君18番 紫藤政則君18番 紫藤政則君

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。

●議長長岡正勝君 次に日程の第２、一般質●議長長岡正勝君 次に日程の第２、一般質●議長長岡正勝君 次に日程の第２、一般質●議長長岡正勝君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。問に入ります。問に入ります。問に入ります。

発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。

９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第２●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第２●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第２●９番長谷川吉春君（登壇） 平成17年第２

回定例会に当たり、大綱３点について市長に回定例会に当たり、大綱３点について市長に回定例会に当たり、大綱３点について市長に回定例会に当たり、大綱３点について市長に

お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。お尋ねいたします。

大綱質問の１点目は、中心市街地の活性化大綱質問の１点目は、中心市街地の活性化大綱質問の１点目は、中心市街地の活性化大綱質問の１点目は、中心市街地の活性化

についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。

その１点目は、中心市街地活性化基本計画その１点目は、中心市街地活性化基本計画その１点目は、中心市街地活性化基本計画その１点目は、中心市街地活性化基本計画

についてであります。いま各地の商店街で空についてであります。いま各地の商店街で空についてであります。いま各地の商店街で空についてであります。いま各地の商店街で空

き店舗がふえ、いわゆるシャッター通りが目き店舗がふえ、いわゆるシャッター通りが目き店舗がふえ、いわゆるシャッター通りが目き店舗がふえ、いわゆるシャッター通りが目

立ってきています。不況に加え、大型店の無立ってきています。不況に加え、大型店の無立ってきています。不況に加え、大型店の無立ってきています。不況に加え、大型店の無

秩序な出店と深夜営業を野放しにしてきたこ秩序な出店と深夜営業を野放しにしてきたこ秩序な出店と深夜営業を野放しにしてきたこ秩序な出店と深夜営業を野放しにしてきたこ

とが大きな原因であります。郊外への大型店とが大きな原因であります。郊外への大型店とが大きな原因であります。郊外への大型店とが大きな原因であります。郊外への大型店

の出店や深夜までの営業は、商店街の空洞化、の出店や深夜までの営業は、商店街の空洞化、の出店や深夜までの営業は、商店街の空洞化、の出店や深夜までの営業は、商店街の空洞化、

衰退とともに、地域社会にさまざまな影響を衰退とともに、地域社会にさまざまな影響を衰退とともに、地域社会にさまざまな影響を衰退とともに、地域社会にさまざまな影響を

及ぼしています。車を運転できない高齢者は、及ぼしています。車を運転できない高齢者は、及ぼしています。車を運転できない高齢者は、及ぼしています。車を運転できない高齢者は、

買い物が不便になり、非行や犯罪の増加が懸買い物が不便になり、非行や犯罪の増加が懸買い物が不便になり、非行や犯罪の増加が懸買い物が不便になり、非行や犯罪の増加が懸

念され、商店街が大きな役割を担ってきた地念され、商店街が大きな役割を担ってきた地念され、商店街が大きな役割を担ってきた地念され、商店街が大きな役割を担ってきた地

域のお祭り、伝統文化の継承にも支障が出て域のお祭り、伝統文化の継承にも支障が出て域のお祭り、伝統文化の継承にも支障が出て域のお祭り、伝統文化の継承にも支障が出て

います。市民にとって暮らしやすいまち、そいます。市民にとって暮らしやすいまち、そいます。市民にとって暮らしやすいまち、そいます。市民にとって暮らしやすいまち、そ

うしたまちづくりをするための中心的な課題うしたまちづくりをするための中心的な課題うしたまちづくりをするための中心的な課題うしたまちづくりをするための中心的な課題

の１つが中心市街地活性化であります。の１つが中心市街地活性化であります。の１つが中心市街地活性化であります。の１つが中心市街地活性化であります。

お聞きしたいことの１つは、このたび美唄お聞きしたいことの１つは、このたび美唄お聞きしたいことの１つは、このたび美唄お聞きしたいことの１つは、このたび美唄

市中心市街地活性化基本計画が策定されまし市中心市街地活性化基本計画が策定されまし市中心市街地活性化基本計画が策定されまし市中心市街地活性化基本計画が策定されまし

たが、策定に至るまでの経過とその構成員がたが、策定に至るまでの経過とその構成員がたが、策定に至るまでの経過とその構成員がたが、策定に至るまでの経過とその構成員が

どのようになっているかについてであります。どのようになっているかについてであります。どのようになっているかについてであります。どのようになっているかについてであります。

２つ目は、この基本計画の検討体制として、２つ目は、この基本計画の検討体制として、２つ目は、この基本計画の検討体制として、２つ目は、この基本計画の検討体制として、

基本計画策定委員会とか中心市街地活性化推基本計画策定委員会とか中心市街地活性化推基本計画策定委員会とか中心市街地活性化推基本計画策定委員会とか中心市街地活性化推

進ワーキング部会とか、基本計画ワーキング進ワーキング部会とか、基本計画ワーキング進ワーキング部会とか、基本計画ワーキング進ワーキング部会とか、基本計画ワーキング

部会、コアスタッフ等がありますが、これら部会、コアスタッフ等がありますが、これら部会、コアスタッフ等がありますが、これら部会、コアスタッフ等がありますが、これら

の部会の関連がどのようなものなのかについの部会の関連がどのようなものなのかについの部会の関連がどのようなものなのかについの部会の関連がどのようなものなのかについ

てであります。てであります。てであります。てであります。

３つめとして、策定委員会やワーキング部３つめとして、策定委員会やワーキング部３つめとして、策定委員会やワーキング部３つめとして、策定委員会やワーキング部

会に市の職員が入っていますが、市としての会に市の職員が入っていますが、市としての会に市の職員が入っていますが、市としての会に市の職員が入っていますが、市としての

意見や提言をどのように行ってきたのかにつ意見や提言をどのように行ってきたのかにつ意見や提言をどのように行ってきたのかにつ意見や提言をどのように行ってきたのかにつ

いてお聞きいたします。いてお聞きいたします。いてお聞きいたします。いてお聞きいたします。

その２点目は、大型店の規制についてであその２点目は、大型店の規制についてであその２点目は、大型店の規制についてであその２点目は、大型店の規制についてであ

ります。政府が６年前に制定したまちづくりります。政府が６年前に制定したまちづくりります。政府が６年前に制定したまちづくりります。政府が６年前に制定したまちづくり

３法のもとで、商店街は活性化するどころか、３法のもとで、商店街は活性化するどころか、３法のもとで、商店街は活性化するどころか、３法のもとで、商店街は活性化するどころか、

逆に衰退しており、破たんは明らかでありま逆に衰退しており、破たんは明らかでありま逆に衰退しており、破たんは明らかでありま逆に衰退しており、破たんは明らかでありま

す。重大なのは、政府がアメリカの圧力で大す。重大なのは、政府がアメリカの圧力で大す。重大なのは、政府がアメリカの圧力で大す。重大なのは、政府がアメリカの圧力で大

型店の出店の際、地元小売店と調整し、開店型店の出店の際、地元小売店と調整し、開店型店の出店の際、地元小売店と調整し、開店型店の出店の際、地元小売店と調整し、開店

日、閉店時間などを規制できた大規模小売店日、閉店時間などを規制できた大規模小売店日、閉店時間などを規制できた大規模小売店日、閉店時間などを規制できた大規模小売店

舗法を廃止して大店立地法で出店を原則自由舗法を廃止して大店立地法で出店を原則自由舗法を廃止して大店立地法で出店を原則自由舗法を廃止して大店立地法で出店を原則自由

にしてきたことです。政府の責任が厳しく問にしてきたことです。政府の責任が厳しく問にしてきたことです。政府の責任が厳しく問にしてきたことです。政府の責任が厳しく問

われるところであります。大店立地法は、出われるところであります。大店立地法は、出われるところであります。大店立地法は、出われるところであります。大店立地法は、出

店に際しての事前協議はなく、市町村が地元店に際しての事前協議はなく、市町村が地元店に際しての事前協議はなく、市町村が地元店に際しての事前協議はなく、市町村が地元

小売店との需給状況を勘案することを禁止し小売店との需給状況を勘案することを禁止し小売店との需給状況を勘案することを禁止し小売店との需給状況を勘案することを禁止し

ています。生活環境対策が不十分な場合、勧ています。生活環境対策が不十分な場合、勧ています。生活環境対策が不十分な場合、勧ています。生活環境対策が不十分な場合、勧

告を出せますが、独自の上乗せ規制はできま告を出せますが、独自の上乗せ規制はできま告を出せますが、独自の上乗せ規制はできま告を出せますが、独自の上乗せ規制はできま

せん。複数の自治体にまたがる出店に対し、せん。複数の自治体にまたがる出店に対し、せん。複数の自治体にまたがる出店に対し、せん。複数の自治体にまたがる出店に対し、

都道府県が調整する権限もありません。営業都道府県が調整する権限もありません。営業都道府県が調整する権限もありません。営業都道府県が調整する権限もありません。営業

時間や防犯対策、地域貢献の対策も欠落して時間や防犯対策、地域貢献の対策も欠落して時間や防犯対策、地域貢献の対策も欠落して時間や防犯対策、地域貢献の対策も欠落して
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います。います。います。います。

こうした中で、大型店の規制を求める運動こうした中で、大型店の規制を求める運動こうした中で、大型店の規制を求める運動こうした中で、大型店の規制を求める運動

が各地に広がっています。中小企業４団体、が各地に広がっています。中小企業４団体、が各地に広がっています。中小企業４団体、が各地に広がっています。中小企業４団体、

いわゆる日本商工会議所、全国商工会連合会、いわゆる日本商工会議所、全国商工会連合会、いわゆる日本商工会議所、全国商工会連合会、いわゆる日本商工会議所、全国商工会連合会、

全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組

合連合会がまちづくり３法の抜本的見直し、合連合会がまちづくり３法の抜本的見直し、合連合会がまちづくり３法の抜本的見直し、合連合会がまちづくり３法の抜本的見直し、

立地企業と地域との共生によるまちづくりを立地企業と地域との共生によるまちづくりを立地企業と地域との共生によるまちづくりを立地企業と地域との共生によるまちづくりを

要望しているのは当然のことであります。政要望しているのは当然のことであります。政要望しているのは当然のことであります。政要望しているのは当然のことであります。政

府も国会で、商店街や地域への影響を認めて、府も国会で、商店街や地域への影響を認めて、府も国会で、商店街や地域への影響を認めて、府も国会で、商店街や地域への影響を認めて、

原則としては規制緩和の方向に行っているこ原則としては規制緩和の方向に行っているこ原則としては規制緩和の方向に行っているこ原則としては規制緩和の方向に行っているこ

とは、まちにとっていかがなものか。これは、とは、まちにとっていかがなものか。これは、とは、まちにとっていかがなものか。これは、とは、まちにとっていかがなものか。これは、

３法の見直しを否定しない旨の中川経済産業３法の見直しを否定しない旨の中川経済産業３法の見直しを否定しない旨の中川経済産業３法の見直しを否定しない旨の中川経済産業

大臣の答弁でありますが、そうである以上、大臣の答弁でありますが、そうである以上、大臣の答弁でありますが、そうである以上、大臣の答弁でありますが、そうである以上、

大型店の野放しの政策は転換するべきであり大型店の野放しの政策は転換するべきであり大型店の野放しの政策は転換するべきであり大型店の野放しの政策は転換するべきであり

ます。アメリカを含め、欧米諸国は大型店のます。アメリカを含め、欧米諸国は大型店のます。アメリカを含め、欧米諸国は大型店のます。アメリカを含め、欧米諸国は大型店の

無制限の出店で、商店街の荒廃、都市の空洞無制限の出店で、商店街の荒廃、都市の空洞無制限の出店で、商店街の荒廃、都市の空洞無制限の出店で、商店街の荒廃、都市の空洞

化を引き起こした失敗から、90年代に入って化を引き起こした失敗から、90年代に入って化を引き起こした失敗から、90年代に入って化を引き起こした失敗から、90年代に入って

大型店を規制し、商店街を振興する方向に転大型店を規制し、商店街を振興する方向に転大型店を規制し、商店街を振興する方向に転大型店を規制し、商店街を振興する方向に転

換してきています。換してきています。換してきています。換してきています。

本来、どんなまちづくりを進めるかは、地本来、どんなまちづくりを進めるかは、地本来、どんなまちづくりを進めるかは、地本来、どんなまちづくりを進めるかは、地

方自治体と住民が決めることです。それが地方自治体と住民が決めることです。それが地方自治体と住民が決めることです。それが地方自治体と住民が決めることです。それが地

方自治の原則です。本市においても、ここ数方自治の原則です。本市においても、ここ数方自治の原則です。本市においても、ここ数方自治の原則です。本市においても、ここ数

年の間、全国的な規模では中型あるいは小型年の間、全国的な規模では中型あるいは小型年の間、全国的な規模では中型あるいは小型年の間、全国的な規模では中型あるいは小型

と言えるかもしれませんが、美唄にとってはと言えるかもしれませんが、美唄にとってはと言えるかもしれませんが、美唄にとってはと言えるかもしれませんが、美唄にとっては

大型店が郊外に出店し、それによって市内の大型店が郊外に出店し、それによって市内の大型店が郊外に出店し、それによって市内の大型店が郊外に出店し、それによって市内の

小売店が衰退し、閉店する店がふえ深刻な事小売店が衰退し、閉店する店がふえ深刻な事小売店が衰退し、閉店する店がふえ深刻な事小売店が衰退し、閉店する店がふえ深刻な事

態になっています。全国的な３法の見直しの態になっています。全国的な３法の見直しの態になっています。全国的な３法の見直しの態になっています。全国的な３法の見直しの

機運が高まる中で、本市においても今後の大機運が高まる中で、本市においても今後の大機運が高まる中で、本市においても今後の大機運が高まる中で、本市においても今後の大

型店の出店を何らかの形で規制できないのか型店の出店を何らかの形で規制できないのか型店の出店を何らかの形で規制できないのか型店の出店を何らかの形で規制できないのか

どうか、お尋ねいたします。どうか、お尋ねいたします。どうか、お尋ねいたします。どうか、お尋ねいたします。

また、今後大型店が出店する際に、事業主また、今後大型店が出店する際に、事業主また、今後大型店が出店する際に、事業主また、今後大型店が出店する際に、事業主

との事前の協議で条件などでの話し合いがでとの事前の協議で条件などでの話し合いがでとの事前の協議で条件などでの話し合いがでとの事前の協議で条件などでの話し合いがで

きないのかどうか、お聞きいたします。きないのかどうか、お聞きいたします。きないのかどうか、お聞きいたします。きないのかどうか、お聞きいたします。

その３点目は、空き店舗の利活用についてその３点目は、空き店舗の利活用についてその３点目は、空き店舗の利活用についてその３点目は、空き店舗の利活用について

であります。中心市街地を活性化するためにであります。中心市街地を活性化するためにであります。中心市街地を活性化するためにであります。中心市街地を活性化するために

は、空き店舗をどのように利活用するかが大は、空き店舗をどのように利活用するかが大は、空き店舗をどのように利活用するかが大は、空き店舗をどのように利活用するかが大

きな課題であります。とりわけ、その１つのきな課題であります。とりわけ、その１つのきな課題であります。とりわけ、その１つのきな課題であります。とりわけ、その１つの

象徴になっているのが、すずらん通りの市民象徴になっているのが、すずらん通りの市民象徴になっているのが、すずらん通りの市民象徴になっているのが、すずらん通りの市民

生協の空き店舗をどのように活用するのかが、生協の空き店舗をどのように活用するのかが、生協の空き店舗をどのように活用するのかが、生協の空き店舗をどのように活用するのかが、

今後のまちづくりを左右する内容を持ってい今後のまちづくりを左右する内容を持ってい今後のまちづくりを左右する内容を持ってい今後のまちづくりを左右する内容を持ってい

ると思います。市として、これまでどのようると思います。市として、これまでどのようると思います。市として、これまでどのようると思います。市として、これまでどのよう

な取り組みをされてきたのかお聞きいたしまな取り組みをされてきたのかお聞きいたしまな取り組みをされてきたのかお聞きいたしまな取り組みをされてきたのかお聞きいたしま

す。す。す。す。

また、商工業者から市民生協の空き店舗をまた、商工業者から市民生協の空き店舗をまた、商工業者から市民生協の空き店舗をまた、商工業者から市民生協の空き店舗を

１業者として買い取ることは困難なので、市１業者として買い取ることは困難なので、市１業者として買い取ることは困難なので、市１業者として買い取ることは困難なので、市

として買い取ってほしいという意見もありまとして買い取ってほしいという意見もありまとして買い取ってほしいという意見もありまとして買い取ってほしいという意見もありま

すが、商工業者から、そうした要請が正式にすが、商工業者から、そうした要請が正式にすが、商工業者から、そうした要請が正式にすが、商工業者から、そうした要請が正式に

あったのかどうか、お聞きいたします。あったのかどうか、お聞きいたします。あったのかどうか、お聞きいたします。あったのかどうか、お聞きいたします。

その４点目は、固定資産税の評価の基準にその４点目は、固定資産税の評価の基準にその４点目は、固定資産税の評価の基準にその４点目は、固定資産税の評価の基準に

ついてでありますが、中心市街地の空き地をついてでありますが、中心市街地の空き地をついてでありますが、中心市街地の空き地をついてでありますが、中心市街地の空き地を

利用して事業を起こす場合、固定資産税が高利用して事業を起こす場合、固定資産税が高利用して事業を起こす場合、固定資産税が高利用して事業を起こす場合、固定資産税が高

いため、利活用が難しいという商工業者もおいため、利活用が難しいという商工業者もおいため、利活用が難しいという商工業者もおいため、利活用が難しいという商工業者もお

ります。土地に対する評価の基準が、すずらります。土地に対する評価の基準が、すずらります。土地に対する評価の基準が、すずらります。土地に対する評価の基準が、すずら

ん通り、旭通、旭友ストア付近では、どのよん通り、旭通、旭友ストア付近では、どのよん通り、旭通、旭友ストア付近では、どのよん通り、旭通、旭友ストア付近では、どのよ

うになっているのかお尋ねいたします。うになっているのかお尋ねいたします。うになっているのかお尋ねいたします。うになっているのかお尋ねいたします。

大綱質問の２点目は、介護保険制度につい大綱質問の２点目は、介護保険制度につい大綱質問の２点目は、介護保険制度につい大綱質問の２点目は、介護保険制度につい

てであります。６月16日、参議院厚生労働委てであります。６月16日、参議院厚生労働委てであります。６月16日、参議院厚生労働委てであります。６月16日、参議院厚生労働委

員会で可決された介護保険法改定案は、多く員会で可決された介護保険法改定案は、多く員会で可決された介護保険法改定案は、多く員会で可決された介護保険法改定案は、多く

の国民、高齢者から小泉内閣の福祉切り捨ての国民、高齢者から小泉内閣の福祉切り捨ての国民、高齢者から小泉内閣の福祉切り捨ての国民、高齢者から小泉内閣の福祉切り捨て

政策に対し、怒りと不安の声が上がっていま政策に対し、怒りと不安の声が上がっていま政策に対し、怒りと不安の声が上がっていま政策に対し、怒りと不安の声が上がっていま

す。軽度の介護認定者が介護から外されるのす。軽度の介護認定者が介護から外されるのす。軽度の介護認定者が介護から外されるのす。軽度の介護認定者が介護から外されるの

ではないかという不安や、ことしの10月からではないかという不安や、ことしの10月からではないかという不安や、ことしの10月からではないかという不安や、ことしの10月から

実施されようとしている特別養護老人ホーム実施されようとしている特別養護老人ホーム実施されようとしている特別養護老人ホーム実施されようとしている特別養護老人ホーム

などの施設利用者に係る、いわゆるホテルコなどの施設利用者に係る、いわゆるホテルコなどの施設利用者に係る、いわゆるホテルコなどの施設利用者に係る、いわゆるホテルコ

ストという名目による居住費や食費の負担がストという名目による居住費や食費の負担がストという名目による居住費や食費の負担がストという名目による居住費や食費の負担が

大きくなるなど、重大な問題が含まれていま大きくなるなど、重大な問題が含まれていま大きくなるなど、重大な問題が含まれていま大きくなるなど、重大な問題が含まれていま

す。す。す。す。

介護保険制度が導入されて５年になりまし介護保険制度が導入されて５年になりまし介護保険制度が導入されて５年になりまし介護保険制度が導入されて５年になりまし
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た。この導入のときのキャッチフレーズは、た。この導入のときのキャッチフレーズは、た。この導入のときのキャッチフレーズは、た。この導入のときのキャッチフレーズは、

介護保険制度はいままで本人や家族が抱えて介護保険制度はいままで本人や家族が抱えて介護保険制度はいままで本人や家族が抱えて介護保険制度はいままで本人や家族が抱えて

きた介護の不安や負担を社会全体で支え合うきた介護の不安や負担を社会全体で支え合うきた介護の不安や負担を社会全体で支え合うきた介護の不安や負担を社会全体で支え合う

ためにつくられた制度です。介護する人、さためにつくられた制度です。介護する人、さためにつくられた制度です。介護する人、さためにつくられた制度です。介護する人、さ

れる人の双方が安心して暮らせる21世紀を迎れる人の双方が安心して暮らせる21世紀を迎れる人の双方が安心して暮らせる21世紀を迎れる人の双方が安心して暮らせる21世紀を迎

えるためにというものでした。しかし、このえるためにというものでした。しかし、このえるためにというものでした。しかし、このえるためにというものでした。しかし、この

５年間の経過を見れば、介護する人、される５年間の経過を見れば、介護する人、される５年間の経過を見れば、介護する人、される５年間の経過を見れば、介護する人、される

人が本当に安心できる制度だったのかどうか、人が本当に安心できる制度だったのかどうか、人が本当に安心できる制度だったのかどうか、人が本当に安心できる制度だったのかどうか、

その点で言えば高齢者からも介護に携わる人その点で言えば高齢者からも介護に携わる人その点で言えば高齢者からも介護に携わる人その点で言えば高齢者からも介護に携わる人

たちからもさまざまな不十分な点が指摘されたちからもさまざまな不十分な点が指摘されたちからもさまざまな不十分な点が指摘されたちからもさまざまな不十分な点が指摘され

ていますが、現在国会で審議されている法案ていますが、現在国会で審議されている法案ていますが、現在国会で審議されている法案ていますが、現在国会で審議されている法案

は、そうした不備な点が何ら解決されないまは、そうした不備な点が何ら解決されないまは、そうした不備な点が何ら解決されないまは、そうした不備な点が何ら解決されないま

ま、個人負担ばかりが大きくなっています。ま、個人負担ばかりが大きくなっています。ま、個人負担ばかりが大きくなっています。ま、個人負担ばかりが大きくなっています。

そこで、具体的にお尋ねいたしますが、そこで、具体的にお尋ねいたしますが、そこで、具体的にお尋ねいたしますが、そこで、具体的にお尋ねいたしますが、

その１つ目は、新予防給付についてでありその１つ目は、新予防給付についてでありその１つ目は、新予防給付についてでありその１つ目は、新予防給付についてであり

ます。在宅サービスでは、要支援、要介護のます。在宅サービスでは、要支援、要介護のます。在宅サービスでは、要支援、要介護のます。在宅サービスでは、要支援、要介護の

人たちを対象にして新予防給付を導入し、筋人たちを対象にして新予防給付を導入し、筋人たちを対象にして新予防給付を導入し、筋人たちを対象にして新予防給付を導入し、筋

力トレーニングなどの新しいメニューを取り力トレーニングなどの新しいメニューを取り力トレーニングなどの新しいメニューを取り力トレーニングなどの新しいメニューを取り

入れつつも、従来の家事サービスの利用を減入れつつも、従来の家事サービスの利用を減入れつつも、従来の家事サービスの利用を減入れつつも、従来の家事サービスの利用を減

らす内容になっています。このことから、要らす内容になっています。このことから、要らす内容になっています。このことから、要らす内容になっています。このことから、要

介護１の人たちの中には、来年４月からサー介護１の人たちの中には、来年４月からサー介護１の人たちの中には、来年４月からサー介護１の人たちの中には、来年４月からサー

ビスを受けられなくなるのではないかというビスを受けられなくなるのではないかというビスを受けられなくなるのではないかというビスを受けられなくなるのではないかという

不安を持っている人たちも多くおります。こ不安を持っている人たちも多くおります。こ不安を持っている人たちも多くおります。こ不安を持っている人たちも多くおります。こ

の新予防給付の内容について、具体的にどのの新予防給付の内容について、具体的にどのの新予防給付の内容について、具体的にどのの新予防給付の内容について、具体的にどの

ようなものなのかお尋ねいたします。ようなものなのかお尋ねいたします。ようなものなのかお尋ねいたします。ようなものなのかお尋ねいたします。

その２つ目は、施設入居者の負担についてその２つ目は、施設入居者の負担についてその２つ目は、施設入居者の負担についてその２つ目は、施設入居者の負担について

であります。施設入居者の自己負担分の見直であります。施設入居者の自己負担分の見直であります。施設入居者の自己負担分の見直であります。施設入居者の自己負担分の見直

しで、ことしの10月から居住費や食費の負担しで、ことしの10月から居住費や食費の負担しで、ことしの10月から居住費や食費の負担しで、ことしの10月から居住費や食費の負担

増が見込まれていますが、本市の特別養護老増が見込まれていますが、本市の特別養護老増が見込まれていますが、本市の特別養護老増が見込まれていますが、本市の特別養護老

人ホームの入居者の年金収入等による、階層人ホームの入居者の年金収入等による、階層人ホームの入居者の年金収入等による、階層人ホームの入居者の年金収入等による、階層

に応じた負担額がどのようになるのかお尋ねに応じた負担額がどのようになるのかお尋ねに応じた負担額がどのようになるのかお尋ねに応じた負担額がどのようになるのかお尋ね

いたします。いたします。いたします。いたします。

その３つ目は、保険料についてでありますその３つ目は、保険料についてでありますその３つ目は、保険料についてでありますその３つ目は、保険料についてであります

が、制度が改定されることによって、給付のが、制度が改定されることによって、給付のが、制度が改定されることによって、給付のが、制度が改定されることによって、給付の

内容が変わったり、介護報酬が変わるとすれ内容が変わったり、介護報酬が変わるとすれ内容が変わったり、介護報酬が変わるとすれ内容が変わったり、介護報酬が変わるとすれ

ば、それによって保険料の引き上げが予測さば、それによって保険料の引き上げが予測さば、それによって保険料の引き上げが予測さば、それによって保険料の引き上げが予測さ

れるのかどうか、お聞きいたします。れるのかどうか、お聞きいたします。れるのかどうか、お聞きいたします。れるのかどうか、お聞きいたします。

また、第１号被保険者の保険料の未納額がまた、第１号被保険者の保険料の未納額がまた、第１号被保険者の保険料の未納額がまた、第１号被保険者の保険料の未納額が

平成16年度では、どのように見込んでいるの平成16年度では、どのように見込んでいるの平成16年度では、どのように見込んでいるの平成16年度では、どのように見込んでいるの

か。また、その未納の原因は、どのようなもか。また、その未納の原因は、どのようなもか。また、その未納の原因は、どのようなもか。また、その未納の原因は、どのようなも

のなのかお尋ねいたします。のなのかお尋ねいたします。のなのかお尋ねいたします。のなのかお尋ねいたします。

大綱質問の３点目は、障がい者の支援制度大綱質問の３点目は、障がい者の支援制度大綱質問の３点目は、障がい者の支援制度大綱質問の３点目は、障がい者の支援制度

についてであります。現在国会では、障害者についてであります。現在国会では、障害者についてであります。現在国会では、障害者についてであります。現在国会では、障害者

自立支援法案が審議されていますが、多くの自立支援法案が審議されていますが、多くの自立支援法案が審議されていますが、多くの自立支援法案が審議されていますが、多くの

障がい者や家族からは、これでは自立の支援障がい者や家族からは、これでは自立の支援障がい者や家族からは、これでは自立の支援障がい者や家族からは、これでは自立の支援

ではなく、自立を損なうものではないかといではなく、自立を損なうものではないかといではなく、自立を損なうものではないかといではなく、自立を損なうものではないかとい

う不安の声が寄せられています。う不安の声が寄せられています。う不安の声が寄せられています。う不安の声が寄せられています。

そこで、具体的にお聞きいたしますが、そこで、具体的にお聞きいたしますが、そこで、具体的にお聞きいたしますが、そこで、具体的にお聞きいたしますが、

その１つ目は、障害者自立支援法の内容にその１つ目は、障害者自立支援法の内容にその１つ目は、障害者自立支援法の内容にその１つ目は、障害者自立支援法の内容に

ついて、どのようなものなのかお尋ねいたしついて、どのようなものなのかお尋ねいたしついて、どのようなものなのかお尋ねいたしついて、どのようなものなのかお尋ねいたし

ます。ます。ます。ます。

また、本市においては、障害者自立支援法また、本市においては、障害者自立支援法また、本市においては、障害者自立支援法また、本市においては、障害者自立支援法

の対象となる人たちの障がい別の人数は、どの対象となる人たちの障がい別の人数は、どの対象となる人たちの障がい別の人数は、どの対象となる人たちの障がい別の人数は、ど

れだけになるのかお聞きいたします。れだけになるのかお聞きいたします。れだけになるのかお聞きいたします。れだけになるのかお聞きいたします。

その２つ目は、個人負担の増加についてでその２つ目は、個人負担の増加についてでその２つ目は、個人負担の増加についてでその２つ目は、個人負担の増加についてで

ありますが、現在の支援費制度では所得に応ありますが、現在の支援費制度では所得に応ありますが、現在の支援費制度では所得に応ありますが、現在の支援費制度では所得に応

じた負担となっていますが、自立支援法ではじた負担となっていますが、自立支援法ではじた負担となっていますが、自立支援法ではじた負担となっていますが、自立支援法では

応益負担が加わると聞いています。自立支援応益負担が加わると聞いています。自立支援応益負担が加わると聞いています。自立支援応益負担が加わると聞いています。自立支援

法になった場合の利用者の負担がどのように法になった場合の利用者の負担がどのように法になった場合の利用者の負担がどのように法になった場合の利用者の負担がどのように

かわるのかお尋ねいたします。かわるのかお尋ねいたします。かわるのかお尋ねいたします。かわるのかお尋ねいたします。

その３つ目は、障害者支援費制度との関連その３つ目は、障害者支援費制度との関連その３つ目は、障害者支援費制度との関連その３つ目は、障害者支援費制度との関連

についてであります。平成15年４月から障害についてであります。平成15年４月から障害についてであります。平成15年４月から障害についてであります。平成15年４月から障害

者支援費制度が発足しました。それまでは、者支援費制度が発足しました。それまでは、者支援費制度が発足しました。それまでは、者支援費制度が発足しました。それまでは、

障がい者が施設やホームヘルプなどの福祉サ障がい者が施設やホームヘルプなどの福祉サ障がい者が施設やホームヘルプなどの福祉サ障がい者が施設やホームヘルプなどの福祉サ

ービスを利用する場合、措置制度によって国ービスを利用する場合、措置制度によって国ービスを利用する場合、措置制度によって国ービスを利用する場合、措置制度によって国

と自治体がサービスの提供に直接的な責任をと自治体がサービスの提供に直接的な責任をと自治体がサービスの提供に直接的な責任をと自治体がサービスの提供に直接的な責任を

負っていましたが、支援費制度では介護保険負っていましたが、支援費制度では介護保険負っていましたが、支援費制度では介護保険負っていましたが、支援費制度では介護保険

と同じように、障がい者本人が利用したいサと同じように、障がい者本人が利用したいサと同じように、障がい者本人が利用したいサと同じように、障がい者本人が利用したいサ
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ービスを決め、みずからサービス業者を選んービスを決め、みずからサービス業者を選んービスを決め、みずからサービス業者を選んービスを決め、みずからサービス業者を選ん

で契約する仕組みになり、障がい者の契約にで契約する仕組みになり、障がい者の契約にで契約する仕組みになり、障がい者の契約にで契約する仕組みになり、障がい者の契約に

基づくサービス費用のうち、本人負担を除い基づくサービス費用のうち、本人負担を除い基づくサービス費用のうち、本人負担を除い基づくサービス費用のうち、本人負担を除い

た費用を国や自治体が支援費として助成するた費用を国や自治体が支援費として助成するた費用を国や自治体が支援費として助成するた費用を国や自治体が支援費として助成する

というものです。現在国会で審議されているというものです。現在国会で審議されているというものです。現在国会で審議されているというものです。現在国会で審議されている

障害者自立支援法は、障がい者の自己負担分障害者自立支援法は、障がい者の自己負担分障害者自立支援法は、障がい者の自己負担分障害者自立支援法は、障がい者の自己負担分

が大きく増加される内容になっていますが、が大きく増加される内容になっていますが、が大きく増加される内容になっていますが、が大きく増加される内容になっていますが、

現行の障害者支援費制度との関連はどのよう現行の障害者支援費制度との関連はどのよう現行の障害者支援費制度との関連はどのよう現行の障害者支援費制度との関連はどのよう

になっているのかお尋ねいたします。になっているのかお尋ねいたします。になっているのかお尋ねいたします。になっているのかお尋ねいたします。

また、支援費制度が発足したとき、本市にまた、支援費制度が発足したとき、本市にまた、支援費制度が発足したとき、本市にまた、支援費制度が発足したとき、本市に

おいては、美唄独自の福祉施策の１つとして、おいては、美唄独自の福祉施策の１つとして、おいては、美唄独自の福祉施策の１つとして、おいては、美唄独自の福祉施策の１つとして、

障がい児の療育広場のデイサービスの利用料障がい児の療育広場のデイサービスの利用料障がい児の療育広場のデイサービスの利用料障がい児の療育広場のデイサービスの利用料

の自己負担を免除することにしておりますが、の自己負担を免除することにしておりますが、の自己負担を免除することにしておりますが、の自己負担を免除することにしておりますが、

自立支援法へ移行した場合も、それを継続す自立支援法へ移行した場合も、それを継続す自立支援法へ移行した場合も、それを継続す自立支援法へ移行した場合も、それを継続す

るのかどうか、お尋ねいたします。るのかどうか、お尋ねいたします。るのかどうか、お尋ねいたします。るのかどうか、お尋ねいたします。

以上、この場からの質問を終わります。以上、この場からの質問を終わります。以上、この場からの質問を終わります。以上、この場からの質問を終わります。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、中心市街地活性化基本計画につい初めに、中心市街地活性化基本計画につい初めに、中心市街地活性化基本計画につい初めに、中心市街地活性化基本計画につい

てでありますが、人口の減少や郊外型大型店てでありますが、人口の減少や郊外型大型店てでありますが、人口の減少や郊外型大型店てでありますが、人口の減少や郊外型大型店

の進出等により、中心市街地の空洞化問題なの進出等により、中心市街地の空洞化問題なの進出等により、中心市街地の空洞化問題なの進出等により、中心市街地の空洞化問題な

どが深刻化してきたことから、中心市街地のどが深刻化してきたことから、中心市街地のどが深刻化してきたことから、中心市街地のどが深刻化してきたことから、中心市街地の

活性化を図るため、平成13年８月に学識経験活性化を図るため、平成13年８月に学識経験活性化を図るため、平成13年８月に学識経験活性化を図るため、平成13年８月に学識経験

者、商業者、関係機関、団体や一般公募によ者、商業者、関係機関、団体や一般公募によ者、商業者、関係機関、団体や一般公募によ者、商業者、関係機関、団体や一般公募によ

る消費者等69名による策定委員会を設置し、る消費者等69名による策定委員会を設置し、る消費者等69名による策定委員会を設置し、る消費者等69名による策定委員会を設置し、

委員会から提出された計画素案をもとに、美委員会から提出された計画素案をもとに、美委員会から提出された計画素案をもとに、美委員会から提出された計画素案をもとに、美

唄市中心市街地活性化基本計画を策定したも唄市中心市街地活性化基本計画を策定したも唄市中心市街地活性化基本計画を策定したも唄市中心市街地活性化基本計画を策定したも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、ワーキング部会などの関連でありま次に、ワーキング部会などの関連でありま次に、ワーキング部会などの関連でありま次に、ワーキング部会などの関連でありま

すが、計画を策定するに当たり、策定委員会すが、計画を策定するに当たり、策定委員会すが、計画を策定するに当たり、策定委員会すが、計画を策定するに当たり、策定委員会

の中にアイデアや意見を出し合う場としてワの中にアイデアや意見を出し合う場としてワの中にアイデアや意見を出し合う場としてワの中にアイデアや意見を出し合う場としてワ

ーキング部会を設置し、それらのアイデア等ーキング部会を設置し、それらのアイデア等ーキング部会を設置し、それらのアイデア等ーキング部会を設置し、それらのアイデア等

を集約するため、コアスタッフ会議を設けたを集約するため、コアスタッフ会議を設けたを集約するため、コアスタッフ会議を設けたを集約するため、コアスタッフ会議を設けた

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

また、策定委員会への職員の参加につきままた、策定委員会への職員の参加につきままた、策定委員会への職員の参加につきままた、策定委員会への職員の参加につきま

しては、本市の現状や課題等の情報提供を行しては、本市の現状や課題等の情報提供を行しては、本市の現状や課題等の情報提供を行しては、本市の現状や課題等の情報提供を行

うため、構成メンバーとなったものでございうため、構成メンバーとなったものでございうため、構成メンバーとなったものでございうため、構成メンバーとなったものでござい

ます。ます。ます。ます。

次に、大型店の規制についてでありますが、次に、大型店の規制についてでありますが、次に、大型店の規制についてでありますが、次に、大型店の規制についてでありますが、

現行の大規模小売店舗立地法においては、大現行の大規模小売店舗立地法においては、大現行の大規模小売店舗立地法においては、大現行の大規模小売店舗立地法においては、大

型店の立地に関し、その周辺地域の生活環境型店の立地に関し、その周辺地域の生活環境型店の立地に関し、その周辺地域の生活環境型店の立地に関し、その周辺地域の生活環境

等に配慮すべき指針が示されており、その指等に配慮すべき指針が示されており、その指等に配慮すべき指針が示されており、その指等に配慮すべき指針が示されており、その指

針の範囲内において立地する場合は、規制す針の範囲内において立地する場合は、規制す針の範囲内において立地する場合は、規制す針の範囲内において立地する場合は、規制す

ることはできないこととなっております。ることはできないこととなっております。ることはできないこととなっております。ることはできないこととなっております。

また、出店する事業主との話し合いについまた、出店する事業主との話し合いについまた、出店する事業主との話し合いについまた、出店する事業主との話し合いについ

ては、これまでも出店する際、事前協議の中ては、これまでも出店する際、事前協議の中ては、これまでも出店する際、事前協議の中ては、これまでも出店する際、事前協議の中

で話し合いを行ってきましたが、今後においで話し合いを行ってきましたが、今後においで話し合いを行ってきましたが、今後においで話し合いを行ってきましたが、今後におい

てもまちづくりを進める上で大切なことであてもまちづくりを進める上で大切なことであてもまちづくりを進める上で大切なことであてもまちづくりを進める上で大切なことであ

りますので、必要に応じ対応してまいりたいりますので、必要に応じ対応してまいりたいりますので、必要に応じ対応してまいりたいりますので、必要に応じ対応してまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

次に、空き店舗等の活用についてでありま次に、空き店舗等の活用についてでありま次に、空き店舗等の活用についてでありま次に、空き店舗等の活用についてでありま

すが、中心市街地の活性化にとりまして、生すが、中心市街地の活性化にとりまして、生すが、中心市街地の活性化にとりまして、生すが、中心市街地の活性化にとりまして、生

協の空き店舗等の利活用は極めて緊急な課題協の空き店舗等の利活用は極めて緊急な課題協の空き店舗等の利活用は極めて緊急な課題協の空き店舗等の利活用は極めて緊急な課題

であると認識しており、これまで移転後も商であると認識しており、これまで移転後も商であると認識しており、これまで移転後も商であると認識しており、これまで移転後も商

工会議所や生協側と協議を重ねてまいりまし工会議所や生協側と協議を重ねてまいりまし工会議所や生協側と協議を重ねてまいりまし工会議所や生協側と協議を重ねてまいりまし

た。た。た。た。

今後におきましては、商工会議所が主体と今後におきましては、商工会議所が主体と今後におきましては、商工会議所が主体と今後におきましては、商工会議所が主体と

なって進めるＴＭＯの中で検討が行われるこなって進めるＴＭＯの中で検討が行われるこなって進めるＴＭＯの中で検討が行われるこなって進めるＴＭＯの中で検討が行われるこ

とになりますが、市としましても会議所などとになりますが、市としましても会議所などとになりますが、市としましても会議所などとになりますが、市としましても会議所など

と一緒になって取り組んでまいりたいと考えと一緒になって取り組んでまいりたいと考えと一緒になって取り組んでまいりたいと考えと一緒になって取り組んでまいりたいと考え

ております。ております。ております。ております。

また、地元事業者などから生協跡地を買いまた、地元事業者などから生協跡地を買いまた、地元事業者などから生協跡地を買いまた、地元事業者などから生協跡地を買い

上げる旨の正式な要請はございません。上げる旨の正式な要請はございません。上げる旨の正式な要請はございません。上げる旨の正式な要請はございません。

次に、固定資産税の評価の基準についてで次に、固定資産税の評価の基準についてで次に、固定資産税の評価の基準についてで次に、固定資産税の評価の基準についてで

ありますが、初めに宅地の評価方法につきまありますが、初めに宅地の評価方法につきまありますが、初めに宅地の評価方法につきまありますが、初めに宅地の評価方法につきま

しては不動産鑑定士による標準地の価格、地しては不動産鑑定士による標準地の価格、地しては不動産鑑定士による標準地の価格、地しては不動産鑑定士による標準地の価格、地

価公示価格、地価調査価格をもとに、過密度、価公示価格、地価調査価格をもとに、過密度、価公示価格、地価調査価格をもとに、過密度、価公示価格、地価調査価格をもとに、過密度、
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公共施設等からの距離など、利便性を勘案し公共施設等からの距離など、利便性を勘案し公共施設等からの距離など、利便性を勘案し公共施設等からの距離など、利便性を勘案し

て路線価を決定し、奥行き、間口、形状等をて路線価を決定し、奥行き、間口、形状等をて路線価を決定し、奥行き、間口、形状等をて路線価を決定し、奥行き、間口、形状等を

反映させながら、１筆ごとに宅地の評価を行反映させながら、１筆ごとに宅地の評価を行反映させながら、１筆ごとに宅地の評価を行反映させながら、１筆ごとに宅地の評価を行

っております。っております。っております。っております。

商店街地区の路線価を申し上げますと、す商店街地区の路線価を申し上げますと、す商店街地区の路線価を申し上げますと、す商店街地区の路線価を申し上げますと、す

ずらん通りでは１平方メートル当たり３万3,5ずらん通りでは１平方メートル当たり３万3,5ずらん通りでは１平方メートル当たり３万3,5ずらん通りでは１平方メートル当たり３万3,5

00円から３万7,200円となっております。旭通00円から３万7,200円となっております。旭通00円から３万7,200円となっております。旭通00円から３万7,200円となっております。旭通

につきましては、りょーゆーの入り口付近かにつきましては、りょーゆーの入り口付近かにつきましては、りょーゆーの入り口付近かにつきましては、りょーゆーの入り口付近か

ら東３条通までが２万0,200円で、東に行くにら東３条通までが２万0,200円で、東に行くにら東３条通までが２万0,200円で、東に行くにら東３条通までが２万0,200円で、東に行くに

従い低くなってございます。旭友、生協地区従い低くなってございます。旭友、生協地区従い低くなってございます。旭友、生協地区従い低くなってございます。旭友、生協地区

につきましては、道道美唄富良野線側で１万2,につきましては、道道美唄富良野線側で１万2,につきましては、道道美唄富良野線側で１万2,につきましては、道道美唄富良野線側で１万2,

100円となっております。100円となっております。100円となっております。100円となっております。

次に、介護保険制度について、新予防制度次に、介護保険制度について、新予防制度次に、介護保険制度について、新予防制度次に、介護保険制度について、新予防制度

についてでありますが、このたびの介護保険についてでありますが、このたびの介護保険についてでありますが、このたびの介護保険についてでありますが、このたびの介護保険

制度改正では、予防重視型サービスへの転換制度改正では、予防重視型サービスへの転換制度改正では、予防重視型サービスへの転換制度改正では、予防重視型サービスへの転換

を図ることとされており、要支援、要介護１を図ることとされており、要支援、要介護１を図ることとされており、要支援、要介護１を図ることとされており、要支援、要介護１

程度の軽度者の方に対する給付の見直しを行程度の軽度者の方に対する給付の見直しを行程度の軽度者の方に対する給付の見直しを行程度の軽度者の方に対する給付の見直しを行

い、新予防給付が創設されます。い、新予防給付が創設されます。い、新予防給付が創設されます。い、新予防給付が創設されます。

これは、心身状態の維持、改善が見込まれこれは、心身状態の維持、改善が見込まれこれは、心身状態の維持、改善が見込まれこれは、心身状態の維持、改善が見込まれ

る軽度者の自立心を促すものであり、新たにる軽度者の自立心を促すものであり、新たにる軽度者の自立心を促すものであり、新たにる軽度者の自立心を促すものであり、新たに

導入されるサービス内容につきましては、筋導入されるサービス内容につきましては、筋導入されるサービス内容につきましては、筋導入されるサービス内容につきましては、筋

力向上や栄養改善が国において検討されてお力向上や栄養改善が国において検討されてお力向上や栄養改善が国において検討されてお力向上や栄養改善が国において検討されてお

り、８月ごろ各サービスの概要が示されるこり、８月ごろ各サービスの概要が示されるこり、８月ごろ各サービスの概要が示されるこり、８月ごろ各サービスの概要が示されるこ

ととなっております。ととなっております。ととなっております。ととなっております。

なお、疾病や外傷、認知症などで、このサなお、疾病や外傷、認知症などで、このサなお、疾病や外傷、認知症などで、このサなお、疾病や外傷、認知症などで、このサ

ービスの適切な利用が困難と判定された要介ービスの適切な利用が困難と判定された要介ービスの適切な利用が困難と判定された要介ービスの適切な利用が困難と判定された要介

護１の方については、従来どおりのサービス護１の方については、従来どおりのサービス護１の方については、従来どおりのサービス護１の方については、従来どおりのサービス

が使えることとなります。が使えることとなります。が使えることとなります。が使えることとなります。

次に、施設入居者の負担についてでありま次に、施設入居者の負担についてでありま次に、施設入居者の負担についてでありま次に、施設入居者の負担についてでありま

すが、本年10月以降、在宅と施設の利用者負すが、本年10月以降、在宅と施設の利用者負すが、本年10月以降、在宅と施設の利用者負すが、本年10月以降、在宅と施設の利用者負

担の公平性や介護保険と年金給付の調整の観担の公平性や介護保険と年金給付の調整の観担の公平性や介護保険と年金給付の調整の観担の公平性や介護保険と年金給付の調整の観

点から、介護保険施設の居住費及び食費につ点から、介護保険施設の居住費及び食費につ点から、介護保険施設の居住費及び食費につ点から、介護保険施設の居住費及び食費につ

いては、保険給付の対象外とし、利用者負担いては、保険給付の対象外とし、利用者負担いては、保険給付の対象外とし、利用者負担いては、保険給付の対象外とし、利用者負担

とすることとされております。また、低所得とすることとされております。また、低所得とすることとされております。また、低所得とすることとされております。また、低所得

者の負担が過重とならないよう、所得に応じ者の負担が過重とならないよう、所得に応じ者の負担が過重とならないよう、所得に応じ者の負担が過重とならないよう、所得に応じ

た負担限度額が設けられることとなっており、た負担限度額が設けられることとなっており、た負担限度額が設けられることとなっており、た負担限度額が設けられることとなっており、

国が示している３から４人部屋で、収入が年国が示している３から４人部屋で、収入が年国が示している３から４人部屋で、収入が年国が示している３から４人部屋で、収入が年

金のみの要介護５の方の例で申し上げますと、金のみの要介護５の方の例で申し上げますと、金のみの要介護５の方の例で申し上げますと、金のみの要介護５の方の例で申し上げますと、

改正後の保険料段階で生活保護受給者等の第改正後の保険料段階で生活保護受給者等の第改正後の保険料段階で生活保護受給者等の第改正後の保険料段階で生活保護受給者等の第

１段階の方は、現行２万5,000円が２万5,000１段階の方は、現行２万5,000円が２万5,000１段階の方は、現行２万5,000円が２万5,000１段階の方は、現行２万5,000円が２万5,000

円と同額、80万円以下の方の第２段階の方は、円と同額、80万円以下の方の第２段階の方は、円と同額、80万円以下の方の第２段階の方は、円と同額、80万円以下の方の第２段階の方は、

現行４万円が３万7,000円に、80万円を超え26現行４万円が３万7,000円に、80万円を超え26現行４万円が３万7,000円に、80万円を超え26現行４万円が３万7,000円に、80万円を超え26

6万円以下の方の第３段階の方は、現行４万円6万円以下の方の第３段階の方は、現行４万円6万円以下の方の第３段階の方は、現行４万円6万円以下の方の第３段階の方は、現行４万円

が５万5,000円に、266万円を超える方の第４が５万5,000円に、266万円を超える方の第４が５万5,000円に、266万円を超える方の第４が５万5,000円に、266万円を超える方の第４

段階以上の方は、現行５万6,000円が８万7,00段階以上の方は、現行５万6,000円が８万7,00段階以上の方は、現行５万6,000円が８万7,00段階以上の方は、現行５万6,000円が８万7,00

0円になると試算しております。0円になると試算しております。0円になると試算しております。0円になると試算しております。

次に、保険料についてでありますが、来月次に、保険料についてでありますが、来月次に、保険料についてでありますが、来月次に、保険料についてでありますが、来月

から「介護保険事業計画策定委員会」で介護から「介護保険事業計画策定委員会」で介護から「介護保険事業計画策定委員会」で介護から「介護保険事業計画策定委員会」で介護

サービスの種類や量などを検討いただき、そサービスの種類や量などを検討いただき、そサービスの種類や量などを検討いただき、そサービスの種類や量などを検討いただき、そ

れらを踏まえて秋以降に示される国の介護報れらを踏まえて秋以降に示される国の介護報れらを踏まえて秋以降に示される国の介護報れらを踏まえて秋以降に示される国の介護報

酬の改定をもとに決定し、議会に提案してま酬の改定をもとに決定し、議会に提案してま酬の改定をもとに決定し、議会に提案してま酬の改定をもとに決定し、議会に提案してま

いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。

次に、保険料の未納についてでありますが、次に、保険料の未納についてでありますが、次に、保険料の未納についてでありますが、次に、保険料の未納についてでありますが、

平成16年度以降の累積で約820万円となってお平成16年度以降の累積で約820万円となってお平成16年度以降の累積で約820万円となってお平成16年度以降の累積で約820万円となってお

り、景気低迷の影響や被保険者の死亡、転出り、景気低迷の影響や被保険者の死亡、転出り、景気低迷の影響や被保険者の死亡、転出り、景気低迷の影響や被保険者の死亡、転出

などが主な原因となっております。などが主な原因となっております。などが主な原因となっております。などが主な原因となっております。

次に、障がい者の支援制度について、障害次に、障がい者の支援制度について、障害次に、障がい者の支援制度について、障害次に、障がい者の支援制度について、障害

者自立支援法についてでありますが、障がい者自立支援法についてでありますが、障がい者自立支援法についてでありますが、障がい者自立支援法についてでありますが、障がい

者の地域生活と就労を進め、自立を支援する者の地域生活と就労を進め、自立を支援する者の地域生活と就労を進め、自立を支援する者の地域生活と就労を進め、自立を支援する

観点から、これまで障がい種別ごとに異なる観点から、これまで障がい種別ごとに異なる観点から、これまで障がい種別ごとに異なる観点から、これまで障がい種別ごとに異なる

法律に基づいて提供されてきた福祉サービス法律に基づいて提供されてきた福祉サービス法律に基づいて提供されてきた福祉サービス法律に基づいて提供されてきた福祉サービス

等について、共通の制度のもとで一元的に提等について、共通の制度のもとで一元的に提等について、共通の制度のもとで一元的に提等について、共通の制度のもとで一元的に提

供する仕組みを創設する法案として現在国会供する仕組みを創設する法案として現在国会供する仕組みを創設する法案として現在国会供する仕組みを創設する法案として現在国会

で審議をされているところでございます。で審議をされているところでございます。で審議をされているところでございます。で審議をされているところでございます。

この法案は、自立支援給付の対象者、給付この法案は、自立支援給付の対象者、給付この法案は、自立支援給付の対象者、給付この法案は、自立支援給付の対象者、給付

内容、手続き、地域生活支援事業、障害者福内容、手続き、地域生活支援事業、障害者福内容、手続き、地域生活支援事業、障害者福内容、手続き、地域生活支援事業、障害者福

祉計画の作成、費用の負担等が示されており、祉計画の作成、費用の負担等が示されており、祉計画の作成、費用の負担等が示されており、祉計画の作成、費用の負担等が示されており、

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
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並びに障がい児を対象とした福祉サービスの並びに障がい児を対象とした福祉サービスの並びに障がい児を対象とした福祉サービスの並びに障がい児を対象とした福祉サービスの

一元化や働く意欲と能力のある障がい者に企一元化や働く意欲と能力のある障がい者に企一元化や働く意欲と能力のある障がい者に企一元化や働く意欲と能力のある障がい者に企

業等で働けるよう支援することのほか、増大業等で働けるよう支援することのほか、増大業等で働けるよう支援することのほか、増大業等で働けるよう支援することのほか、増大

する福祉サービス等の費用を皆で支え合う仕する福祉サービス等の費用を皆で支え合う仕する福祉サービス等の費用を皆で支え合う仕する福祉サービス等の費用を皆で支え合う仕

組みを強化するなどの内容となっております。組みを強化するなどの内容となっております。組みを強化するなどの内容となっております。組みを強化するなどの内容となっております。

次に、障がい者数の状況についてでありま次に、障がい者数の状況についてでありま次に、障がい者数の状況についてでありま次に、障がい者数の状況についてでありま

すが、障害者手帳の交付数で申し上げますと、すが、障害者手帳の交付数で申し上げますと、すが、障害者手帳の交付数で申し上げますと、すが、障害者手帳の交付数で申し上げますと、

平成16年度末で身体障がい者が1,789名、知的平成16年度末で身体障がい者が1,789名、知的平成16年度末で身体障がい者が1,789名、知的平成16年度末で身体障がい者が1,789名、知的

障がい者が297名となっているほか、平成15年障がい者が297名となっているほか、平成15年障がい者が297名となっているほか、平成15年障がい者が297名となっているほか、平成15年

度末の精神障がい者で精神病疾患で入院また度末の精神障がい者で精神病疾患で入院また度末の精神障がい者で精神病疾患で入院また度末の精神障がい者で精神病疾患で入院また

は通院をしている方は563名、このうち精神障は通院をしている方は563名、このうち精神障は通院をしている方は563名、このうち精神障は通院をしている方は563名、このうち精神障

害者保健福祉手帳の交付者は113名となってお害者保健福祉手帳の交付者は113名となってお害者保健福祉手帳の交付者は113名となってお害者保健福祉手帳の交付者は113名となってお

ります。 次に、利用者負担金についてであります。 次に、利用者負担金についてであります。 次に、利用者負担金についてであります。 次に、利用者負担金についてであ

りますが、現行の支援費制度ではそれぞれのりますが、現行の支援費制度ではそれぞれのりますが、現行の支援費制度ではそれぞれのりますが、現行の支援費制度ではそれぞれの

所得に応じ、階層区分によって定められた額所得に応じ、階層区分によって定められた額所得に応じ、階層区分によって定められた額所得に応じ、階層区分によって定められた額

を利用者負担としておりますが、障害者自立を利用者負担としておりますが、障害者自立を利用者負担としておりますが、障害者自立を利用者負担としておりますが、障害者自立

支援法では増大する福祉サービスなどの費用支援法では増大する福祉サービスなどの費用支援法では増大する福祉サービスなどの費用支援法では増大する福祉サービスなどの費用

を全体で支え合う仕組みとして利用者がサーを全体で支え合う仕組みとして利用者がサーを全体で支え合う仕組みとして利用者がサーを全体で支え合う仕組みとして利用者がサー

ビスを利用した場合の定率負担に加え、施設ビスを利用した場合の定率負担に加え、施設ビスを利用した場合の定率負担に加え、施設ビスを利用した場合の定率負担に加え、施設

入所または通所などにより、施設を利用した入所または通所などにより、施設を利用した入所または通所などにより、施設を利用した入所または通所などにより、施設を利用した

場合は食費、光熱水費などを実費負担として場合は食費、光熱水費などを実費負担として場合は食費、光熱水費などを実費負担として場合は食費、光熱水費などを実費負担として

利用者に求める内容となっております。利用者に求める内容となっております。利用者に求める内容となっております。利用者に求める内容となっております。

このうち、サービス利用に伴う定率負担にこのうち、サービス利用に伴う定率負担にこのうち、サービス利用に伴う定率負担にこのうち、サービス利用に伴う定率負担に

ついては、所得によって月額負担の上限を設ついては、所得によって月額負担の上限を設ついては、所得によって月額負担の上限を設ついては、所得によって月額負担の上限を設

定し、生活保護世帯では負担なし、市民税非定し、生活保護世帯では負担なし、市民税非定し、生活保護世帯では負担なし、市民税非定し、生活保護世帯では負担なし、市民税非

課税世帯で収入が80万円未満の低所得世帯で課税世帯で収入が80万円未満の低所得世帯で課税世帯で収入が80万円未満の低所得世帯で課税世帯で収入が80万円未満の低所得世帯で

は１万5,000円、市民税均等割非課税世帯ではは１万5,000円、市民税均等割非課税世帯ではは１万5,000円、市民税均等割非課税世帯ではは１万5,000円、市民税均等割非課税世帯では

２万4,600円、市民税課税世帯では４万0,200２万4,600円、市民税課税世帯では４万0,200２万4,600円、市民税課税世帯では４万0,200２万4,600円、市民税課税世帯では４万0,200

円と４区分で限度額が設定されております。円と４区分で限度額が設定されております。円と４区分で限度額が設定されております。円と４区分で限度額が設定されております。

なお、食費や光熱水費などの実費負担につなお、食費や光熱水費などの実費負担につなお、食費や光熱水費などの実費負担につなお、食費や光熱水費などの実費負担につ

きましては、施設入所者には本人の生活費ときましては、施設入所者には本人の生活費ときましては、施設入所者には本人の生活費ときましては、施設入所者には本人の生活費と

して月額２万5,000円が手元に残るよう、３年して月額２万5,000円が手元に残るよう、３年して月額２万5,000円が手元に残るよう、３年して月額２万5,000円が手元に残るよう、３年

間は段階的に負担の軽減策を講じ、その後再間は段階的に負担の軽減策を講じ、その後再間は段階的に負担の軽減策を講じ、その後再間は段階的に負担の軽減策を講じ、その後再

検討を行うこととなっております。検討を行うこととなっております。検討を行うこととなっております。検討を行うこととなっております。

また、通所などにより、施設を利用する方また、通所などにより、施設を利用する方また、通所などにより、施設を利用する方また、通所などにより、施設を利用する方

の食費についても３年間は原材料費のみの負の食費についても３年間は原材料費のみの負の食費についても３年間は原材料費のみの負の食費についても３年間は原材料費のみの負

担を求め、人件費相当分について軽減を図る担を求め、人件費相当分について軽減を図る担を求め、人件費相当分について軽減を図る担を求め、人件費相当分について軽減を図る

こととなっております。こととなっております。こととなっております。こととなっております。

次に、支援費制度との関連についてであり次に、支援費制度との関連についてであり次に、支援費制度との関連についてであり次に、支援費制度との関連についてであり

ますが、平成15年４月に措置から契約へと支ますが、平成15年４月に措置から契約へと支ますが、平成15年４月に措置から契約へと支ますが、平成15年４月に措置から契約へと支

援費制度が開始されましたが、障害者自立支援費制度が開始されましたが、障害者自立支援費制度が開始されましたが、障害者自立支援費制度が開始されましたが、障害者自立支

援法におきましても、これまでの支援費制度援法におきましても、これまでの支援費制度援法におきましても、これまでの支援費制度援法におきましても、これまでの支援費制度

における自己決定、自己選択など、利用者本における自己決定、自己選択など、利用者本における自己決定、自己選択など、利用者本における自己決定、自己選択など、利用者本

位とした基本理念は継承しながら、障がい者位とした基本理念は継承しながら、障がい者位とした基本理念は継承しながら、障がい者位とした基本理念は継承しながら、障がい者

の方々の自立生活の支援を推進していくものの方々の自立生活の支援を推進していくものの方々の自立生活の支援を推進していくものの方々の自立生活の支援を推進していくもの

であります。障害者自立支援法では、障がいであります。障害者自立支援法では、障がいであります。障害者自立支援法では、障がいであります。障害者自立支援法では、障がい

者の地域生活と就労を進め、自立を支援する者の地域生活と就労を進め、自立を支援する者の地域生活と就労を進め、自立を支援する者の地域生活と就労を進め、自立を支援する

観点から、これまで障がい種別ごとに異なる観点から、これまで障がい種別ごとに異なる観点から、これまで障がい種別ごとに異なる観点から、これまで障がい種別ごとに異なる

法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、

公費負担医療等について、共通の制度のもと公費負担医療等について、共通の制度のもと公費負担医療等について、共通の制度のもと公費負担医療等について、共通の制度のもと

で一元的に提供する仕組みを創設することとで一元的に提供する仕組みを創設することとで一元的に提供する仕組みを創設することとで一元的に提供する仕組みを創設することと

したほか、福祉サービス利用の手続きや基準したほか、福祉サービス利用の手続きや基準したほか、福祉サービス利用の手続きや基準したほか、福祉サービス利用の手続きや基準

の透明化、明確化を図るため、市町村に審査の透明化、明確化を図るため、市町村に審査の透明化、明確化を図るため、市町村に審査の透明化、明確化を図るため、市町村に審査

会を設置しその審査、判定に基づき市町村が会を設置しその審査、判定に基づき市町村が会を設置しその審査、判定に基づき市町村が会を設置しその審査、判定に基づき市町村が

障害程度区分を認定すること、また障害者ケ障害程度区分を認定すること、また障害者ケ障害程度区分を認定すること、また障害者ケ障害程度区分を認定すること、また障害者ケ

アマネジメントの制度化を図ることなどが支アマネジメントの制度化を図ることなどが支アマネジメントの制度化を図ることなどが支アマネジメントの制度化を図ることなどが支

援費制度との相違点であると考えております。援費制度との相違点であると考えております。援費制度との相違点であると考えております。援費制度との相違点であると考えております。

次に、本市のデイサービス事業所、「子ど次に、本市のデイサービス事業所、「子ど次に、本市のデイサービス事業所、「子ど次に、本市のデイサービス事業所、「子ど

も療育広場」の利用負担金については、障がも療育広場」の利用負担金については、障がも療育広場」の利用負担金については、障がも療育広場」の利用負担金については、障が

いは早期発見、早期対応が必要なことから、いは早期発見、早期対応が必要なことから、いは早期発見、早期対応が必要なことから、いは早期発見、早期対応が必要なことから、

乳幼児期で子どもの障がいが発見されて間も乳幼児期で子どもの障がいが発見されて間も乳幼児期で子どもの障がいが発見されて間も乳幼児期で子どもの障がいが発見されて間も

ない保護者へサービスが受けやすくするため、ない保護者へサービスが受けやすくするため、ない保護者へサービスが受けやすくするため、ない保護者へサービスが受けやすくするため、

利用負担金を徴収しないこととしてきたとこ利用負担金を徴収しないこととしてきたとこ利用負担金を徴収しないこととしてきたとこ利用負担金を徴収しないこととしてきたとこ

ろでございます。今後も継続してまいりたいろでございます。今後も継続してまいりたいろでございます。今後も継続してまいりたいろでございます。今後も継続してまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ●９番長谷川吉春君 自席から何点かについ

て再質問をさせていただきたいと思います。て再質問をさせていただきたいと思います。て再質問をさせていただきたいと思います。て再質問をさせていただきたいと思います。
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１つ目は、中心市街地の活性化についてで１つ目は、中心市街地の活性化についてで１つ目は、中心市街地の活性化についてで１つ目は、中心市街地の活性化についてで

ありますけども、基本計画の策定に当たってありますけども、基本計画の策定に当たってありますけども、基本計画の策定に当たってありますけども、基本計画の策定に当たって

は、策定委員会やワーキング部会に市の職員は、策定委員会やワーキング部会に市の職員は、策定委員会やワーキング部会に市の職員は、策定委員会やワーキング部会に市の職員

も参加していて、情報などの提供をしているも参加していて、情報などの提供をしているも参加していて、情報などの提供をしているも参加していて、情報などの提供をしている

ということなわけです。しかし、単なる情報ということなわけです。しかし、単なる情報ということなわけです。しかし、単なる情報ということなわけです。しかし、単なる情報

の提供ではなく、積極的に建設的な提案をしの提供ではなく、積極的に建設的な提案をしの提供ではなく、積極的に建設的な提案をしの提供ではなく、積極的に建設的な提案をし

ていくことが必要ではないでしょうか。基本ていくことが必要ではないでしょうか。基本ていくことが必要ではないでしょうか。基本ていくことが必要ではないでしょうか。基本

計画の実行には、多くの課題や取り組まなけ計画の実行には、多くの課題や取り組まなけ計画の実行には、多くの課題や取り組まなけ計画の実行には、多くの課題や取り組まなけ

ればならない事業が盛り込まれていて、そのればならない事業が盛り込まれていて、そのればならない事業が盛り込まれていて、そのればならない事業が盛り込まれていて、その

多くは商工業者みずからが取り組まなければ多くは商工業者みずからが取り組まなければ多くは商工業者みずからが取り組まなければ多くは商工業者みずからが取り組まなければ

ならない事業もありますが、それは市としてならない事業もありますが、それは市としてならない事業もありますが、それは市としてならない事業もありますが、それは市として

の取り組む事業と相互に関連しているわけでの取り組む事業と相互に関連しているわけでの取り組む事業と相互に関連しているわけでの取り組む事業と相互に関連しているわけで

あります。あります。あります。あります。

中心市街地の活性化は、まちづくりの中心中心市街地の活性化は、まちづくりの中心中心市街地の活性化は、まちづくりの中心中心市街地の活性化は、まちづくりの中心

課題の１つであるからには、市としても積極課題の１つであるからには、市としても積極課題の１つであるからには、市としても積極課題の１つであるからには、市としても積極

的な提案、建設的な提案をしていく必要があ的な提案、建設的な提案をしていく必要があ的な提案、建設的な提案をしていく必要があ的な提案、建設的な提案をしていく必要があ

ると思いますけれども、市長のご見解をお聞ると思いますけれども、市長のご見解をお聞ると思いますけれども、市長のご見解をお聞ると思いますけれども、市長のご見解をお聞

きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。

次に、空き店舗の利活用についてでありま次に、空き店舗の利活用についてでありま次に、空き店舗の利活用についてでありま次に、空き店舗の利活用についてでありま

すけれども、特に市民生協の跡地については、すけれども、特に市民生協の跡地については、すけれども、特に市民生協の跡地については、すけれども、特に市民生協の跡地については、

先ほどのご答弁では、商工会議所が主体とな先ほどのご答弁では、商工会議所が主体とな先ほどのご答弁では、商工会議所が主体とな先ほどのご答弁では、商工会議所が主体とな

って進めているＴＭＯの中で検討が行われ、って進めているＴＭＯの中で検討が行われ、って進めているＴＭＯの中で検討が行われ、って進めているＴＭＯの中で検討が行われ、

市としても会議所などと一緒に取り組みたい、市としても会議所などと一緒に取り組みたい、市としても会議所などと一緒に取り組みたい、市としても会議所などと一緒に取り組みたい、

このようにご答弁されております。しかし、このようにご答弁されております。しかし、このようにご答弁されております。しかし、このようにご答弁されております。しかし、

もと生協の活用については、市長がその利用もと生協の活用については、市長がその利用もと生協の活用については、市長がその利用もと生協の活用については、市長がその利用

の構想についても選挙で公約しているわけでの構想についても選挙で公約しているわけでの構想についても選挙で公約しているわけでの構想についても選挙で公約しているわけで

す。そうである以上、市として積極的にイニす。そうである以上、市として積極的にイニす。そうである以上、市として積極的にイニす。そうである以上、市として積極的にイニ

シアチブを発揮しなければならないと思いまシアチブを発揮しなければならないと思いまシアチブを発揮しなければならないと思いまシアチブを発揮しなければならないと思いま

すけれども、どのようにお考えなのかお尋ねすけれども、どのようにお考えなのかお尋ねすけれども、どのようにお考えなのかお尋ねすけれども、どのようにお考えなのかお尋ね

いたします。いたします。いたします。いたします。

次に、固定資産税の評価についてでありま次に、固定資産税の評価についてでありま次に、固定資産税の評価についてでありま次に、固定資産税の評価についてでありま

すけれども、すずらん通りでは１平方メートすけれども、すずらん通りでは１平方メートすけれども、すずらん通りでは１平方メートすけれども、すずらん通りでは１平方メート

ル当たり３万3,500円から３万7,200円、旭通ル当たり３万3,500円から３万7,200円、旭通ル当たり３万3,500円から３万7,200円、旭通ル当たり３万3,500円から３万7,200円、旭通

については、りょーゆーの入り口から東３条については、りょーゆーの入り口から東３条については、りょーゆーの入り口から東３条については、りょーゆーの入り口から東３条

までが２万0,200円、旭友や生協のあの付近でまでが２万0,200円、旭友や生協のあの付近でまでが２万0,200円、旭友や生協のあの付近でまでが２万0,200円、旭友や生協のあの付近で

は１万2,100円ということでした。これで見るは１万2,100円ということでした。これで見るは１万2,100円ということでした。これで見るは１万2,100円ということでした。これで見る

と、すずらん通りと生協付近では、固定資産と、すずらん通りと生協付近では、固定資産と、すずらん通りと生協付近では、固定資産と、すずらん通りと生協付近では、固定資産

税が３倍の開きがあります。土地の評価の基税が３倍の開きがあります。土地の評価の基税が３倍の開きがあります。土地の評価の基税が３倍の開きがあります。土地の評価の基

準は不動産鑑定士による標準地の価格、地価準は不動産鑑定士による標準地の価格、地価準は不動産鑑定士による標準地の価格、地価準は不動産鑑定士による標準地の価格、地価

公示価格、地価調査価格などを基準にすると公示価格、地価調査価格などを基準にすると公示価格、地価調査価格などを基準にすると公示価格、地価調査価格などを基準にすると

ありますけども、私は素人なので、よくわかありますけども、私は素人なので、よくわかありますけども、私は素人なので、よくわかありますけども、私は素人なので、よくわか

らないで、そう思うのかもしれませんけれどらないで、そう思うのかもしれませんけれどらないで、そう思うのかもしれませんけれどらないで、そう思うのかもしれませんけれど

も、商店という性格から見て、お客さんがさも、商店という性格から見て、お客さんがさも、商店という性格から見て、お客さんがさも、商店という性格から見て、お客さんがさ

っぱりいないすずらん通りの評価がお客さんっぱりいないすずらん通りの評価がお客さんっぱりいないすずらん通りの評価がお客さんっぱりいないすずらん通りの評価がお客さん

の多い生協の３倍になるというのには、どうの多い生協の３倍になるというのには、どうの多い生協の３倍になるというのには、どうの多い生協の３倍になるというのには、どう

見ても道理に合わないのではないかと思うわ見ても道理に合わないのではないかと思うわ見ても道理に合わないのではないかと思うわ見ても道理に合わないのではないかと思うわ

けであります。けであります。けであります。けであります。

固定資産税は、中心市街地の人たちにとっ固定資産税は、中心市街地の人たちにとっ固定資産税は、中心市街地の人たちにとっ固定資産税は、中心市街地の人たちにとっ

ては、大きな負担になっています。この土地ては、大きな負担になっています。この土地ては、大きな負担になっています。この土地ては、大きな負担になっています。この土地

の評価が生協付近と同じ程度なら、経営が大の評価が生協付近と同じ程度なら、経営が大の評価が生協付近と同じ程度なら、経営が大の評価が生協付近と同じ程度なら、経営が大

変で閉店を考えている、そうした経営者が閉変で閉店を考えている、そうした経営者が閉変で閉店を考えている、そうした経営者が閉変で閉店を考えている、そうした経営者が閉

店しないでも、もっと頑張っていこうと、そ店しないでも、もっと頑張っていこうと、そ店しないでも、もっと頑張っていこうと、そ店しないでも、もっと頑張っていこうと、そ

うした気持ちになると思いますし、空き地をうした気持ちになると思いますし、空き地をうした気持ちになると思いますし、空き地をうした気持ちになると思いますし、空き地を

利用して事業を起こすことや、中心街にマン利用して事業を起こすことや、中心街にマン利用して事業を起こすことや、中心街にマン利用して事業を起こすことや、中心街にマン

ションを建設するということがもっとふえるションを建設するということがもっとふえるションを建設するということがもっとふえるションを建設するということがもっとふえる

と思います。固定資産税の見直しについて、と思います。固定資産税の見直しについて、と思います。固定資産税の見直しについて、と思います。固定資産税の見直しについて、

検討するお考えがおありなのかどうか、お尋検討するお考えがおありなのかどうか、お尋検討するお考えがおありなのかどうか、お尋検討するお考えがおありなのかどうか、お尋

ねいたします。ねいたします。ねいたします。ねいたします。

次に、介護保険制度についてでありますが、次に、介護保険制度についてでありますが、次に、介護保険制度についてでありますが、次に、介護保険制度についてでありますが、

政府は国会での答弁で過剰な介護が状態の悪政府は国会での答弁で過剰な介護が状態の悪政府は国会での答弁で過剰な介護が状態の悪政府は国会での答弁で過剰な介護が状態の悪

化の原因だとして、家事サービスを制限しよ化の原因だとして、家事サービスを制限しよ化の原因だとして、家事サービスを制限しよ化の原因だとして、家事サービスを制限しよ

うとしていますが、ＮＰＯ法人地域保健研究うとしていますが、ＮＰＯ法人地域保健研究うとしていますが、ＮＰＯ法人地域保健研究うとしていますが、ＮＰＯ法人地域保健研究

所がまとめた軽度要介護高齢者の介護度重度所がまとめた軽度要介護高齢者の介護度重度所がまとめた軽度要介護高齢者の介護度重度所がまとめた軽度要介護高齢者の介護度重度

化調査研究報告書によれば、悪化の原因で最化調査研究報告書によれば、悪化の原因で最化調査研究報告書によれば、悪化の原因で最化調査研究報告書によれば、悪化の原因で最

も多かったのは脳血管障害やがんなどの疾患も多かったのは脳血管障害やがんなどの疾患も多かったのは脳血管障害やがんなどの疾患も多かったのは脳血管障害やがんなどの疾患

で、次に認知症だったわけです。過剰な家事で、次に認知症だったわけです。過剰な家事で、次に認知症だったわけです。過剰な家事で、次に認知症だったわけです。過剰な家事

援助は１人もおりませんでした。状態の悪化援助は１人もおりませんでした。状態の悪化援助は１人もおりませんでした。状態の悪化援助は１人もおりませんでした。状態の悪化

の原因が過剰な家事援助にあるとする政府のの原因が過剰な家事援助にあるとする政府のの原因が過剰な家事援助にあるとする政府のの原因が過剰な家事援助にあるとする政府の



－ －121121121121

見解をどのようにお考えなのかお聞きいたし見解をどのようにお考えなのかお聞きいたし見解をどのようにお考えなのかお聞きいたし見解をどのようにお考えなのかお聞きいたし

ます。ます。ます。ます。

また、新予防給付により、要支援、要介護また、新予防給付により、要支援、要介護また、新予防給付により、要支援、要介護また、新予防給付により、要支援、要介護

１の人たちで、これまでのサービスが受けら１の人たちで、これまでのサービスが受けら１の人たちで、これまでのサービスが受けら１の人たちで、これまでのサービスが受けら

れなくなるのではないかと心配する声も聞かれなくなるのではないかと心配する声も聞かれなくなるのではないかと心配する声も聞かれなくなるのではないかと心配する声も聞か

れますが、もしそうなると閉じこもりがふえれますが、もしそうなると閉じこもりがふえれますが、もしそうなると閉じこもりがふえれますが、もしそうなると閉じこもりがふえ

たり、そのことが孤独死につながりかねないたり、そのことが孤独死につながりかねないたり、そのことが孤独死につながりかねないたり、そのことが孤独死につながりかねない

という心配もあります。本市においては、新という心配もあります。本市においては、新という心配もあります。本市においては、新という心配もあります。本市においては、新

予防給付の対象となる人は何人になるのか、予防給付の対象となる人は何人になるのか、予防給付の対象となる人は何人になるのか、予防給付の対象となる人は何人になるのか、

またこれらの人たちに対してどのように対処またこれらの人たちに対してどのように対処またこれらの人たちに対してどのように対処またこれらの人たちに対してどのように対処

しようとしているのかお尋ねいたします。しようとしているのかお尋ねいたします。しようとしているのかお尋ねいたします。しようとしているのかお尋ねいたします。

次に、施設入居者の負担についてでありま次に、施設入居者の負担についてでありま次に、施設入居者の負担についてでありま次に、施設入居者の負担についてでありま

すが、先ほどのご答弁では、本市の恵祥園のすが、先ほどのご答弁では、本市の恵祥園のすが、先ほどのご答弁では、本市の恵祥園のすが、先ほどのご答弁では、本市の恵祥園の

入居者の場合、年金収入等による負担の増加入居者の場合、年金収入等による負担の増加入居者の場合、年金収入等による負担の増加入居者の場合、年金収入等による負担の増加

は、年収80万円を超え266万円以下の人は、現は、年収80万円を超え266万円以下の人は、現は、年収80万円を超え266万円以下の人は、現は、年収80万円を超え266万円以下の人は、現

行が４万円が５万5,000円に増加される。266行が４万円が５万5,000円に増加される。266行が４万円が５万5,000円に増加される。266行が４万円が５万5,000円に増加される。266

万円を超える人は、現行５万6,000円から８万万円を超える人は、現行５万6,000円から８万万円を超える人は、現行５万6,000円から８万万円を超える人は、現行５万6,000円から８万

7,000円に増加されるということでありました。7,000円に増加されるということでありました。7,000円に増加されるということでありました。7,000円に増加されるということでありました。

これは、大変な負担増であります。たとえばこれは、大変な負担増であります。たとえばこれは、大変な負担増であります。たとえばこれは、大変な負担増であります。たとえば

年収100万円の人は66万円を負担しなければな年収100万円の人は66万円を負担しなければな年収100万円の人は66万円を負担しなければな年収100万円の人は66万円を負担しなければな

らなくなり、266万円以上の人は37万2,000円らなくなり、266万円以上の人は37万2,000円らなくなり、266万円以上の人は37万2,000円らなくなり、266万円以上の人は37万2,000円

の負担の増加になります。こうした負担を軽の負担の増加になります。こうした負担を軽の負担の増加になります。こうした負担を軽の負担の増加になります。こうした負担を軽

減するために、市としての対策をお考えなの減するために、市としての対策をお考えなの減するために、市としての対策をお考えなの減するために、市としての対策をお考えなの

かどうか、お尋ねいたします。かどうか、お尋ねいたします。かどうか、お尋ねいたします。かどうか、お尋ねいたします。

次に、障害者自立支援法による個人負担の次に、障害者自立支援法による個人負担の次に、障害者自立支援法による個人負担の次に、障害者自立支援法による個人負担の

増加についてでありますが、福祉サービス利増加についてでありますが、福祉サービス利増加についてでありますが、福祉サービス利増加についてでありますが、福祉サービス利

用の定率負担については、４つに区分されて用の定率負担については、４つに区分されて用の定率負担については、４つに区分されて用の定率負担については、４つに区分されて

上限が設定されるということですけれども、上限が設定されるということですけれども、上限が設定されるということですけれども、上限が設定されるということですけれども、

現在支援費でサービスを受けている人が、各現在支援費でサービスを受けている人が、各現在支援費でサービスを受けている人が、各現在支援費でサービスを受けている人が、各

区分でどのような状態になるのか、生活保護区分でどのような状態になるのか、生活保護区分でどのような状態になるのか、生活保護区分でどのような状態になるのか、生活保護

世帯を除き、それぞれの利用者数についてお世帯を除き、それぞれの利用者数についてお世帯を除き、それぞれの利用者数についてお世帯を除き、それぞれの利用者数についてお

尋ねいたします。尋ねいたします。尋ねいたします。尋ねいたします。

また、利用者の負担がふえることから、市また、利用者の負担がふえることから、市また、利用者の負担がふえることから、市また、利用者の負担がふえることから、市

として負担の軽減策を考えておられるのかどとして負担の軽減策を考えておられるのかどとして負担の軽減策を考えておられるのかどとして負担の軽減策を考えておられるのかど

うか、お尋ねいたします。うか、お尋ねいたします。うか、お尋ねいたします。うか、お尋ねいたします。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問に順●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問に順●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問に順●市長桜井道夫君 長谷川議員の再質問に順

次お答えします。次お答えします。次お答えします。次お答えします。

初めに、職員の参加についてでありますが、初めに、職員の参加についてでありますが、初めに、職員の参加についてでありますが、初めに、職員の参加についてでありますが、

計画策定に当たりましては、現状や課題等の計画策定に当たりましては、現状や課題等の計画策定に当たりましては、現状や課題等の計画策定に当たりましては、現状や課題等の

情報提供を行ったものでありますが、今後計情報提供を行ったものでありますが、今後計情報提供を行ったものでありますが、今後計情報提供を行ったものでありますが、今後計

画を実施するに当たりましては、積極的にか画を実施するに当たりましては、積極的にか画を実施するに当たりましては、積極的にか画を実施するに当たりましては、積極的にか

かわっていかなければならないと考えておりかわっていかなければならないと考えておりかわっていかなければならないと考えておりかわっていかなければならないと考えており

ます。ます。ます。ます。

次に、空き店舗の活用についてであります次に、空き店舗の活用についてであります次に、空き店舗の活用についてであります次に、空き店舗の活用についてであります

が、生協の空き店舗活用につきましては、こが、生協の空き店舗活用につきましては、こが、生協の空き店舗活用につきましては、こが、生協の空き店舗活用につきましては、こ

れまでも市として商工会議所や生協と協議をれまでも市として商工会議所や生協と協議をれまでも市として商工会議所や生協と協議をれまでも市として商工会議所や生協と協議を

してまいりましたが、会議所が近々生協と話してまいりましたが、会議所が近々生協と話してまいりましたが、会議所が近々生協と話してまいりましたが、会議所が近々生協と話

し合いを持たれると聞いておりますので、こし合いを持たれると聞いておりますので、こし合いを持たれると聞いておりますので、こし合いを持たれると聞いておりますので、こ

れらの状況を踏まえながら対応してまいりたれらの状況を踏まえながら対応してまいりたれらの状況を踏まえながら対応してまいりたれらの状況を踏まえながら対応してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、評価の見直しについてでありますが、次に、評価の見直しについてでありますが、次に、評価の見直しについてでありますが、次に、評価の見直しについてでありますが、

固定資産税は所有している資産の価値に対し、固定資産税は所有している資産の価値に対し、固定資産税は所有している資産の価値に対し、固定資産税は所有している資産の価値に対し、

賦課することとしており、税負担の公平の観賦課することとしており、税負担の公平の観賦課することとしており、税負担の公平の観賦課することとしており、税負担の公平の観

点から３年ごとに評価額の見直しをしている点から３年ごとに評価額の見直しをしている点から３年ごとに評価額の見直しをしている点から３年ごとに評価額の見直しをしている

ところでございます。しかしながら、土地のところでございます。しかしながら、土地のところでございます。しかしながら、土地のところでございます。しかしながら、土地の

価格については、平成16年度、17年度におい価格については、平成16年度、17年度におい価格については、平成16年度、17年度におい価格については、平成16年度、17年度におい

て地価の下落が大きいことから、それぞれのて地価の下落が大きいことから、それぞれのて地価の下落が大きいことから、それぞれのて地価の下落が大きいことから、それぞれの

年度において下落修正を行い、資産価格の変年度において下落修正を行い、資産価格の変年度において下落修正を行い、資産価格の変年度において下落修正を行い、資産価格の変

動に対応しているところでございます。動に対応しているところでございます。動に対応しているところでございます。動に対応しているところでございます。

次に、新予防給付についてでありますが、次に、新予防給付についてでありますが、次に、新予防給付についてでありますが、次に、新予防給付についてでありますが、

今回の介護保険の改正は、これまでの軽度者今回の介護保険の改正は、これまでの軽度者今回の介護保険の改正は、これまでの軽度者今回の介護保険の改正は、これまでの軽度者

へのサービス内容が必ずしも要介護状態の改へのサービス内容が必ずしも要介護状態の改へのサービス内容が必ずしも要介護状態の改へのサービス内容が必ずしも要介護状態の改

善につながっていないとのことから、新たな善につながっていないとのことから、新たな善につながっていないとのことから、新たな善につながっていないとのことから、新たな

サービスとして創設されるものであり、サーサービスとして創設されるものであり、サーサービスとして創設されるものであり、サーサービスとして創設されるものであり、サー

ビスが制限されるものではないと認識しておビスが制限されるものではないと認識しておビスが制限されるものではないと認識しておビスが制限されるものではないと認識してお

ります。本市には、平成16年度末で要支援のります。本市には、平成16年度末で要支援のります。本市には、平成16年度末で要支援のります。本市には、平成16年度末で要支援の

方が374名、要介護１の方が414名おり、この方が374名、要介護１の方が414名おり、この方が374名、要介護１の方が414名おり、この方が374名、要介護１の方が414名おり、この
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うち要介護１で疾病や外傷、認知症の方々にうち要介護１で疾病や外傷、認知症の方々にうち要介護１で疾病や外傷、認知症の方々にうち要介護１で疾病や外傷、認知症の方々に

ついては、これまでのサービスを利用でき、ついては、これまでのサービスを利用でき、ついては、これまでのサービスを利用でき、ついては、これまでのサービスを利用でき、

またそれ以外の方々は新予防給付の対象となまたそれ以外の方々は新予防給付の対象となまたそれ以外の方々は新予防給付の対象となまたそれ以外の方々は新予防給付の対象とな

り、内容や提供方法などを見直した既存サーり、内容や提供方法などを見直した既存サーり、内容や提供方法などを見直した既存サーり、内容や提供方法などを見直した既存サー

ビスや、筋力向上、栄養改善などの新たなサビスや、筋力向上、栄養改善などの新たなサビスや、筋力向上、栄養改善などの新たなサビスや、筋力向上、栄養改善などの新たなサ

ービスを本人の選択により受けられることとービスを本人の選択により受けられることとービスを本人の選択により受けられることとービスを本人の選択により受けられることと

になります。になります。になります。になります。

なお、新予防給付の対象者数は、今後国かなお、新予防給付の対象者数は、今後国かなお、新予防給付の対象者数は、今後国かなお、新予防給付の対象者数は、今後国か

ら示される認定基準に基づき、介護認定審査ら示される認定基準に基づき、介護認定審査ら示される認定基準に基づき、介護認定審査ら示される認定基準に基づき、介護認定審査

会において審査、判定されますことから、現会において審査、判定されますことから、現会において審査、判定されますことから、現会において審査、判定されますことから、現

段階では押さえていないところでございます。段階では押さえていないところでございます。段階では押さえていないところでございます。段階では押さえていないところでございます。

次に、施設入居者の負担増に対する市の軽次に、施設入居者の負担増に対する市の軽次に、施設入居者の負担増に対する市の軽次に、施設入居者の負担増に対する市の軽

減策についてでありますが、市独自の軽減策減策についてでありますが、市独自の軽減策減策についてでありますが、市独自の軽減策減策についてでありますが、市独自の軽減策

は考えておりませんが、全国市長会を通じ、は考えておりませんが、全国市長会を通じ、は考えておりませんが、全国市長会を通じ、は考えておりませんが、全国市長会を通じ、

低所得者に対する軽減策について国に要望し低所得者に対する軽減策について国に要望し低所得者に対する軽減策について国に要望し低所得者に対する軽減策について国に要望し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、自立支援法による利用者数について次に、自立支援法による利用者数について次に、自立支援法による利用者数について次に、自立支援法による利用者数について

でありますが、現在の支援費制度については、でありますが、現在の支援費制度については、でありますが、現在の支援費制度については、でありますが、現在の支援費制度については、

所得に応じ、本人及び扶養義務者それぞれが所得に応じ、本人及び扶養義務者それぞれが所得に応じ、本人及び扶養義務者それぞれが所得に応じ、本人及び扶養義務者それぞれが

費用負担をしておりますが、障害者自立支援費用負担をしておりますが、障害者自立支援費用負担をしておりますが、障害者自立支援費用負担をしておりますが、障害者自立支援

法では生計を１つにする世帯全体の負担能力法では生計を１つにする世帯全体の負担能力法では生計を１つにする世帯全体の負担能力法では生計を１つにする世帯全体の負担能力

を判定し、利用者本人から負担を求めることを判定し、利用者本人から負担を求めることを判定し、利用者本人から負担を求めることを判定し、利用者本人から負担を求めること

となっております。しかし、利用者負担におとなっております。しかし、利用者負担におとなっております。しかし、利用者負担におとなっております。しかし、利用者負担にお

いて４つの負担区分並びに上限額は示されたいて４つの負担区分並びに上限額は示されたいて４つの負担区分並びに上限額は示されたいて４つの負担区分並びに上限額は示された

ものの、世帯構成員の範囲について未確定のものの、世帯構成員の範囲について未確定のものの、世帯構成員の範囲について未確定のものの、世帯構成員の範囲について未確定の

ため、各区分ごとの対象者の把握につきましため、各区分ごとの対象者の把握につきましため、各区分ごとの対象者の把握につきましため、各区分ごとの対象者の把握につきまし

ては、現在のところ困難な状況でございます。ては、現在のところ困難な状況でございます。ては、現在のところ困難な状況でございます。ては、現在のところ困難な状況でございます。

また、利用者負担の軽減策につきましては、また、利用者負担の軽減策につきましては、また、利用者負担の軽減策につきましては、また、利用者負担の軽減策につきましては、

国の動向を踏まえ、今後検討してまいりたい国の動向を踏まえ、今後検討してまいりたい国の動向を踏まえ、今後検討してまいりたい国の動向を踏まえ、今後検討してまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。●議長長岡正勝君 ９番長谷川吉春君。

●９番長谷川吉春君 再々質問をさせていた●９番長谷川吉春君 再々質問をさせていた●９番長谷川吉春君 再々質問をさせていた●９番長谷川吉春君 再々質問をさせていた

だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。

中心市街地の活性化の問題ですけれども、中心市街地の活性化の問題ですけれども、中心市街地の活性化の問題ですけれども、中心市街地の活性化の問題ですけれども、

すずらん通りの市民生協の空き店舗の利活用すずらん通りの市民生協の空き店舗の利活用すずらん通りの市民生協の空き店舗の利活用すずらん通りの市民生協の空き店舗の利活用

については、市長はその活用の方法も含めてについては、市長はその活用の方法も含めてについては、市長はその活用の方法も含めてについては、市長はその活用の方法も含めて

市民に公約してきたわけです。私は、選挙の市民に公約してきたわけです。私は、選挙の市民に公約してきたわけです。私は、選挙の市民に公約してきたわけです。私は、選挙の

公約というのは、大変重いものだと思います。公約というのは、大変重いものだと思います。公約というのは、大変重いものだと思います。公約というのは、大変重いものだと思います。

その限りの単なる思いつきであったり、リッその限りの単なる思いつきであったり、リッその限りの単なる思いつきであったり、リッその限りの単なる思いつきであったり、リッ

プサービスであったりしてはならないものとプサービスであったりしてはならないものとプサービスであったりしてはならないものとプサービスであったりしてはならないものと

思っております。多くの市民が市長の公約の思っております。多くの市民が市長の公約の思っております。多くの市民が市長の公約の思っております。多くの市民が市長の公約の

実現に大きな期待を持っております。中心市実現に大きな期待を持っております。中心市実現に大きな期待を持っております。中心市実現に大きな期待を持っております。中心市

街地の活性化のために生協の空き店舗の活用街地の活性化のために生協の空き店舗の活用街地の活性化のために生協の空き店舗の活用街地の活性化のために生協の空き店舗の活用

を一日も早く実現できるよう、市としても大を一日も早く実現できるよう、市としても大を一日も早く実現できるよう、市としても大を一日も早く実現できるよう、市としても大

いにイニシアチブを発揮されるよう期待していにイニシアチブを発揮されるよう期待していにイニシアチブを発揮されるよう期待していにイニシアチブを発揮されるよう期待して

おります。この点につきましては、ご答弁しおります。この点につきましては、ご答弁しおります。この点につきましては、ご答弁しおります。この点につきましては、ご答弁し

ていただかなくても結構です。ていただかなくても結構です。ていただかなくても結構です。ていただかなくても結構です。

介護保険制度の改悪や障害者自立支援法は、介護保険制度の改悪や障害者自立支援法は、介護保険制度の改悪や障害者自立支援法は、介護保険制度の改悪や障害者自立支援法は、

高齢者や障がい者などの社会的な弱者にとっ高齢者や障がい者などの社会的な弱者にとっ高齢者や障がい者などの社会的な弱者にとっ高齢者や障がい者などの社会的な弱者にとっ

て生活を大きく圧迫するものであって、人間て生活を大きく圧迫するものであって、人間て生活を大きく圧迫するものであって、人間て生活を大きく圧迫するものであって、人間

としての尊厳さえ奪いかねない内容を持ってとしての尊厳さえ奪いかねない内容を持ってとしての尊厳さえ奪いかねない内容を持ってとしての尊厳さえ奪いかねない内容を持って

おります。ここに小泉内閣の弱者切り捨て、おります。ここに小泉内閣の弱者切り捨て、おります。ここに小泉内閣の弱者切り捨て、おります。ここに小泉内閣の弱者切り捨て、

福祉切り捨ての典型があらわれております。福祉切り捨ての典型があらわれております。福祉切り捨ての典型があらわれております。福祉切り捨ての典型があらわれております。

福祉のまちづくりを進めている美唄市長とし福祉のまちづくりを進めている美唄市長とし福祉のまちづくりを進めている美唄市長とし福祉のまちづくりを進めている美唄市長とし

て、福祉の大きな後退であるこれらの政策をて、福祉の大きな後退であるこれらの政策をて、福祉の大きな後退であるこれらの政策をて、福祉の大きな後退であるこれらの政策を

行わないよう、国に対して強く働きかける必行わないよう、国に対して強く働きかける必行わないよう、国に対して強く働きかける必行わないよう、国に対して強く働きかける必

要があると思いますが、市長のご見解をお尋要があると思いますが、市長のご見解をお尋要があると思いますが、市長のご見解をお尋要があると思いますが、市長のご見解をお尋

ねいたします。ねいたします。ねいたします。ねいたします。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君 長谷川議員の再々質問に●市長桜井道夫君 長谷川議員の再々質問に●市長桜井道夫君 長谷川議員の再々質問に●市長桜井道夫君 長谷川議員の再々質問に

お答えします。お答えします。お答えします。お答えします。

国への要請についてでありますが、これま国への要請についてでありますが、これま国への要請についてでありますが、これま国への要請についてでありますが、これま

でも全国市長会を通じ、介護保険制度の財政でも全国市長会を通じ、介護保険制度の財政でも全国市長会を通じ、介護保険制度の財政でも全国市長会を通じ、介護保険制度の財政

運営や低所得者対策につきまして要望してき運営や低所得者対策につきまして要望してき運営や低所得者対策につきまして要望してき運営や低所得者対策につきまして要望してき

ておりますが、今後とも積極的に働きかけてておりますが、今後とも積極的に働きかけてておりますが、今後とも積極的に働きかけてておりますが、今後とも積極的に働きかけて

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。

16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。16番本郷幸治君。
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●16番本郷幸治君（登壇） 平成17年第２回●16番本郷幸治君（登壇） 平成17年第２回●16番本郷幸治君（登壇） 平成17年第２回●16番本郷幸治君（登壇） 平成17年第２回

定例市議会に当たり、大綱３点について市長定例市議会に当たり、大綱３点について市長定例市議会に当たり、大綱３点について市長定例市議会に当たり、大綱３点について市長

及び教育長にお伺いいたします。及び教育長にお伺いいたします。及び教育長にお伺いいたします。及び教育長にお伺いいたします。

大綱１点目は、商工行政について、このた大綱１点目は、商工行政について、このた大綱１点目は、商工行政について、このた大綱１点目は、商工行政について、このた

び策定しました「中心市街地活性化基本計び策定しました「中心市街地活性化基本計び策定しました「中心市街地活性化基本計び策定しました「中心市街地活性化基本計

画」について、ここ数年の間に札幌市や岩見画」について、ここ数年の間に札幌市や岩見画」について、ここ数年の間に札幌市や岩見画」について、ここ数年の間に札幌市や岩見

沢市、また三笠市に大型店の出店が相次ぎ、沢市、また三笠市に大型店の出店が相次ぎ、沢市、また三笠市に大型店の出店が相次ぎ、沢市、また三笠市に大型店の出店が相次ぎ、

市内での市民生協移転等もあり、もはや既存市内での市民生協移転等もあり、もはや既存市内での市民生協移転等もあり、もはや既存市内での市民生協移転等もあり、もはや既存

の商店街、特にすずらん通り商店街は壊滅状の商店街、特にすずらん通り商店街は壊滅状の商店街、特にすずらん通り商店街は壊滅状の商店街、特にすずらん通り商店街は壊滅状

態に陥っていると言っても過言ではありませ態に陥っていると言っても過言ではありませ態に陥っていると言っても過言ではありませ態に陥っていると言っても過言ではありませ

ん。こうした厳しい現実を打破しようと、個ん。こうした厳しい現実を打破しようと、個ん。こうした厳しい現実を打破しようと、個ん。こうした厳しい現実を打破しようと、個

々の商店の皆さん方は、日夜懸命の努力をし々の商店の皆さん方は、日夜懸命の努力をし々の商店の皆さん方は、日夜懸命の努力をし々の商店の皆さん方は、日夜懸命の努力をし

ております。しかしながら、最近の商業環境ております。しかしながら、最近の商業環境ております。しかしながら、最近の商業環境ております。しかしながら、最近の商業環境

の激変には個々の店、商店街だけでの対応にの激変には個々の店、商店街だけでの対応にの激変には個々の店、商店街だけでの対応にの激変には個々の店、商店街だけでの対応に

は限界もあります。手おくれにならないうちは限界もあります。手おくれにならないうちは限界もあります。手おくれにならないうちは限界もあります。手おくれにならないうち

に、いまこそ行政ができること、商工会議所に、いまこそ行政ができること、商工会議所に、いまこそ行政ができること、商工会議所に、いまこそ行政ができること、商工会議所

ができることを速やかに実行されることを前ができることを速やかに実行されることを前ができることを速やかに実行されることを前ができることを速やかに実行されることを前

段申し上げまして、本題に入っていきます。段申し上げまして、本題に入っていきます。段申し上げまして、本題に入っていきます。段申し上げまして、本題に入っていきます。

その１つ目は、市街地の整備改善のためのその１つ目は、市街地の整備改善のためのその１つ目は、市街地の整備改善のためのその１つ目は、市街地の整備改善のための

事業で、実施期間が平成17年からの以下に述事業で、実施期間が平成17年からの以下に述事業で、実施期間が平成17年からの以下に述事業で、実施期間が平成17年からの以下に述

べる事業について、具体的にどのような内容べる事業について、具体的にどのような内容べる事業について、具体的にどのような内容べる事業について、具体的にどのような内容

なのか、また実施するまでの各関係団体に対なのか、また実施するまでの各関係団体に対なのか、また実施するまでの各関係団体に対なのか、また実施するまでの各関係団体に対

する説明及び意見交換等のタイムスケジューする説明及び意見交換等のタイムスケジューする説明及び意見交換等のタイムスケジューする説明及び意見交換等のタイムスケジュー

ルは決まっているのかお聞きします。ルは決まっているのかお聞きします。ルは決まっているのかお聞きします。ルは決まっているのかお聞きします。

１つ、駅西側周辺事業で、多目的広場の整１つ、駅西側周辺事業で、多目的広場の整１つ、駅西側周辺事業で、多目的広場の整１つ、駅西側周辺事業で、多目的広場の整

備計画について。備計画について。備計画について。備計画について。

２つ、都市景観形成事業で、アメニティや２つ、都市景観形成事業で、アメニティや２つ、都市景観形成事業で、アメニティや２つ、都市景観形成事業で、アメニティや

景観を考慮しながら、個性的で魅力ある都市景観を考慮しながら、個性的で魅力ある都市景観を考慮しながら、個性的で魅力ある都市景観を考慮しながら、個性的で魅力ある都市

空間の構築計画について。空間の構築計画について。空間の構築計画について。空間の構築計画について。

３つ、公共サイン事業で、来訪者や市民に３つ、公共サイン事業で、来訪者や市民に３つ、公共サイン事業で、来訪者や市民に３つ、公共サイン事業で、来訪者や市民に

わかりやすい案内システムの設置計画についわかりやすい案内システムの設置計画についわかりやすい案内システムの設置計画についわかりやすい案内システムの設置計画につい

て。て。て。て。

その２つ目は、商業等の活性化のための事その２つ目は、商業等の活性化のための事その２つ目は、商業等の活性化のための事その２つ目は、商業等の活性化のための事

業で、実施期間が平成17年からの交通対策事業で、実施期間が平成17年からの交通対策事業で、実施期間が平成17年からの交通対策事業で、実施期間が平成17年からの交通対策事

業に商店街の買い物客への利便性を考えた路業に商店街の買い物客への利便性を考えた路業に商店街の買い物客への利便性を考えた路業に商店街の買い物客への利便性を考えた路

上駐停車問題の解決策への取り組みとありま上駐停車問題の解決策への取り組みとありま上駐停車問題の解決策への取り組みとありま上駐停車問題の解決策への取り組みとありま

す。この事業の対象になる街区は、すずらんす。この事業の対象になる街区は、すずらんす。この事業の対象になる街区は、すずらんす。この事業の対象になる街区は、すずらん

通りと思いますが、この問題は当該商店街に通りと思いますが、この問題は当該商店街に通りと思いますが、この問題は当該商店街に通りと思いますが、この問題は当該商店街に

とりましてはモータリゼーションの進展とととりましてはモータリゼーションの進展とととりましてはモータリゼーションの進展とととりましてはモータリゼーションの進展とと

もに、ますます深刻な課題でもあり、加えてもに、ますます深刻な課題でもあり、加えてもに、ますます深刻な課題でもあり、加えてもに、ますます深刻な課題でもあり、加えて

駐停車違反の取り締まりが強化されるごとに駐停車違反の取り締まりが強化されるごとに駐停車違反の取り締まりが強化されるごとに駐停車違反の取り締まりが強化されるごとに

顧客離れがどんどん加速されてきました。先顧客離れがどんどん加速されてきました。先顧客離れがどんどん加速されてきました。先顧客離れがどんどん加速されてきました。先

ほどの同僚議員からの質問にも関連しますが、ほどの同僚議員からの質問にも関連しますが、ほどの同僚議員からの質問にも関連しますが、ほどの同僚議員からの質問にも関連しますが、

昨年11月に市民生協側からのコメントに空き昨年11月に市民生協側からのコメントに空き昨年11月に市民生協側からのコメントに空き昨年11月に市民生協側からのコメントに空き

店舗の利活用で、状況次第では駐車場として店舗の利活用で、状況次第では駐車場として店舗の利活用で、状況次第では駐車場として店舗の利活用で、状況次第では駐車場として

使用していただきたいとの考えも聞いており使用していただきたいとの考えも聞いており使用していただきたいとの考えも聞いており使用していただきたいとの考えも聞いており

ます。このことも含めて、行政が考えているます。このことも含めて、行政が考えているます。このことも含めて、行政が考えているます。このことも含めて、行政が考えている

具体的な解決策とは、どのような方策なのか具体的な解決策とは、どのような方策なのか具体的な解決策とは、どのような方策なのか具体的な解決策とは、どのような方策なのか

をお聞きします。をお聞きします。をお聞きします。をお聞きします。

それから、計画全体について、実施するまそれから、計画全体について、実施するまそれから、計画全体について、実施するまそれから、計画全体について、実施するま

での各関係団体に対する説明及び意見交換のでの各関係団体に対する説明及び意見交換のでの各関係団体に対する説明及び意見交換のでの各関係団体に対する説明及び意見交換の

スケジュールはどのように進めようとしていスケジュールはどのように進めようとしていスケジュールはどのように進めようとしていスケジュールはどのように進めようとしてい

るのか、また本年度からの事業計画についてるのか、また本年度からの事業計画についてるのか、また本年度からの事業計画についてるのか、また本年度からの事業計画について

の実施するための予算措置はどうしていくのの実施するための予算措置はどうしていくのの実施するための予算措置はどうしていくのの実施するための予算措置はどうしていくの

か市長にお伺いします。か市長にお伺いします。か市長にお伺いします。か市長にお伺いします。

次に、大綱２点目は、防犯行政について、次に、大綱２点目は、防犯行政について、次に、大綱２点目は、防犯行政について、次に、大綱２点目は、防犯行政について、

いまだに記憶に新しい一昨年の十勝沖地震やいまだに記憶に新しい一昨年の十勝沖地震やいまだに記憶に新しい一昨年の十勝沖地震やいまだに記憶に新しい一昨年の十勝沖地震や

新潟中越地震、スマトラ島沖地震、つい最近新潟中越地震、スマトラ島沖地震、つい最近新潟中越地震、スマトラ島沖地震、つい最近新潟中越地震、スマトラ島沖地震、つい最近

では福岡県西方沖地震など、比較的予知されでは福岡県西方沖地震など、比較的予知されでは福岡県西方沖地震など、比較的予知されでは福岡県西方沖地震など、比較的予知され

ない地域で発生しています。道内では、62のない地域で発生しています。道内では、62のない地域で発生しています。道内では、62のない地域で発生しています。道内では、62の

活断層の存在が明らかになり、本市にありま活断層の存在が明らかになり、本市にありま活断層の存在が明らかになり、本市にありま活断層の存在が明らかになり、本市にありま

しても石狩底地東縁断層地帯が美唄市から胆しても石狩底地東縁断層地帯が美唄市から胆しても石狩底地東縁断層地帯が美唄市から胆しても石狩底地東縁断層地帯が美唄市から胆

振管内早来町まで、全長66キロに及ぶ活断層振管内早来町まで、全長66キロに及ぶ活断層振管内早来町まで、全長66キロに及ぶ活断層振管内早来町まで、全長66キロに及ぶ活断層

があり、もしこの断層を震源に地震が発生しがあり、もしこの断層を震源に地震が発生しがあり、もしこの断層を震源に地震が発生しがあり、もしこの断層を震源に地震が発生し

た場合、震度7.9の非常に強い揺れが予測された場合、震度7.9の非常に強い揺れが予測された場合、震度7.9の非常に強い揺れが予測された場合、震度7.9の非常に強い揺れが予測され

るとの発表がありました。公明党美唄支部は、るとの発表がありました。公明党美唄支部は、るとの発表がありました。公明党美唄支部は、るとの発表がありました。公明党美唄支部は、

最近のこうした地震発生の状況に対して、何最近のこうした地震発生の状況に対して、何最近のこうした地震発生の状況に対して、何最近のこうした地震発生の状況に対して、何

事も備えあれば憂いなしとの観点から、こと事も備えあれば憂いなしとの観点から、こと事も備えあれば憂いなしとの観点から、こと事も備えあれば憂いなしとの観点から、こと
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しの４月から５月にかけて市内全体の学校等しの４月から５月にかけて市内全体の学校等しの４月から５月にかけて市内全体の学校等しの４月から５月にかけて市内全体の学校等

の屋内避難所や公園等の避難地につきまして、の屋内避難所や公園等の避難地につきまして、の屋内避難所や公園等の避難地につきまして、の屋内避難所や公園等の避難地につきまして、

聞き取りと同時に現地に行っての調査を実施聞き取りと同時に現地に行っての調査を実施聞き取りと同時に現地に行っての調査を実施聞き取りと同時に現地に行っての調査を実施

しました。しました。しました。しました。

まず、屋内避難所施設51カ所を対象に以下まず、屋内避難所施設51カ所を対象に以下まず、屋内避難所施設51カ所を対象に以下まず、屋内避難所施設51カ所を対象に以下

の調査項目と結果では、１項目、耐震化が施の調査項目と結果では、１項目、耐震化が施の調査項目と結果では、１項目、耐震化が施の調査項目と結果では、１項目、耐震化が施

されているか、いる28カ所、ない23カ所。２されているか、いる28カ所、ない23カ所。２されているか、いる28カ所、ない23カ所。２されているか、いる28カ所、ない23カ所。２

項目、暖房施設はあるか、ある51カ所。３項項目、暖房施設はあるか、ある51カ所。３項項目、暖房施設はあるか、ある51カ所。３項項目、暖房施設はあるか、ある51カ所。３項

目、バックアップ電源はあるか、ある１カ所、目、バックアップ電源はあるか、ある１カ所、目、バックアップ電源はあるか、ある１カ所、目、バックアップ電源はあるか、ある１カ所、

ない50カ所。４項目、備蓄庫があるか、あるない50カ所。４項目、備蓄庫があるか、あるない50カ所。４項目、備蓄庫があるか、あるない50カ所。４項目、備蓄庫があるか、ある

２カ所、ない49カ所。２カ所、ない49カ所。２カ所、ない49カ所。２カ所、ない49カ所。

次に、避難地23カ所を対象に、特に問題の次に、避難地23カ所を対象に、特に問題の次に、避難地23カ所を対象に、特に問題の次に、避難地23カ所を対象に、特に問題の

ある項目を抜粋しますと、避難地までの道路ある項目を抜粋しますと、避難地までの道路ある項目を抜粋しますと、避難地までの道路ある項目を抜粋しますと、避難地までの道路

に誘導のための標識は１カ所以上設置されてに誘導のための標識は１カ所以上設置されてに誘導のための標識は１カ所以上設置されてに誘導のための標識は１カ所以上設置されて

いますかでは、ある１カ所、ない22カ所。いますかでは、ある１カ所、ない22カ所。いますかでは、ある１カ所、ない22カ所。いますかでは、ある１カ所、ない22カ所。

以上調査の結果、さまざまな問題点がある以上調査の結果、さまざまな問題点がある以上調査の結果、さまざまな問題点がある以上調査の結果、さまざまな問題点がある

ことがわかりました。行政の使命とも言うべことがわかりました。行政の使命とも言うべことがわかりました。行政の使命とも言うべことがわかりました。行政の使命とも言うべ

き、市民の生命と財産を守るという観点からき、市民の生命と財産を守るという観点からき、市民の生命と財産を守るという観点からき、市民の生命と財産を守るという観点から

すれば、速やかな対応を講じる必要があるとすれば、速やかな対応を講じる必要があるとすれば、速やかな対応を講じる必要があるとすれば、速やかな対応を講じる必要があると

思います。思います。思います。思います。

以下に述べる具体的な問題点に対して、今以下に述べる具体的な問題点に対して、今以下に述べる具体的な問題点に対して、今以下に述べる具体的な問題点に対して、今

後どのようにされるのかお伺いします。後どのようにされるのかお伺いします。後どのようにされるのかお伺いします。後どのようにされるのかお伺いします。

屋内施設につきましては、屋内施設につきましては、屋内施設につきましては、屋内施設につきましては、

１、耐震構造の避難所の確保。１、耐震構造の避難所の確保。１、耐震構造の避難所の確保。１、耐震構造の避難所の確保。

２、非常用電源の増設や電源を要しない暖２、非常用電源の増設や電源を要しない暖２、非常用電源の増設や電源を要しない暖２、非常用電源の増設や電源を要しない暖

房器具、毛布、非常食の配備の必要性。房器具、毛布、非常食の配備の必要性。房器具、毛布、非常食の配備の必要性。房器具、毛布、非常食の配備の必要性。

避難地につきましては、避難地につきましては、避難地につきましては、避難地につきましては、

１、避難路、避難場所の周知徹底と案内標１、避難路、避難場所の周知徹底と案内標１、避難路、避難場所の周知徹底と案内標１、避難路、避難場所の周知徹底と案内標

識の速やかな設置。識の速やかな設置。識の速やかな設置。識の速やかな設置。

２、周囲の環境の変化を考慮しての随時の２、周囲の環境の変化を考慮しての随時の２、周囲の環境の変化を考慮しての随時の２、周囲の環境の変化を考慮しての随時の

点検、見直し。点検、見直し。点検、見直し。点検、見直し。

３、閉鎖するところが多い積雪期の対応。３、閉鎖するところが多い積雪期の対応。３、閉鎖するところが多い積雪期の対応。３、閉鎖するところが多い積雪期の対応。

以上の点につきまして市長にお伺いします。以上の点につきまして市長にお伺いします。以上の点につきまして市長にお伺いします。以上の点につきまして市長にお伺いします。

最後に、大綱３点目、防犯行政についてで最後に、大綱３点目、防犯行政についてで最後に、大綱３点目、防犯行政についてで最後に、大綱３点目、防犯行政についてで

ありますが、最近児童を巻き込む犯罪が全国ありますが、最近児童を巻き込む犯罪が全国ありますが、最近児童を巻き込む犯罪が全国ありますが、最近児童を巻き込む犯罪が全国

で多発しております。本市にありましても、で多発しております。本市にありましても、で多発しております。本市にありましても、で多発しております。本市にありましても、

登下校中の子どもたちの安全確保は、緊急課登下校中の子どもたちの安全確保は、緊急課登下校中の子どもたちの安全確保は、緊急課登下校中の子どもたちの安全確保は、緊急課

題となっております。近年携帯電話の普及は題となっております。近年携帯電話の普及は題となっております。近年携帯電話の普及は題となっております。近年携帯電話の普及は

すさまじいものがあり、使いようによってはすさまじいものがあり、使いようによってはすさまじいものがあり、使いようによってはすさまじいものがあり、使いようによっては

犯罪にも利用されることがしばしば社会的な犯罪にも利用されることがしばしば社会的な犯罪にも利用されることがしばしば社会的な犯罪にも利用されることがしばしば社会的な

問題にもなっております。問題にもなっております。問題にもなっております。問題にもなっております。

また、一方では、携帯電話の機能を利用しまた、一方では、携帯電話の機能を利用しまた、一方では、携帯電話の機能を利用しまた、一方では、携帯電話の機能を利用し

て防犯に役立てようとの動きが自治体レベルて防犯に役立てようとの動きが自治体レベルて防犯に役立てようとの動きが自治体レベルて防犯に役立てようとの動きが自治体レベル

で検討され、すでに実施している自治体が出で検討され、すでに実施している自治体が出で検討され、すでに実施している自治体が出で検討され、すでに実施している自治体が出

始めています。ことしの４月からスタートし始めています。ことしの４月からスタートし始めています。ことしの４月からスタートし始めています。ことしの４月からスタートし

た奈良県の斑鳩町では、不審者情報を配信すた奈良県の斑鳩町では、不審者情報を配信すた奈良県の斑鳩町では、不審者情報を配信すた奈良県の斑鳩町では、不審者情報を配信す

る、子ども安全安心メールサービスを始めまる、子ども安全安心メールサービスを始めまる、子ども安全安心メールサービスを始めまる、子ども安全安心メールサービスを始めま

した。これは、携帯電話による行政情報の発した。これは、携帯電話による行政情報の発した。これは、携帯電話による行政情報の発した。これは、携帯電話による行政情報の発

信システムを利用し、メール配信サービスの信システムを利用し、メール配信サービスの信システムを利用し、メール配信サービスの信システムを利用し、メール配信サービスの

登録者を対象に、不審者情報等をお手持ちの登録者を対象に、不審者情報等をお手持ちの登録者を対象に、不審者情報等をお手持ちの登録者を対象に、不審者情報等をお手持ちの

携帯電話へメール配信するものです。子ども携帯電話へメール配信するものです。子ども携帯電話へメール配信するものです。子ども携帯電話へメール配信するものです。子ども

安全安心メールは、保護者などに不審者情報安全安心メールは、保護者などに不審者情報安全安心メールは、保護者などに不審者情報安全安心メールは、保護者などに不審者情報

を配信し、注意を呼びかけることで、防犯へを配信し、注意を呼びかけることで、防犯へを配信し、注意を呼びかけることで、防犯へを配信し、注意を呼びかけることで、防犯へ

の意識向上を図ることを目的としています。の意識向上を図ることを目的としています。の意識向上を図ることを目的としています。の意識向上を図ることを目的としています。

本市にありましても、こうしたシステムを本市にありましても、こうしたシステムを本市にありましても、こうしたシステムを本市にありましても、こうしたシステムを

導入し、児童の安全管理対策が必要と思われ導入し、児童の安全管理対策が必要と思われ導入し、児童の安全管理対策が必要と思われ導入し、児童の安全管理対策が必要と思われ

ますが、教育長のご所見をお伺いします。ますが、教育長のご所見をお伺いします。ますが、教育長のご所見をお伺いします。ますが、教育長のご所見をお伺いします。

以上で、この場からの質問を終わらせてい以上で、この場からの質問を終わらせてい以上で、この場からの質問を終わらせてい以上で、この場からの質問を終わらせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 本郷議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、商工行政について、「中心市街地初めに、商工行政について、「中心市街地初めに、商工行政について、「中心市街地初めに、商工行政について、「中心市街地

活性化基本計画」についてでありますが、本活性化基本計画」についてでありますが、本活性化基本計画」についてでありますが、本活性化基本計画」についてでありますが、本

計画に記載されている計画事業の年度は、す計画に記載されている計画事業の年度は、す計画に記載されている計画事業の年度は、す計画に記載されている計画事業の年度は、す

でに取り組んでいる事業もありますが、ＴＭでに取り組んでいる事業もありますが、ＴＭでに取り組んでいる事業もありますが、ＴＭでに取り組んでいる事業もありますが、ＴＭ

Ｏ構想との整合性を図るため、平成17年度かＯ構想との整合性を図るため、平成17年度かＯ構想との整合性を図るため、平成17年度かＯ構想との整合性を図るため、平成17年度か

らの事業年度としているものであります。らの事業年度としているものであります。らの事業年度としているものであります。らの事業年度としているものであります。
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また、この計画事業の中で、短期はおおむまた、この計画事業の中で、短期はおおむまた、この計画事業の中で、短期はおおむまた、この計画事業の中で、短期はおおむ

ね平成17年度から平成21年度までに実施またね平成17年度から平成21年度までに実施またね平成17年度から平成21年度までに実施またね平成17年度から平成21年度までに実施また

は着手予定のものとし、長期はおおむね平成2は着手予定のものとし、長期はおおむね平成2は着手予定のものとし、長期はおおむね平成2は着手予定のものとし、長期はおおむね平成2

2年度から平成26年度までに実施または着手予2年度から平成26年度までに実施または着手予2年度から平成26年度までに実施または着手予2年度から平成26年度までに実施または着手予

定のものとしております。定のものとしております。定のものとしております。定のものとしております。

初めに、多目的広場の整備につきましては、初めに、多目的広場の整備につきましては、初めに、多目的広場の整備につきましては、初めに、多目的広場の整備につきましては、

商工会議所から提出されるＴＭＯ構想を踏ま商工会議所から提出されるＴＭＯ構想を踏ま商工会議所から提出されるＴＭＯ構想を踏ま商工会議所から提出されるＴＭＯ構想を踏ま

え、共同イベントなど、どのような利用の仕え、共同イベントなど、どのような利用の仕え、共同イベントなど、どのような利用の仕え、共同イベントなど、どのような利用の仕

方がいいのかなどを具体的に協議し、本年度方がいいのかなどを具体的に協議し、本年度方がいいのかなどを具体的に協議し、本年度方がいいのかなどを具体的に協議し、本年度

から取り組むこととしております。から取り組むこととしております。から取り組むこととしております。から取り組むこととしております。

次に、都市景観形成事業についてですが、次に、都市景観形成事業についてですが、次に、都市景観形成事業についてですが、次に、都市景観形成事業についてですが、

すでに計画エリア内の公園や緑地、街路樹なすでに計画エリア内の公園や緑地、街路樹なすでに計画エリア内の公園や緑地、街路樹なすでに計画エリア内の公園や緑地、街路樹な

どの整備を行ってきており、さらに魅力あるどの整備を行ってきており、さらに魅力あるどの整備を行ってきており、さらに魅力あるどの整備を行ってきており、さらに魅力ある

都市空間の構築を図るため、中央通やいなほ都市空間の構築を図るため、中央通やいなほ都市空間の構築を図るため、中央通やいなほ都市空間の構築を図るため、中央通やいなほ

通の花の植栽を行うこととしております。通の花の植栽を行うこととしております。通の花の植栽を行うこととしております。通の花の植栽を行うこととしております。

次に、公共サイン事業についてですが、美次に、公共サイン事業についてですが、美次に、公共サイン事業についてですが、美次に、公共サイン事業についてですが、美

唄市公共サイン計画に基づき順次整備をする唄市公共サイン計画に基づき順次整備をする唄市公共サイン計画に基づき順次整備をする唄市公共サイン計画に基づき順次整備をする

こととしておりますが、これまで駅前の総合こととしておりますが、これまで駅前の総合こととしておりますが、これまで駅前の総合こととしておりますが、これまで駅前の総合

案内板整備を行ってきており、今年度におい案内板整備を行ってきており、今年度におい案内板整備を行ってきており、今年度におい案内板整備を行ってきており、今年度におい

ては、計画エリア外ではありますが、アルテては、計画エリア外ではありますが、アルテては、計画エリア外ではありますが、アルテては、計画エリア外ではありますが、アルテ

ピアッツァ美唄やゆ～りん館への案内看板のピアッツァ美唄やゆ～りん館への案内看板のピアッツァ美唄やゆ～りん館への案内看板のピアッツァ美唄やゆ～りん館への案内看板の

整備をすることとしております。整備をすることとしております。整備をすることとしております。整備をすることとしております。

次に、交通対策事業についてでありますが、次に、交通対策事業についてでありますが、次に、交通対策事業についてでありますが、次に、交通対策事業についてでありますが、

これまで商店会や関係機関と協議を行い、中これまで商店会や関係機関と協議を行い、中これまで商店会や関係機関と協議を行い、中これまで商店会や関係機関と協議を行い、中

央駐車場の無料開放を行うとともに、今年度央駐車場の無料開放を行うとともに、今年度央駐車場の無料開放を行うとともに、今年度央駐車場の無料開放を行うとともに、今年度

いなほ通の整備に伴い、駐車スペースを設けいなほ通の整備に伴い、駐車スペースを設けいなほ通の整備に伴い、駐車スペースを設けいなほ通の整備に伴い、駐車スペースを設け

るなど、買い物客などへの利便性の向上に努るなど、買い物客などへの利便性の向上に努るなど、買い物客などへの利便性の向上に努るなど、買い物客などへの利便性の向上に努

めてきたところでありますが、今後におきまめてきたところでありますが、今後におきまめてきたところでありますが、今後におきまめてきたところでありますが、今後におきま

しても生協跡地の利活用も含め、より良い買しても生協跡地の利活用も含め、より良い買しても生協跡地の利活用も含め、より良い買しても生協跡地の利活用も含め、より良い買

い物環境となるよう検討してまいりたいと考い物環境となるよう検討してまいりたいと考い物環境となるよう検討してまいりたいと考い物環境となるよう検討してまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に、関係団体との説明についてでありま次に、関係団体との説明についてでありま次に、関係団体との説明についてでありま次に、関係団体との説明についてでありま

すが、利用実施に当たりましては、ＴＭＯとすが、利用実施に当たりましては、ＴＭＯとすが、利用実施に当たりましては、ＴＭＯとすが、利用実施に当たりましては、ＴＭＯと

の協議の中で商業者や関係団体などの方々との協議の中で商業者や関係団体などの方々との協議の中で商業者や関係団体などの方々との協議の中で商業者や関係団体などの方々と

事業の説明や意見交換を行ってまいりたいと事業の説明や意見交換を行ってまいりたいと事業の説明や意見交換を行ってまいりたいと事業の説明や意見交換を行ってまいりたいと

考えております。考えております。考えております。考えております。

次に、スケジュールと予算措置についてで次に、スケジュールと予算措置についてで次に、スケジュールと予算措置についてで次に、スケジュールと予算措置についてで

ありますが、すでに予算措置がなされ、実施ありますが、すでに予算措置がなされ、実施ありますが、すでに予算措置がなされ、実施ありますが、すでに予算措置がなされ、実施

している事業もありますが、先ほど申し上げしている事業もありますが、先ほど申し上げしている事業もありますが、先ほど申し上げしている事業もありますが、先ほど申し上げ

た事業以外につきましては、７月末に提出がた事業以外につきましては、７月末に提出がた事業以外につきましては、７月末に提出がた事業以外につきましては、７月末に提出が

予定されておりますＴＭＯ構想を踏まえ、具予定されておりますＴＭＯ構想を踏まえ、具予定されておりますＴＭＯ構想を踏まえ、具予定されておりますＴＭＯ構想を踏まえ、具

体的な事業内容や課題などを整理した上で、体的な事業内容や課題などを整理した上で、体的な事業内容や課題などを整理した上で、体的な事業内容や課題などを整理した上で、

事業実施に向けて取り組んでまいりたいと考事業実施に向けて取り組んでまいりたいと考事業実施に向けて取り組んでまいりたいと考事業実施に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に、防災行政について、災害時の避難所次に、防災行政について、災害時の避難所次に、防災行政について、災害時の避難所次に、防災行政について、災害時の避難所

についてでありますが、耐震構造の避難場所についてでありますが、耐震構造の避難場所についてでありますが、耐震構造の避難場所についてでありますが、耐震構造の避難場所

につきましては、６月10日付で市内の道立高につきましては、６月10日付で市内の道立高につきましては、６月10日付で市内の道立高につきましては、６月10日付で市内の道立高

校など４カ所を指定し、現在27カ所となって校など４カ所を指定し、現在27カ所となって校など４カ所を指定し、現在27カ所となって校など４カ所を指定し、現在27カ所となって

おり、地区別避難場所は合計55カ所となっており、地区別避難場所は合計55カ所となっており、地区別避難場所は合計55カ所となっており、地区別避難場所は合計55カ所となって

いるところでございます。なお、老朽化しているところでございます。なお、老朽化しているところでございます。なお、老朽化しているところでございます。なお、老朽化して

きた施設もありますので、今後必要な見直しきた施設もありますので、今後必要な見直しきた施設もありますので、今後必要な見直しきた施設もありますので、今後必要な見直し

を行ってまいりたいと考えているところでごを行ってまいりたいと考えているところでごを行ってまいりたいと考えているところでごを行ってまいりたいと考えているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

次に、避難場所における防災用の備蓄資機次に、避難場所における防災用の備蓄資機次に、避難場所における防災用の備蓄資機次に、避難場所における防災用の備蓄資機

材については、現在被災者用毛布が140枚、吸材については、現在被災者用毛布が140枚、吸材については、現在被災者用毛布が140枚、吸材については、現在被災者用毛布が140枚、吸

水ポリ袋１万1,300枚、炊き出しセット２組、水ポリ袋１万1,300枚、炊き出しセット２組、水ポリ袋１万1,300枚、炊き出しセット２組、水ポリ袋１万1,300枚、炊き出しセット２組、

広報用拡声器セット10組のほか、水防資機材広報用拡声器セット10組のほか、水防資機材広報用拡声器セット10組のほか、水防資機材広報用拡声器セット10組のほか、水防資機材

等を市役所、南美唄出張所、西美唄の防災倉等を市役所、南美唄出張所、西美唄の防災倉等を市役所、南美唄出張所、西美唄の防災倉等を市役所、南美唄出張所、西美唄の防災倉

庫等に備蓄しているところでございます。庫等に備蓄しているところでございます。庫等に備蓄しているところでございます。庫等に備蓄しているところでございます。

非常電源については、総合体育館のみ設備非常電源については、総合体育館のみ設備非常電源については、総合体育館のみ設備非常電源については、総合体育館のみ設備

されており、他の施設については持ち運びがされており、他の施設については持ち運びがされており、他の施設については持ち運びがされており、他の施設については持ち運びが

できる非常用発電機７台で対応しているとこできる非常用発電機７台で対応しているとこできる非常用発電機７台で対応しているとこできる非常用発電機７台で対応しているとこ

ろでございます。また、電源を要しない暖房ろでございます。また、電源を要しない暖房ろでございます。また、電源を要しない暖房ろでございます。また、電源を要しない暖房

器具の施設ごとの有無については、調査を行器具の施設ごとの有無については、調査を行器具の施設ごとの有無については、調査を行器具の施設ごとの有無については、調査を行

うなど、今後備蓄資機材や電源、暖房の計画うなど、今後備蓄資機材や電源、暖房の計画うなど、今後備蓄資機材や電源、暖房の計画うなど、今後備蓄資機材や電源、暖房の計画

的な配置について検討してまいりたいと考え的な配置について検討してまいりたいと考え的な配置について検討してまいりたいと考え的な配置について検討してまいりたいと考え

ております。ております。ております。ております。

次に、食糧備蓄については、大量に備蓄す次に、食糧備蓄については、大量に備蓄す次に、食糧備蓄については、大量に備蓄す次に、食糧備蓄については、大量に備蓄す
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ることは多額の経費を要することから難しいることは多額の経費を要することから難しいることは多額の経費を要することから難しいることは多額の経費を要することから難しい

ものと考えており、このため災害時に備えてものと考えており、このため災害時に備えてものと考えており、このため災害時に備えてものと考えており、このため災害時に備えて

市内各農協や市民生協コープさっぽろとの間市内各農協や市民生協コープさっぽろとの間市内各農協や市民生協コープさっぽろとの間市内各農協や市民生協コープさっぽろとの間

に食料等の供給に関する協定を締結するとこに食料等の供給に関する協定を締結するとこに食料等の供給に関する協定を締結するとこに食料等の供給に関する協定を締結するとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

さらに、大きな地震では物流がストップすさらに、大きな地震では物流がストップすさらに、大きな地震では物流がストップすさらに、大きな地震では物流がストップす

るおそれがあることから、各家庭においてラるおそれがあることから、各家庭においてラるおそれがあることから、各家庭においてラるおそれがあることから、各家庭においてラ

ジオ、懐中電灯、ポータブルストーブなどのジオ、懐中電灯、ポータブルストーブなどのジオ、懐中電灯、ポータブルストーブなどのジオ、懐中電灯、ポータブルストーブなどの

ほかに、少なくとも３日間程度の食料と水のほかに、少なくとも３日間程度の食料と水のほかに、少なくとも３日間程度の食料と水のほかに、少なくとも３日間程度の食料と水の

備えをしていただくことが必要であると考え備えをしていただくことが必要であると考え備えをしていただくことが必要であると考え備えをしていただくことが必要であると考え

ております。ております。ております。ております。

次に、避難場所の看板については、各施設次に、避難場所の看板については、各施設次に、避難場所の看板については、各施設次に、避難場所の看板については、各施設

に設置しておりますが、避難場所の誘導看板に設置しておりますが、避難場所の誘導看板に設置しておりますが、避難場所の誘導看板に設置しておりますが、避難場所の誘導看板

は現在のところ設置していない状況にございは現在のところ設置していない状況にございは現在のところ設置していない状況にございは現在のところ設置していない状況にござい

ます。避難場所や防災に関する特集記事につます。避難場所や防災に関する特集記事につます。避難場所や防災に関する特集記事につます。避難場所や防災に関する特集記事につ

いては、毎年、広報メロディーで周知していいては、毎年、広報メロディーで周知していいては、毎年、広報メロディーで周知していいては、毎年、広報メロディーで周知してい

るところであり、各家庭で自宅近くの避難場るところであり、各家庭で自宅近くの避難場るところであり、各家庭で自宅近くの避難場るところであり、各家庭で自宅近くの避難場

所の確認をしていただくことが必要であると所の確認をしていただくことが必要であると所の確認をしていただくことが必要であると所の確認をしていただくことが必要であると

考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。

次に、冬期間の避難場所については、冬期次に、冬期間の避難場所については、冬期次に、冬期間の避難場所については、冬期次に、冬期間の避難場所については、冬期

間は利用できない施設もあるため、比較的規間は利用できない施設もあるため、比較的規間は利用できない施設もあるため、比較的規間は利用できない施設もあるため、比較的規

模の大きい学校等の利用を考えているところ模の大きい学校等の利用を考えているところ模の大きい学校等の利用を考えているところ模の大きい学校等の利用を考えているところ

でございます。いずれにいたしましても、建でございます。いずれにいたしましても、建でございます。いずれにいたしましても、建でございます。いずれにいたしましても、建

物や住宅環境の変化等もございますので、今物や住宅環境の変化等もございますので、今物や住宅環境の変化等もございますので、今物や住宅環境の変化等もございますので、今

後、点検、確認し、優先度の高いものから計後、点検、確認し、優先度の高いものから計後、点検、確認し、優先度の高いものから計後、点検、確認し、優先度の高いものから計

画的に整備しなければならないものと考えて画的に整備しなければならないものと考えて画的に整備しなければならないものと考えて画的に整備しなければならないものと考えて

おります。おります。おります。おります。

●議長長岡正勝君 教育長。●議長長岡正勝君 教育長。●議長長岡正勝君 教育長。●議長長岡正勝君 教育長。

●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご●教育長村上忠雄君（登壇） 本郷議員のご

質問にお答えをいたします。質問にお答えをいたします。質問にお答えをいたします。質問にお答えをいたします。

子ども安全安心メールについてであります子ども安全安心メールについてであります子ども安全安心メールについてであります子ども安全安心メールについてであります

が、全国的に児童生徒が被害者となる犯罪がが、全国的に児童生徒が被害者となる犯罪がが、全国的に児童生徒が被害者となる犯罪がが、全国的に児童生徒が被害者となる犯罪が

発生しており、美唄市におきましても昨年度、発生しており、美唄市におきましても昨年度、発生しており、美唄市におきましても昨年度、発生しており、美唄市におきましても昨年度、

児童生徒に直接身体的な被害はありませんで児童生徒に直接身体的な被害はありませんで児童生徒に直接身体的な被害はありませんで児童生徒に直接身体的な被害はありませんで

したが、不審者から声をかけられる事件が６したが、不審者から声をかけられる事件が６したが、不審者から声をかけられる事件が６したが、不審者から声をかけられる事件が６

件発生しております。教育委員会といたしま件発生しております。教育委員会といたしま件発生しております。教育委員会といたしま件発生しております。教育委員会といたしま

しては、不審者に関する情報が入った場合にしては、不審者に関する情報が入った場合にしては、不審者に関する情報が入った場合にしては、不審者に関する情報が入った場合に

は事実関係等を精査した上で、いち早く生徒は事実関係等を精査した上で、いち早く生徒は事実関係等を精査した上で、いち早く生徒は事実関係等を精査した上で、いち早く生徒

指導情報として市内の幼稚園や小中学校及び指導情報として市内の幼稚園や小中学校及び指導情報として市内の幼稚園や小中学校及び指導情報として市内の幼稚園や小中学校及び

警察署などの関係機関へ電話、ファックスあ警察署などの関係機関へ電話、ファックスあ警察署などの関係機関へ電話、ファックスあ警察署などの関係機関へ電話、ファックスあ

るいはパソコンメールにより、送信しているるいはパソコンメールにより、送信しているるいはパソコンメールにより、送信しているるいはパソコンメールにより、送信している

ところであります。ところであります。ところであります。ところであります。

また一方、各幼稚園、学校は受信した情報また一方、各幼稚園、学校は受信した情報また一方、各幼稚園、学校は受信した情報また一方、各幼稚園、学校は受信した情報

を学級連絡網や学級通信などにより、速やかを学級連絡網や学級通信などにより、速やかを学級連絡網や学級通信などにより、速やかを学級連絡網や学級通信などにより、速やか

に周知徹底を図っているところであります。に周知徹底を図っているところであります。に周知徹底を図っているところであります。に周知徹底を図っているところであります。

学校と保護者や地域が情報をできるだけ早く学校と保護者や地域が情報をできるだけ早く学校と保護者や地域が情報をできるだけ早く学校と保護者や地域が情報をできるだけ早く

共有し、子どもが被害者とならないよう、事共有し、子どもが被害者とならないよう、事共有し、子どもが被害者とならないよう、事共有し、子どもが被害者とならないよう、事

件、事故の未然防止に努めることは、まこと件、事故の未然防止に努めることは、まこと件、事故の未然防止に努めることは、まこと件、事故の未然防止に努めることは、まこと

に大切なことであると考えており、こういっに大切なことであると考えており、こういっに大切なことであると考えており、こういっに大切なことであると考えており、こういっ

たことから携帯電話の普及が進んでいる現下、たことから携帯電話の普及が進んでいる現下、たことから携帯電話の普及が進んでいる現下、たことから携帯電話の普及が進んでいる現下、

これを活用した子ども安全安心メールも迅速これを活用した子ども安全安心メールも迅速これを活用した子ども安全安心メールも迅速これを活用した子ども安全安心メールも迅速

な情報提供の有効な手段の１つであると考えな情報提供の有効な手段の１つであると考えな情報提供の有効な手段の１つであると考えな情報提供の有効な手段の１つであると考え

るところでございます。今後この新しいシスるところでございます。今後この新しいシスるところでございます。今後この新しいシスるところでございます。今後この新しいシス

テムに関する資料を集めたり、すでに導入しテムに関する資料を集めたり、すでに導入しテムに関する資料を集めたり、すでに導入しテムに関する資料を集めたり、すでに導入し

ている先進地域の事例について研究を進めてている先進地域の事例について研究を進めてている先進地域の事例について研究を進めてている先進地域の事例について研究を進めて

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

以上申し上げましてご答弁をさせていただ以上申し上げましてご答弁をさせていただ以上申し上げましてご答弁をさせていただ以上申し上げましてご答弁をさせていただ

きます。きます。きます。きます。

●議長長岡正勝君 16番本郷幸治君。●議長長岡正勝君 16番本郷幸治君。●議長長岡正勝君 16番本郷幸治君。●議長長岡正勝君 16番本郷幸治君。

●16番本郷幸治君 自席から防災行政につい●16番本郷幸治君 自席から防災行政につい●16番本郷幸治君 自席から防災行政につい●16番本郷幸治君 自席から防災行政につい

て何点か、市長に再質問をさせていただきまて何点か、市長に再質問をさせていただきまて何点か、市長に再質問をさせていただきまて何点か、市長に再質問をさせていただきま

す。す。す。す。

１点目は、ただいまの答弁の中で、持ち運１点目は、ただいまの答弁の中で、持ち運１点目は、ただいまの答弁の中で、持ち運１点目は、ただいまの答弁の中で、持ち運

びができる非常用発電機７台を所有していまびができる非常用発電機７台を所有していまびができる非常用発電機７台を所有していまびができる非常用発電機７台を所有していま

すとのことですが、現在所有している発電機すとのことですが、現在所有している発電機すとのことですが、現在所有している発電機すとのことですが、現在所有している発電機

の容量はどの程度のものなのか。の容量はどの程度のものなのか。の容量はどの程度のものなのか。の容量はどの程度のものなのか。

また、現在避難所は、新たに４カ所が追加また、現在避難所は、新たに４カ所が追加また、現在避難所は、新たに４カ所が追加また、現在避難所は、新たに４カ所が追加

され、市内55カ所あります。最悪の状態を想され、市内55カ所あります。最悪の状態を想され、市内55カ所あります。最悪の状態を想され、市内55カ所あります。最悪の状態を想
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定してバックアップ電源の設備されていない定してバックアップ電源の設備されていない定してバックアップ電源の設備されていない定してバックアップ電源の設備されていない

すべての箇所に施設の規模に合うものを常設すべての箇所に施設の規模に合うものを常設すべての箇所に施設の規模に合うものを常設すべての箇所に施設の規模に合うものを常設

することが大事だと思いますが、この点につすることが大事だと思いますが、この点につすることが大事だと思いますが、この点につすることが大事だと思いますが、この点につ

いて、まず市長のお考えをお示しください。いて、まず市長のお考えをお示しください。いて、まず市長のお考えをお示しください。いて、まず市長のお考えをお示しください。

次に、避難地までの道路に誘導のための標次に、避難地までの道路に誘導のための標次に、避難地までの道路に誘導のための標次に、避難地までの道路に誘導のための標

識が非常に少ないように思います。大きな地識が非常に少ないように思います。大きな地識が非常に少ないように思います。大きな地識が非常に少ないように思います。大きな地

震が発生したとき、冷静に行動することが大震が発生したとき、冷静に行動することが大震が発生したとき、冷静に行動することが大震が発生したとき、冷静に行動することが大

事ですが、身の危険を感じるとっさのときは事ですが、身の危険を感じるとっさのときは事ですが、身の危険を感じるとっさのときは事ですが、身の危険を感じるとっさのときは

覚えていたことも忘れてしまうことがあるん覚えていたことも忘れてしまうことがあるん覚えていたことも忘れてしまうことがあるん覚えていたことも忘れてしまうことがあるん

ではないでしょうか。そのためにもそれぞれではないでしょうか。そのためにもそれぞれではないでしょうか。そのためにもそれぞれではないでしょうか。そのためにもそれぞれ

に最低１カ所以上の設置が必要と思いますが、に最低１カ所以上の設置が必要と思いますが、に最低１カ所以上の設置が必要と思いますが、に最低１カ所以上の設置が必要と思いますが、

再度市長のお考えをお聞きします。再度市長のお考えをお聞きします。再度市長のお考えをお聞きします。再度市長のお考えをお聞きします。

最後に、避難地につきましては、地震災害最後に、避難地につきましては、地震災害最後に、避難地につきましては、地震災害最後に、避難地につきましては、地震災害

はいつ来るか予測がつきません。たまたま積はいつ来るか予測がつきません。たまたま積はいつ来るか予測がつきません。たまたま積はいつ来るか予測がつきません。たまたま積

雪期に発生したならば、ほとんどの避難地は雪期に発生したならば、ほとんどの避難地は雪期に発生したならば、ほとんどの避難地は雪期に発生したならば、ほとんどの避難地は

除雪がされていない状況下にあります。ほと除雪がされていない状況下にあります。ほと除雪がされていない状況下にあります。ほと除雪がされていない状況下にあります。ほと

んどが機能しない状態になります。最低でも、んどが機能しない状態になります。最低でも、んどが機能しない状態になります。最低でも、んどが機能しない状態になります。最低でも、

それぞれの地域で大きな避難地については、それぞれの地域で大きな避難地については、それぞれの地域で大きな避難地については、それぞれの地域で大きな避難地については、

除雪をすべきだと思いますが、市長のお考え除雪をすべきだと思いますが、市長のお考え除雪をすべきだと思いますが、市長のお考え除雪をすべきだと思いますが、市長のお考え

をお聞きします。をお聞きします。をお聞きします。をお聞きします。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 本郷議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

避難所の資機材などについてでありますが、避難所の資機材などについてでありますが、避難所の資機材などについてでありますが、避難所の資機材などについてでありますが、

初めに、所有している非常用発電機の能力と初めに、所有している非常用発電機の能力と初めに、所有している非常用発電機の能力と初めに、所有している非常用発電機の能力と

しましては、出力35アンペアのものが２台、しましては、出力35アンペアのものが２台、しましては、出力35アンペアのものが２台、しましては、出力35アンペアのものが２台、

出力15アンペアの発電機５台を所有しており出力15アンペアの発電機５台を所有しており出力15アンペアの発電機５台を所有しており出力15アンペアの発電機５台を所有しており

ます。なお、電源の確保は重要と考えております。なお、電源の確保は重要と考えております。なお、電源の確保は重要と考えております。なお、電源の確保は重要と考えており

ますので、発電機の年次計画での配備や災害ますので、発電機の年次計画での配備や災害ますので、発電機の年次計画での配備や災害ますので、発電機の年次計画での配備や災害

時の外部調達の方法などを検討してまいりた時の外部調達の方法などを検討してまいりた時の外部調達の方法などを検討してまいりた時の外部調達の方法などを検討してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

次に、避難場所の誘導看板については、今次に、避難場所の誘導看板については、今次に、避難場所の誘導看板については、今次に、避難場所の誘導看板については、今

後調査してまいりたいと考えております。な後調査してまいりたいと考えております。な後調査してまいりたいと考えております。な後調査してまいりたいと考えております。な

お、避難場所については、日ごろから各家庭お、避難場所については、日ごろから各家庭お、避難場所については、日ごろから各家庭お、避難場所については、日ごろから各家庭

で、さらには町内会等を通じて自分たちの地で、さらには町内会等を通じて自分たちの地で、さらには町内会等を通じて自分たちの地で、さらには町内会等を通じて自分たちの地

区の避難場所を確認していただきたいと考え区の避難場所を確認していただきたいと考え区の避難場所を確認していただきたいと考え区の避難場所を確認していただきたいと考え

ております。ております。ております。ております。

次に、学校と避難場所の冬期間における除次に、学校と避難場所の冬期間における除次に、学校と避難場所の冬期間における除次に、学校と避難場所の冬期間における除

雪等につきましては、日常の管理の中で対応雪等につきましては、日常の管理の中で対応雪等につきましては、日常の管理の中で対応雪等につきましては、日常の管理の中で対応

してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。

●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。

20番林 国夫君。20番林 国夫君。20番林 国夫君。20番林 国夫君。

●20番林 国夫君（登壇） 平成17年第２回●20番林 国夫君（登壇） 平成17年第２回●20番林 国夫君（登壇） 平成17年第２回●20番林 国夫君（登壇） 平成17年第２回

定例会に当たり、大綱４点について市長に質定例会に当たり、大綱４点について市長に質定例会に当たり、大綱４点について市長に質定例会に当たり、大綱４点について市長に質

問いたします。問いたします。問いたします。問いたします。

大綱の１点目は、大規模食糧備蓄基地の構大綱の１点目は、大規模食糧備蓄基地の構大綱の１点目は、大規模食糧備蓄基地の構大綱の１点目は、大規模食糧備蓄基地の構

想についてお伺いをいたします。想についてお伺いをいたします。想についてお伺いをいたします。想についてお伺いをいたします。

いま世界の食糧は、地球の温暖化等の影響いま世界の食糧は、地球の温暖化等の影響いま世界の食糧は、地球の温暖化等の影響いま世界の食糧は、地球の温暖化等の影響

を受け、干ばつや水不足によっての砂漠化がを受け、干ばつや水不足によっての砂漠化がを受け、干ばつや水不足によっての砂漠化がを受け、干ばつや水不足によっての砂漠化が

進み、大きな問題となっております。2004年1進み、大きな問題となっております。2004年1進み、大きな問題となっております。2004年1進み、大きな問題となっております。2004年1

2月のアメリカの農務省の発表によると、世界2月のアメリカの農務省の発表によると、世界2月のアメリカの農務省の発表によると、世界2月のアメリカの農務省の発表によると、世界

の農産物の需要と供給の予測では、世界で１の農産物の需要と供給の予測では、世界で１の農産物の需要と供給の予測では、世界で１の農産物の需要と供給の予測では、世界で１

日当たり10万トン以上の米の在庫が減るとの日当たり10万トン以上の米の在庫が減るとの日当たり10万トン以上の米の在庫が減るとの日当たり10万トン以上の米の在庫が減るとの

計算と言われております。現在の取り崩しが計算と言われております。現在の取り崩しが計算と言われております。現在の取り崩しが計算と言われております。現在の取り崩しが

４年間連続となっているため、国際相場は１４年間連続となっているため、国際相場は１４年間連続となっているため、国際相場は１４年間連続となっているため、国際相場は１

年前に比べて20％ほどの上昇となっているよ年前に比べて20％ほどの上昇となっているよ年前に比べて20％ほどの上昇となっているよ年前に比べて20％ほどの上昇となっているよ

うであります。さらに、温暖化が進むにつれうであります。さらに、温暖化が進むにつれうであります。さらに、温暖化が進むにつれうであります。さらに、温暖化が進むにつれ

て、インド、アフリカ等では２度から３度のて、インド、アフリカ等では２度から３度のて、インド、アフリカ等では２度から３度のて、インド、アフリカ等では２度から３度の

上昇すると、１億2,000万人が食糧難に直面す上昇すると、１億2,000万人が食糧難に直面す上昇すると、１億2,000万人が食糧難に直面す上昇すると、１億2,000万人が食糧難に直面す

るとの指摘もされております。るとの指摘もされております。るとの指摘もされております。るとの指摘もされております。

日本においては、戦後の食糧難の時代を経日本においては、戦後の食糧難の時代を経日本においては、戦後の食糧難の時代を経日本においては、戦後の食糧難の時代を経

験し、食糧の確保のための政策をとられてき験し、食糧の確保のための政策をとられてき験し、食糧の確保のための政策をとられてき験し、食糧の確保のための政策をとられてき

ておりますが、現在では経済の発展とともにておりますが、現在では経済の発展とともにておりますが、現在では経済の発展とともにておりますが、現在では経済の発展とともに

国民の生活の変化や食の多様化が進み、一転国民の生活の変化や食の多様化が進み、一転国民の生活の変化や食の多様化が進み、一転国民の生活の変化や食の多様化が進み、一転

して米余り現象が起き、昭和45年以来減反政して米余り現象が起き、昭和45年以来減反政して米余り現象が起き、昭和45年以来減反政して米余り現象が起き、昭和45年以来減反政

策が続き、いまでは水田の50％に及ぶ転作と策が続き、いまでは水田の50％に及ぶ転作と策が続き、いまでは水田の50％に及ぶ転作と策が続き、いまでは水田の50％に及ぶ転作と

なっております。極端な大冷害の年を省けば、なっております。極端な大冷害の年を省けば、なっております。極端な大冷害の年を省けば、なっております。極端な大冷害の年を省けば、

米はいつでも、どこでも安く手に入ることに米はいつでも、どこでも安く手に入ることに米はいつでも、どこでも安く手に入ることに米はいつでも、どこでも安く手に入ることに
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なっておりますが、食糧の安全保障の立場でなっておりますが、食糧の安全保障の立場でなっておりますが、食糧の安全保障の立場でなっておりますが、食糧の安全保障の立場で

考えるとすれば、日本においても人ごととは考えるとすれば、日本においても人ごととは考えるとすれば、日本においても人ごととは考えるとすれば、日本においても人ごととは

言えないと考えます。日本の食糧の自給率は、言えないと考えます。日本の食糧の自給率は、言えないと考えます。日本の食糧の自給率は、言えないと考えます。日本の食糧の自給率は、

先進国の中では最低レベルの40％台に低下し先進国の中では最低レベルの40％台に低下し先進国の中では最低レベルの40％台に低下し先進国の中では最低レベルの40％台に低下し

ております。米は、国民の主食でありますかております。米は、国民の主食でありますかております。米は、国民の主食でありますかております。米は、国民の主食でありますか

ら、米の安全供給と備蓄の確保は、国が責任ら、米の安全供給と備蓄の確保は、国が責任ら、米の安全供給と備蓄の確保は、国が責任ら、米の安全供給と備蓄の確保は、国が責任

を持たなければならないと考えられます。を持たなければならないと考えられます。を持たなければならないと考えられます。を持たなければならないと考えられます。

そこで、１点目は、大規模食糧備蓄基地構そこで、１点目は、大規模食糧備蓄基地構そこで、１点目は、大規模食糧備蓄基地構そこで、１点目は、大規模食糧備蓄基地構

想についてでありますが、自立に向けてどの想についてでありますが、自立に向けてどの想についてでありますが、自立に向けてどの想についてでありますが、自立に向けてどの

ような検討がされてきているか、また今後どような検討がされてきているか、また今後どような検討がされてきているか、また今後どような検討がされてきているか、また今後ど

のように取り組まれるか、その方向性についのように取り組まれるか、その方向性についのように取り組まれるか、その方向性についのように取り組まれるか、その方向性につい

てお伺いいたします。てお伺いいたします。てお伺いいたします。てお伺いいたします。

２点目は、平成10年８月に、産学官による２点目は、平成10年８月に、産学官による２点目は、平成10年８月に、産学官による２点目は、平成10年８月に、産学官による

策定委員会が発足され、策定されたと思いま策定委員会が発足され、策定されたと思いま策定委員会が発足され、策定されたと思いま策定委員会が発足され、策定されたと思いま

すが、その後どのように検討されてきたのか、すが、その後どのように検討されてきたのか、すが、その後どのように検討されてきたのか、すが、その後どのように検討されてきたのか、

その内容についてと、今後どんな組織形成でその内容についてと、今後どんな組織形成でその内容についてと、今後どんな組織形成でその内容についてと、今後どんな組織形成で

取り組まれていくのかお尋ねいたします。取り組まれていくのかお尋ねいたします。取り組まれていくのかお尋ねいたします。取り組まれていくのかお尋ねいたします。

大綱の２点目は、農業行政についてお尋ね大綱の２点目は、農業行政についてお尋ね大綱の２点目は、農業行政についてお尋ね大綱の２点目は、農業行政についてお尋ね

いたします。新潟県の食糧研究センターが特いたします。新潟県の食糧研究センターが特いたします。新潟県の食糧研究センターが特いたします。新潟県の食糧研究センターが特

殊な技術で米粉の製粉開発に成功されて以来、殊な技術で米粉の製粉開発に成功されて以来、殊な技術で米粉の製粉開発に成功されて以来、殊な技術で米粉の製粉開発に成功されて以来、

米粉を使ったパンやめん類、和菓子等の製造米粉を使ったパンやめん類、和菓子等の製造米粉を使ったパンやめん類、和菓子等の製造米粉を使ったパンやめん類、和菓子等の製造

が可能となり、米粉の利用、商品化が全国的が可能となり、米粉の利用、商品化が全国的が可能となり、米粉の利用、商品化が全国的が可能となり、米粉の利用、商品化が全国的

に注目され、関心が高まってきております。に注目され、関心が高まってきております。に注目され、関心が高まってきております。に注目され、関心が高まってきております。

美唄においても、数年前から米粉を使ったパ美唄においても、数年前から米粉を使ったパ美唄においても、数年前から米粉を使ったパ美唄においても、数年前から米粉を使ったパ

ン、めん類、和菓子等の商品化がされておりン、めん類、和菓子等の商品化がされておりン、めん類、和菓子等の商品化がされておりン、めん類、和菓子等の商品化がされており

ます。学校給食では、米粉パンが好評とされます。学校給食では、米粉パンが好評とされます。学校給食では、米粉パンが好評とされます。学校給食では、米粉パンが好評とされ

ております。ことし２月には、全国米粉食品ております。ことし２月には、全国米粉食品ております。ことし２月には、全国米粉食品ております。ことし２月には、全国米粉食品

普及推進会議の発足がされておりますし、北普及推進会議の発足がされておりますし、北普及推進会議の発足がされておりますし、北普及推進会議の発足がされておりますし、北

海道においても北海道米粉食品普及推進協議海道においても北海道米粉食品普及推進協議海道においても北海道米粉食品普及推進協議海道においても北海道米粉食品普及推進協議

会が設置されたと聞いておるところでありま会が設置されたと聞いておるところでありま会が設置されたと聞いておるところでありま会が設置されたと聞いておるところでありま

す。す。す。す。

美唄では、本年４月に、米粉商品を製造し美唄では、本年４月に、米粉商品を製造し美唄では、本年４月に、米粉商品を製造し美唄では、本年４月に、米粉商品を製造し

ている業者が中心となって、美唄米粉研究会ている業者が中心となって、美唄米粉研究会ている業者が中心となって、美唄米粉研究会ている業者が中心となって、美唄米粉研究会

が設立をされております。美唄産の米粉を使が設立をされております。美唄産の米粉を使が設立をされております。美唄産の米粉を使が設立をされております。美唄産の米粉を使

った商品の開発に取り組み、お菓子やめん類った商品の開発に取り組み、お菓子やめん類った商品の開発に取り組み、お菓子やめん類った商品の開発に取り組み、お菓子やめん類

などの特産品を育てて、地域おこしにつなげなどの特産品を育てて、地域おこしにつなげなどの特産品を育てて、地域おこしにつなげなどの特産品を育てて、地域おこしにつなげ

ようと機運も高まっているところであります。ようと機運も高まっているところであります。ようと機運も高まっているところであります。ようと機運も高まっているところであります。

美唄は、米の主産地であることから、米粉美唄は、米の主産地であることから、米粉美唄は、米の主産地であることから、米粉美唄は、米の主産地であることから、米粉

の活用について、私も関心を高く持っているの活用について、私も関心を高く持っているの活用について、私も関心を高く持っているの活用について、私も関心を高く持っている

ところであります。米の消費拡大やまちおこところであります。米の消費拡大やまちおこところであります。米の消費拡大やまちおこところであります。米の消費拡大やまちおこ

しに結びつけるようなことが必要と考えられしに結びつけるようなことが必要と考えられしに結びつけるようなことが必要と考えられしに結びつけるようなことが必要と考えられ

ます。地元で製粉施設が整備されることが、ます。地元で製粉施設が整備されることが、ます。地元で製粉施設が整備されることが、ます。地元で製粉施設が整備されることが、

米粉を利用されている立場からも米粉の原料米粉を利用されている立場からも米粉の原料米粉を利用されている立場からも米粉の原料米粉を利用されている立場からも米粉の原料

の確保や運送コストの削減などが、米ができ、の確保や運送コストの削減などが、米ができ、の確保や運送コストの削減などが、米ができ、の確保や運送コストの削減などが、米ができ、

米粉の利用や研究開発が一層進むのではない米粉の利用や研究開発が一層進むのではない米粉の利用や研究開発が一層進むのではない米粉の利用や研究開発が一層進むのではない

かと考えられます。かと考えられます。かと考えられます。かと考えられます。

そこで、１点目は、美唄は他市町村より先そこで、１点目は、美唄は他市町村より先そこで、１点目は、美唄は他市町村より先そこで、１点目は、美唄は他市町村より先

駆けて米粉に取り組んでこられたわけであり駆けて米粉に取り組んでこられたわけであり駆けて米粉に取り組んでこられたわけであり駆けて米粉に取り組んでこられたわけであり

ますが、米粉の製粉施設の整備についても検ますが、米粉の製粉施設の整備についても検ますが、米粉の製粉施設の整備についても検ますが、米粉の製粉施設の整備についても検

討されてきていると考えますが、これまでの討されてきていると考えますが、これまでの討されてきていると考えますが、これまでの討されてきていると考えますが、これまでの

検討された経過についてお尋ねをいたします。検討された経過についてお尋ねをいたします。検討された経過についてお尋ねをいたします。検討された経過についてお尋ねをいたします。

２点目は、今後米粉の製粉施設についてど２点目は、今後米粉の製粉施設についてど２点目は、今後米粉の製粉施設についてど２点目は、今後米粉の製粉施設についてど

のように取り組まれるか、お伺いいたします。のように取り組まれるか、お伺いいたします。のように取り組まれるか、お伺いいたします。のように取り組まれるか、お伺いいたします。

大綱の３点目は、環境行政についてお伺い大綱の３点目は、環境行政についてお伺い大綱の３点目は、環境行政についてお伺い大綱の３点目は、環境行政についてお伺い

いたします。平成15年12月に、北海道全域をいたします。平成15年12月に、北海道全域をいたします。平成15年12月に、北海道全域をいたします。平成15年12月に、北海道全域を

対象として空き缶などの散乱防止と北海道の対象として空き缶などの散乱防止と北海道の対象として空き缶などの散乱防止と北海道の対象として空き缶などの散乱防止と北海道の

美観の保持を目的とする北海道空き缶等散乱美観の保持を目的とする北海道空き缶等散乱美観の保持を目的とする北海道空き缶等散乱美観の保持を目的とする北海道空き缶等散乱

防止に関する条例が制定され、平成16年12月防止に関する条例が制定され、平成16年12月防止に関する条例が制定され、平成16年12月防止に関する条例が制定され、平成16年12月

には基本方針が示されております。私は、不には基本方針が示されております。私は、不には基本方針が示されております。私は、不には基本方針が示されております。私は、不

法投棄や空き缶、ペットボトル等のポイ捨て法投棄や空き缶、ペットボトル等のポイ捨て法投棄や空き缶、ペットボトル等のポイ捨て法投棄や空き缶、ペットボトル等のポイ捨て

につきましては、過去２回にわたって質問さにつきましては、過去２回にわたって質問さにつきましては、過去２回にわたって質問さにつきましては、過去２回にわたって質問さ

せていただいてきましたが、その後一向に改せていただいてきましたが、その後一向に改せていただいてきましたが、その後一向に改せていただいてきましたが、その後一向に改

善がされていないものではないかと考えてお善がされていないものではないかと考えてお善がされていないものではないかと考えてお善がされていないものではないかと考えてお

ります。ります。ります。ります。

また、市民の中からも苦情が多く寄せられまた、市民の中からも苦情が多く寄せられまた、市民の中からも苦情が多く寄せられまた、市民の中からも苦情が多く寄せられ

てきております。特に他市町村から比較しててきております。特に他市町村から比較しててきております。特に他市町村から比較しててきております。特に他市町村から比較して

も、本市の状況は非常に多く見受けられます。も、本市の状況は非常に多く見受けられます。も、本市の状況は非常に多く見受けられます。も、本市の状況は非常に多く見受けられます。

農村地帯の民家の少ないところや防風林沿い、農村地帯の民家の少ないところや防風林沿い、農村地帯の民家の少ないところや防風林沿い、農村地帯の民家の少ないところや防風林沿い、



－ －129129129129

道路側溝、道路肩には多く見られ、本市の景道路側溝、道路肩には多く見られ、本市の景道路側溝、道路肩には多く見られ、本市の景道路側溝、道路肩には多く見られ、本市の景

観が失われております。買い物袋などのポイ観が失われております。買い物袋などのポイ観が失われております。買い物袋などのポイ観が失われております。買い物袋などのポイ

捨ても多いため、カラスやキツネが散乱をし捨ても多いため、カラスやキツネが散乱をし捨ても多いため、カラスやキツネが散乱をし捨ても多いため、カラスやキツネが散乱をし

ております。本市には、交流拠点を中心とし、ております。本市には、交流拠点を中心とし、ております。本市には、交流拠点を中心とし、ております。本市には、交流拠点を中心とし、

宮島沼やアルテピアッツァ美唄に他市町村か宮島沼やアルテピアッツァ美唄に他市町村か宮島沼やアルテピアッツァ美唄に他市町村か宮島沼やアルテピアッツァ美唄に他市町村か

ら多くの人が訪れてきております。私は、美ら多くの人が訪れてきております。私は、美ら多くの人が訪れてきております。私は、美ら多くの人が訪れてきております。私は、美

しき唄のまちにふさわしい環境づくりの必要しき唄のまちにふさわしい環境づくりの必要しき唄のまちにふさわしい環境づくりの必要しき唄のまちにふさわしい環境づくりの必要

性が強く感じられているところであります。性が強く感じられているところであります。性が強く感じられているところであります。性が強く感じられているところであります。

行政が中心的な立場となり、市民の認識の高行政が中心的な立場となり、市民の認識の高行政が中心的な立場となり、市民の認識の高行政が中心的な立場となり、市民の認識の高

揚を図ったり、啓発や指導が不可欠と考えら揚を図ったり、啓発や指導が不可欠と考えら揚を図ったり、啓発や指導が不可欠と考えら揚を図ったり、啓発や指導が不可欠と考えら

れます。れます。れます。れます。

そこで、第１点は、ポイ捨て条例の制定にそこで、第１点は、ポイ捨て条例の制定にそこで、第１点は、ポイ捨て条例の制定にそこで、第１点は、ポイ捨て条例の制定に

ついてお伺いいたします。私の平成16年第１ついてお伺いいたします。私の平成16年第１ついてお伺いいたします。私の平成16年第１ついてお伺いいたします。私の平成16年第１

回定例会の質問に対しての答弁では、道条例回定例会の質問に対しての答弁では、道条例回定例会の質問に対しての答弁では、道条例回定例会の質問に対しての答弁では、道条例

による空き缶などの投げ捨て禁止や罰則規定による空き缶などの投げ捨て禁止や罰則規定による空き缶などの投げ捨て禁止や罰則規定による空き缶などの投げ捨て禁止や罰則規定

について市民に周知啓発を行い、環境美化にについて市民に周知啓発を行い、環境美化にについて市民に周知啓発を行い、環境美化にについて市民に周知啓発を行い、環境美化に

努めるとともに、市の条例制定についても検努めるとともに、市の条例制定についても検努めるとともに、市の条例制定についても検努めるとともに、市の条例制定についても検

討するとの答弁でありましたが、現在までど討するとの答弁でありましたが、現在までど討するとの答弁でありましたが、現在までど討するとの答弁でありましたが、現在までど

のように検討されてこられたか、その内容にのように検討されてこられたか、その内容にのように検討されてこられたか、その内容にのように検討されてこられたか、その内容に

ついてお尋ねいたします。ついてお尋ねいたします。ついてお尋ねいたします。ついてお尋ねいたします。

また、道内でのポイ捨て条例制定についてまた、道内でのポイ捨て条例制定についてまた、道内でのポイ捨て条例制定についてまた、道内でのポイ捨て条例制定について

の状況等について、どのような状況であるか、の状況等について、どのような状況であるか、の状況等について、どのような状況であるか、の状況等について、どのような状況であるか、

お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。

２点目は、自立計画の中で、「美しきまち２点目は、自立計画の中で、「美しきまち２点目は、自立計画の中で、「美しきまち２点目は、自立計画の中で、「美しきまち

づくり条例」の制定が、平成18年度の予定とづくり条例」の制定が、平成18年度の予定とづくり条例」の制定が、平成18年度の予定とづくり条例」の制定が、平成18年度の予定と

なっております。目的では、地球規模の環境なっております。目的では、地球規模の環境なっております。目的では、地球規模の環境なっております。目的では、地球規模の環境

問題、地球的環境問題についての条例制定と問題、地球的環境問題についての条例制定と問題、地球的環境問題についての条例制定と問題、地球的環境問題についての条例制定と

なっております。その内容とポイ捨て条例となっております。その内容とポイ捨て条例となっております。その内容とポイ捨て条例となっております。その内容とポイ捨て条例と

の関連はどのように考えられておられるのかの関連はどのように考えられておられるのかの関連はどのように考えられておられるのかの関連はどのように考えられておられるのか

お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。

大綱の４点目は、東明公園管理についてお大綱の４点目は、東明公園管理についてお大綱の４点目は、東明公園管理についてお大綱の４点目は、東明公園管理についてお

伺いいたします。東明公園については、市民伺いいたします。東明公園については、市民伺いいたします。東明公園については、市民伺いいたします。東明公園については、市民

の多くの人が立ち寄り利用されております。の多くの人が立ち寄り利用されております。の多くの人が立ち寄り利用されております。の多くの人が立ち寄り利用されております。

また、市民の憩いの場としても大変重要な役また、市民の憩いの場としても大変重要な役また、市民の憩いの場としても大変重要な役また、市民の憩いの場としても大変重要な役

割を果たしております。また、東明公園に面割を果たしております。また、東明公園に面割を果たしております。また、東明公園に面割を果たしております。また、東明公園に面

しては、サン・スポーツランドもあり、子どしては、サン・スポーツランドもあり、子どしては、サン・スポーツランドもあり、子どしては、サン・スポーツランドもあり、子ど

もから大人まで多くの人が訪れ、利用されてもから大人まで多くの人が訪れ、利用されてもから大人まで多くの人が訪れ、利用されてもから大人まで多くの人が訪れ、利用されて

おります。このようなことから、公園の管理おります。このようなことから、公園の管理おります。このようなことから、公園の管理おります。このようなことから、公園の管理

についても重視をしていかなければならないについても重視をしていかなければならないについても重視をしていかなければならないについても重視をしていかなければならない

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

そこで、１点目は、公園の管理状況についそこで、１点目は、公園の管理状況についそこで、１点目は、公園の管理状況についそこで、１点目は、公園の管理状況につい

てでありますが、草刈りやごみの清掃、園内てでありますが、草刈りやごみの清掃、園内てでありますが、草刈りやごみの清掃、園内てでありますが、草刈りやごみの清掃、園内

の照明灯の管理は、どのようにされているのの照明灯の管理は、どのようにされているのの照明灯の管理は、どのようにされているのの照明灯の管理は、どのようにされているの

かお尋ねいたします。かお尋ねいたします。かお尋ねいたします。かお尋ねいたします。

２点目は、公園内の池で特定の者が、不法２点目は、公園内の池で特定の者が、不法２点目は、公園内の池で特定の者が、不法２点目は、公園内の池で特定の者が、不法

に釣りをしている者がいるとのこともありまに釣りをしている者がいるとのこともありまに釣りをしている者がいるとのこともありまに釣りをしている者がいるとのこともありま

すし、また公園内の道路を車あるいはバイクすし、また公園内の道路を車あるいはバイクすし、また公園内の道路を車あるいはバイクすし、また公園内の道路を車あるいはバイク

が暴走されており、公園を利用している人たが暴走されており、公園を利用している人たが暴走されており、公園を利用している人たが暴走されており、公園を利用している人た

ちが危険を感じているとの声が寄せられてきちが危険を感じているとの声が寄せられてきちが危険を感じているとの声が寄せられてきちが危険を感じているとの声が寄せられてき

ております。市として公園管理者にどのようております。市として公園管理者にどのようております。市として公園管理者にどのようております。市として公園管理者にどのよう

な指導をされているのかお伺いいたします。な指導をされているのかお伺いいたします。な指導をされているのかお伺いいたします。な指導をされているのかお伺いいたします。

３点目は、防犯対策についてであります。３点目は、防犯対策についてであります。３点目は、防犯対策についてであります。３点目は、防犯対策についてであります。

夕方から夜にかけ、陸上競技場付近は青少年夕方から夜にかけ、陸上競技場付近は青少年夕方から夜にかけ、陸上競技場付近は青少年夕方から夜にかけ、陸上競技場付近は青少年

のたまり場となっておるようであります。夜のたまり場となっておるようであります。夜のたまり場となっておるようであります。夜のたまり場となっておるようであります。夜

遅くまでたむろをしているようでありますし、遅くまでたむろをしているようでありますし、遅くまでたむろをしているようでありますし、遅くまでたむろをしているようでありますし、

これまで何回か近くの民家に助けを求める若これまで何回か近くの民家に助けを求める若これまで何回か近くの民家に助けを求める若これまで何回か近くの民家に助けを求める若

い女性があったようであります。まだ大きない女性があったようであります。まだ大きない女性があったようであります。まだ大きない女性があったようであります。まだ大きな

事件とはなっていないものの、事件を未然に事件とはなっていないものの、事件を未然に事件とはなっていないものの、事件を未然に事件とはなっていないものの、事件を未然に

防ぐためにも防犯対策についての対応が必要防ぐためにも防犯対策についての対応が必要防ぐためにも防犯対策についての対応が必要防ぐためにも防犯対策についての対応が必要

と考えられますが、どのように考えられておと考えられますが、どのように考えられておと考えられますが、どのように考えられておと考えられますが、どのように考えられてお

られますか、お伺いいたします。市として、られますか、お伺いいたします。市として、られますか、お伺いいたします。市として、られますか、お伺いいたします。市として、

これらについてどのように把握しているか、これらについてどのように把握しているか、これらについてどのように把握しているか、これらについてどのように把握しているか、

お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。お伺いいたします。

４点目は、街灯の設置についてであります４点目は、街灯の設置についてであります４点目は、街灯の設置についてであります４点目は、街灯の設置についてであります

が、東明３区の公園入り口から管理棟までのが、東明３区の公園入り口から管理棟までのが、東明３区の公園入り口から管理棟までのが、東明３区の公園入り口から管理棟までの

間、街灯や照明灯がないため、非常に暗く危間、街灯や照明灯がないため、非常に暗く危間、街灯や照明灯がないため、非常に暗く危間、街灯や照明灯がないため、非常に暗く危

険な状態となっております。防犯上や交通す険な状態となっております。防犯上や交通す険な状態となっております。防犯上や交通す険な状態となっております。防犯上や交通す

る人の安全面からも照明灯か街灯の整備が必る人の安全面からも照明灯か街灯の整備が必る人の安全面からも照明灯か街灯の整備が必る人の安全面からも照明灯か街灯の整備が必
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要と考えられます。どのような対策を講じら要と考えられます。どのような対策を講じら要と考えられます。どのような対策を講じら要と考えられます。どのような対策を講じら

れるか、お尋ねいたします。れるか、お尋ねいたします。れるか、お尋ねいたします。れるか、お尋ねいたします。

以上でこの場からの質問を終わらせていた以上でこの場からの質問を終わらせていた以上でこの場からの質問を終わらせていた以上でこの場からの質問を終わらせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 林議員の質問に●市長桜井道夫君（登壇） 林議員の質問に●市長桜井道夫君（登壇） 林議員の質問に●市長桜井道夫君（登壇） 林議員の質問に

お答えします。お答えします。お答えします。お答えします。

初めに、大規模食糧備蓄基地の構想につい初めに、大規模食糧備蓄基地の構想につい初めに、大規模食糧備蓄基地の構想につい初めに、大規模食糧備蓄基地の構想につい

て、立地に向けた検討と今後の方向性について、立地に向けた検討と今後の方向性について、立地に向けた検討と今後の方向性について、立地に向けた検討と今後の方向性につい

てでありますが、これまで美唄市大規模冷温てでありますが、これまで美唄市大規模冷温てでありますが、これまで美唄市大規模冷温てでありますが、これまで美唄市大規模冷温

食糧備蓄基地構想推進協議会を中心として、食糧備蓄基地構想推進協議会を中心として、食糧備蓄基地構想推進協議会を中心として、食糧備蓄基地構想推進協議会を中心として、

全道組織であります「大規模長期食糧備蓄基全道組織であります「大規模長期食糧備蓄基全道組織であります「大規模長期食糧備蓄基全道組織であります「大規模長期食糧備蓄基

地構想推進協議会」などと連携を図りながら、地構想推進協議会」などと連携を図りながら、地構想推進協議会」などと連携を図りながら、地構想推進協議会」などと連携を図りながら、

国や道などに対して食糧備蓄基地の必要性を国や道などに対して食糧備蓄基地の必要性を国や道などに対して食糧備蓄基地の必要性を国や道などに対して食糧備蓄基地の必要性を

訴えるとともに、空知団地への立地促進の要訴えるとともに、空知団地への立地促進の要訴えるとともに、空知団地への立地促進の要訴えるとともに、空知団地への立地促進の要

望を行ってまいりました。望を行ってまいりました。望を行ってまいりました。望を行ってまいりました。

今後の方向性につきましては、世界的な食今後の方向性につきましては、世界的な食今後の方向性につきましては、世界的な食今後の方向性につきましては、世界的な食

糧不足や災害等における食糧の緊急確保、そ糧不足や災害等における食糧の緊急確保、そ糧不足や災害等における食糧の緊急確保、そ糧不足や災害等における食糧の緊急確保、そ

して本市農業生産基盤の確保のため、さらにして本市農業生産基盤の確保のため、さらにして本市農業生産基盤の確保のため、さらにして本市農業生産基盤の確保のため、さらに

食糧備蓄基地の必要性を訴え、国際石油備蓄食糧備蓄基地の必要性を訴え、国際石油備蓄食糧備蓄基地の必要性を訴え、国際石油備蓄食糧備蓄基地の必要性を訴え、国際石油備蓄

基地同様、関係機関等の食糧備蓄基地立地の基地同様、関係機関等の食糧備蓄基地立地の基地同様、関係機関等の食糧備蓄基地立地の基地同様、関係機関等の食糧備蓄基地立地の

気運を高め、実現に向けて取り組んでまいり気運を高め、実現に向けて取り組んでまいり気運を高め、実現に向けて取り組んでまいり気運を高め、実現に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

次に、策定委員会で検討された経過につい次に、策定委員会で検討された経過につい次に、策定委員会で検討された経過につい次に、策定委員会で検討された経過につい

てでありますが、大規模冷温食糧備蓄基地にてでありますが、大規模冷温食糧備蓄基地にてでありますが、大規模冷温食糧備蓄基地にてでありますが、大規模冷温食糧備蓄基地に

関する地域の構想を策定するため、平成10年関する地域の構想を策定するため、平成10年関する地域の構想を策定するため、平成10年関する地域の構想を策定するため、平成10年

８月に産・学・官による「大規模冷温食糧備８月に産・学・官による「大規模冷温食糧備８月に産・学・官による「大規模冷温食糧備８月に産・学・官による「大規模冷温食糧備

蓄基地構想策定委員会」を設置し、食糧備蓄蓄基地構想策定委員会」を設置し、食糧備蓄蓄基地構想策定委員会」を設置し、食糧備蓄蓄基地構想策定委員会」を設置し、食糧備蓄

基地の必要性や本市の交通体系、気象、経済基地の必要性や本市の交通体系、気象、経済基地の必要性や本市の交通体系、気象、経済基地の必要性や本市の交通体系、気象、経済

環境体系、設計条件、利雪技術など、多方面環境体系、設計条件、利雪技術など、多方面環境体系、設計条件、利雪技術など、多方面環境体系、設計条件、利雪技術など、多方面

からの検討を行い、平成11年３月に「美唄市からの検討を行い、平成11年３月に「美唄市からの検討を行い、平成11年３月に「美唄市からの検討を行い、平成11年３月に「美唄市

大規模冷温食糧備蓄基地構想」を策定したと大規模冷温食糧備蓄基地構想」を策定したと大規模冷温食糧備蓄基地構想」を策定したと大規模冷温食糧備蓄基地構想」を策定したと

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

その後、本構想を具現化するため、平成11その後、本構想を具現化するため、平成11その後、本構想を具現化するため、平成11その後、本構想を具現化するため、平成11

年８月に本市のほか、中小企業基盤整備機構、年８月に本市のほか、中小企業基盤整備機構、年８月に本市のほか、中小企業基盤整備機構、年８月に本市のほか、中小企業基盤整備機構、

ＪＡびばい、商工会議所などからなる「美唄ＪＡびばい、商工会議所などからなる「美唄ＪＡびばい、商工会議所などからなる「美唄ＪＡびばい、商工会議所などからなる「美唄

市大規模冷温食糧備蓄基地構想推進協議会」市大規模冷温食糧備蓄基地構想推進協議会」市大規模冷温食糧備蓄基地構想推進協議会」市大規模冷温食糧備蓄基地構想推進協議会」

を設置し、これまで関係団体などと連携しなを設置し、これまで関係団体などと連携しなを設置し、これまで関係団体などと連携しなを設置し、これまで関係団体などと連携しな

がら各種要望活動などを行っているところでがら各種要望活動などを行っているところでがら各種要望活動などを行っているところでがら各種要望活動などを行っているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次に、農業行政について、米粉の製粉施設次に、農業行政について、米粉の製粉施設次に、農業行政について、米粉の製粉施設次に、農業行政について、米粉の製粉施設

の整備についてでありますが、これまで「農の整備についてでありますが、これまで「農の整備についてでありますが、これまで「農の整備についてでありますが、これまで「農

産物高付加価値化調査・研究協議会」におい産物高付加価値化調査・研究協議会」におい産物高付加価値化調査・研究協議会」におい産物高付加価値化調査・研究協議会」におい

て、安定した米粉製造、供給方法の確立と施て、安定した米粉製造、供給方法の確立と施て、安定した米粉製造、供給方法の確立と施て、安定した米粉製造、供給方法の確立と施

設整備、米粉利用活用の一層の利用拡大と定設整備、米粉利用活用の一層の利用拡大と定設整備、米粉利用活用の一層の利用拡大と定設整備、米粉利用活用の一層の利用拡大と定

着、さらに学校給食への導入や一般家庭にお着、さらに学校給食への導入や一般家庭にお着、さらに学校給食への導入や一般家庭にお着、さらに学校給食への導入や一般家庭にお

ける米粉利活用の可能性などについて調査、ける米粉利活用の可能性などについて調査、ける米粉利活用の可能性などについて調査、ける米粉利活用の可能性などについて調査、

検討を行ったところでございます。検討を行ったところでございます。検討を行ったところでございます。検討を行ったところでございます。

市では、現在これらの検討結果をもとに、市では、現在これらの検討結果をもとに、市では、現在これらの検討結果をもとに、市では、現在これらの検討結果をもとに、

道内外の施設について調査を行っているほか、道内外の施設について調査を行っているほか、道内外の施設について調査を行っているほか、道内外の施設について調査を行っているほか、

米粉の普及推進に向けて、米粉商品の開発の米粉の普及推進に向けて、米粉商品の開発の米粉の普及推進に向けて、米粉商品の開発の米粉の普及推進に向けて、米粉商品の開発の

支援や啓発用パンフレットの作成等を行うと支援や啓発用パンフレットの作成等を行うと支援や啓発用パンフレットの作成等を行うと支援や啓発用パンフレットの作成等を行うと

ともに、米粉商品を製造する事業者が中心とともに、米粉商品を製造する事業者が中心とともに、米粉商品を製造する事業者が中心とともに、米粉商品を製造する事業者が中心と

なって設立された「美唄こめこ研究会」の活なって設立された「美唄こめこ研究会」の活なって設立された「美唄こめこ研究会」の活なって設立された「美唄こめこ研究会」の活

動を支援しているところでございます。動を支援しているところでございます。動を支援しているところでございます。動を支援しているところでございます。

次に、米粉製粉施設の立地に向けた考え方次に、米粉製粉施設の立地に向けた考え方次に、米粉製粉施設の立地に向けた考え方次に、米粉製粉施設の立地に向けた考え方

についてでありますが、美唄で生産された米についてでありますが、美唄で生産された米についてでありますが、美唄で生産された米についてでありますが、美唄で生産された米

が市内で加工、販売されることは、農業を中が市内で加工、販売されることは、農業を中が市内で加工、販売されることは、農業を中が市内で加工、販売されることは、農業を中

心とした産業連関により域内循環クラスター心とした産業連関により域内循環クラスター心とした産業連関により域内循環クラスター心とした産業連関により域内循環クラスター

が形成され、本市農業の振興策につながるもが形成され、本市農業の振興策につながるもが形成され、本市農業の振興策につながるもが形成され、本市農業の振興策につながるも

のと考えております。のと考えております。のと考えております。のと考えております。

今後コスト等について、さらに調査研究し、今後コスト等について、さらに調査研究し、今後コスト等について、さらに調査研究し、今後コスト等について、さらに調査研究し、

一定の方向性を示してまいりたいと考えてお一定の方向性を示してまいりたいと考えてお一定の方向性を示してまいりたいと考えてお一定の方向性を示してまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

次に、環境行政について、ポイ捨て条例の次に、環境行政について、ポイ捨て条例の次に、環境行政について、ポイ捨て条例の次に、環境行政について、ポイ捨て条例の

制定についてでありますが、市、事業者、市制定についてでありますが、市、事業者、市制定についてでありますが、市、事業者、市制定についてでありますが、市、事業者、市

民が一体となって地域の環境を保全し、資源民が一体となって地域の環境を保全し、資源民が一体となって地域の環境を保全し、資源民が一体となって地域の環境を保全し、資源

の循環的な利用を促進するとともに、空き缶の循環的な利用を促進するとともに、空き缶の循環的な利用を促進するとともに、空き缶の循環的な利用を促進するとともに、空き缶
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やたばこの吸い殻など、ごみの散乱を防止すやたばこの吸い殻など、ごみの散乱を防止すやたばこの吸い殻など、ごみの散乱を防止すやたばこの吸い殻など、ごみの散乱を防止す

る美しいまちづくりを進め、快適な生活環境る美しいまちづくりを進め、快適な生活環境る美しいまちづくりを進め、快適な生活環境る美しいまちづくりを進め、快適な生活環境

を考え、守ることが大切であると考えておりを考え、守ることが大切であると考えておりを考え、守ることが大切であると考えておりを考え、守ることが大切であると考えており

ます。ます。ます。ます。

市といたしましては、これまでポイ捨て条市といたしましては、これまでポイ捨て条市といたしましては、これまでポイ捨て条市といたしましては、これまでポイ捨て条

例を制定している自治体の状況などを調査し例を制定している自治体の状況などを調査し例を制定している自治体の状況などを調査し例を制定している自治体の状況などを調査し

てまいりましたが、道内におきましては約30てまいりましたが、道内におきましては約30てまいりましたが、道内におきましては約30てまいりましたが、道内におきましては約30

市町村が空き缶等の散乱防止等に関する条例市町村が空き缶等の散乱防止等に関する条例市町村が空き缶等の散乱防止等に関する条例市町村が空き缶等の散乱防止等に関する条例

を制定し、生活環境の保全に取り組んでいるを制定し、生活環境の保全に取り組んでいるを制定し、生活環境の保全に取り組んでいるを制定し、生活環境の保全に取り組んでいる

と承知しているところでございます。と承知しているところでございます。と承知しているところでございます。と承知しているところでございます。

今後におきましては、こうした先進自治体今後におきましては、こうした先進自治体今後におきましては、こうした先進自治体今後におきましては、こうした先進自治体

の取り組み状況を参考にしながら、本市の環の取り組み状況を参考にしながら、本市の環の取り組み状況を参考にしながら、本市の環の取り組み状況を参考にしながら、本市の環

境政策の基本となるような条例化の中でポイ境政策の基本となるような条例化の中でポイ境政策の基本となるような条例化の中でポイ境政策の基本となるような条例化の中でポイ

捨て防止についても検討してまいりたいと考捨て防止についても検討してまいりたいと考捨て防止についても検討してまいりたいと考捨て防止についても検討してまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に、美しきまちづくり条例との関連性に次に、美しきまちづくり条例との関連性に次に、美しきまちづくり条例との関連性に次に、美しきまちづくり条例との関連性に

ついてでありますが、市民が健康で文化的なついてでありますが、市民が健康で文化的なついてでありますが、市民が健康で文化的なついてでありますが、市民が健康で文化的な

生活を営むことができる生活環境を確保し、生活を営むことができる生活環境を確保し、生活を営むことができる生活環境を確保し、生活を営むことができる生活環境を確保し、

これを次代に引き継いでいくことが大切であこれを次代に引き継いでいくことが大切であこれを次代に引き継いでいくことが大切であこれを次代に引き継いでいくことが大切であ

ると考えております。制定の準備を進めておると考えております。制定の準備を進めておると考えております。制定の準備を進めておると考えております。制定の準備を進めてお

ります（仮称）「美しきまちづくり条例」は、ります（仮称）「美しきまちづくり条例」は、ります（仮称）「美しきまちづくり条例」は、ります（仮称）「美しきまちづくり条例」は、

本市の環境政策の基本となる条例にしたいと本市の環境政策の基本となる条例にしたいと本市の環境政策の基本となる条例にしたいと本市の環境政策の基本となる条例にしたいと

考えており、地球温暖化対策や環境対策全般考えており、地球温暖化対策や環境対策全般考えており、地球温暖化対策や環境対策全般考えており、地球温暖化対策や環境対策全般

について、環境負荷の低減を図るための基本について、環境負荷の低減を図るための基本について、環境負荷の低減を図るための基本について、環境負荷の低減を図るための基本

理念や、市、市民、事業者の役割などのほか、理念や、市、市民、事業者の役割などのほか、理念や、市、市民、事業者の役割などのほか、理念や、市、市民、事業者の役割などのほか、

空き缶等の散乱防止や生活環境を守るための空き缶等の散乱防止や生活環境を守るための空き缶等の散乱防止や生活環境を守るための空き缶等の散乱防止や生活環境を守るための

個別課題への具体的な対応なども盛り込んだ個別課題への具体的な対応なども盛り込んだ個別課題への具体的な対応なども盛り込んだ個別課題への具体的な対応なども盛り込んだ

実効性のある条例にしてまいりたいと考えて実効性のある条例にしてまいりたいと考えて実効性のある条例にしてまいりたいと考えて実効性のある条例にしてまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、東明公園の管理について、草刈りや次に、東明公園の管理について、草刈りや次に、東明公園の管理について、草刈りや次に、東明公園の管理について、草刈りや

ごみ清掃、照明灯の管理についてでありますごみ清掃、照明灯の管理についてでありますごみ清掃、照明灯の管理についてでありますごみ清掃、照明灯の管理についてであります

が、草刈り及びごみの清掃については、業者が、草刈り及びごみの清掃については、業者が、草刈り及びごみの清掃については、業者が、草刈り及びごみの清掃については、業者

委託により実施しており、草刈りは年３回、委託により実施しており、草刈りは年３回、委託により実施しており、草刈りは年３回、委託により実施しており、草刈りは年３回、

清掃は場所により週１回または月１回の頻度清掃は場所により週１回または月１回の頻度清掃は場所により週１回または月１回の頻度清掃は場所により週１回または月１回の頻度

で行っております。で行っております。で行っております。で行っております。

特にごみなどが散乱している場合には、公特にごみなどが散乱している場合には、公特にごみなどが散乱している場合には、公特にごみなどが散乱している場合には、公

園管理人等により、ごみの収集を行っており園管理人等により、ごみの収集を行っており園管理人等により、ごみの収集を行っており園管理人等により、ごみの収集を行っており

ます。ます。ます。ます。

また、照明灯の管理につきましても、公園また、照明灯の管理につきましても、公園また、照明灯の管理につきましても、公園また、照明灯の管理につきましても、公園

利用者などの防犯や安全を守ることから、照利用者などの防犯や安全を守ることから、照利用者などの防犯や安全を守ることから、照利用者などの防犯や安全を守ることから、照

明灯及び器具の破損の修繕などに努めており明灯及び器具の破損の修繕などに努めており明灯及び器具の破損の修繕などに努めており明灯及び器具の破損の修繕などに努めており

ます。ます。ます。ます。

次に、池での釣りや車による暴走について次に、池での釣りや車による暴走について次に、池での釣りや車による暴走について次に、池での釣りや車による暴走について

でありますが、池で釣りをしている人を見かでありますが、池で釣りをしている人を見かでありますが、池で釣りをしている人を見かでありますが、池で釣りをしている人を見か

けたときや情報をいただいた場合には、職員けたときや情報をいただいた場合には、職員けたときや情報をいただいた場合には、職員けたときや情報をいただいた場合には、職員

や公園管理人により指導を行っております。や公園管理人により指導を行っております。や公園管理人により指導を行っております。や公園管理人により指導を行っております。

公園内での車両による危険な走行等につき公園内での車両による危険な走行等につき公園内での車両による危険な走行等につき公園内での車両による危険な走行等につき

ましては、公園利用者の安全確保や公園施設ましては、公園利用者の安全確保や公園施設ましては、公園利用者の安全確保や公園施設ましては、公園利用者の安全確保や公園施設

を被害から守るため、美唄警察署との連携をを被害から守るため、美唄警察署との連携をを被害から守るため、美唄警察署との連携をを被害から守るため、美唄警察署との連携を

図り、適正に対処してまいりたいと考えてお図り、適正に対処してまいりたいと考えてお図り、適正に対処してまいりたいと考えてお図り、適正に対処してまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

次に、陸上競技場付近の防犯対策について次に、陸上競技場付近の防犯対策について次に、陸上競技場付近の防犯対策について次に、陸上競技場付近の防犯対策について

でありますが、陸上競技場付近の南側園路はでありますが、陸上競技場付近の南側園路はでありますが、陸上競技場付近の南側園路はでありますが、陸上競技場付近の南側園路は

公園施設等の利用者が通るメイン道路となっ公園施設等の利用者が通るメイン道路となっ公園施設等の利用者が通るメイン道路となっ公園施設等の利用者が通るメイン道路となっ

ておりますので、本年度予定しております陸ておりますので、本年度予定しております陸ておりますので、本年度予定しております陸ておりますので、本年度予定しております陸

上競技場トイレの改築に合わせ照明施設の設上競技場トイレの改築に合わせ照明施設の設上競技場トイレの改築に合わせ照明施設の設上競技場トイレの改築に合わせ照明施設の設

置を検討したいと考えております。置を検討したいと考えております。置を検討したいと考えております。置を検討したいと考えております。

次に、外灯等の設置についてでありますが、次に、外灯等の設置についてでありますが、次に、外灯等の設置についてでありますが、次に、外灯等の設置についてでありますが、

照明施設につきましては、公園全体の配置計照明施設につきましては、公園全体の配置計照明施設につきましては、公園全体の配置計照明施設につきましては、公園全体の配置計

画の中で整備を検討してまいりたいと考えて画の中で整備を検討してまいりたいと考えて画の中で整備を検討してまいりたいと考えて画の中で整備を検討してまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

●議長長岡正勝君 20番林 国夫君。●議長長岡正勝君 20番林 国夫君。●議長長岡正勝君 20番林 国夫君。●議長長岡正勝君 20番林 国夫君。

●20番林 国夫君 自席より再質問をさせて●20番林 国夫君 自席より再質問をさせて●20番林 国夫君 自席より再質問をさせて●20番林 国夫君 自席より再質問をさせて

いただきたいと考えております。いただきたいと考えております。いただきたいと考えております。いただきたいと考えております。

まず、食糧備蓄基地構想についてでありままず、食糧備蓄基地構想についてでありままず、食糧備蓄基地構想についてでありままず、食糧備蓄基地構想についてでありま

すが、かねてから美唄での構想ということですが、かねてから美唄での構想ということですが、かねてから美唄での構想ということですが、かねてから美唄での構想ということで

考えてきたようでございますが、なかなか見考えてきたようでございますが、なかなか見考えてきたようでございますが、なかなか見考えてきたようでございますが、なかなか見

えてこないというような部分もあるわけでごえてこないというような部分もあるわけでごえてこないというような部分もあるわけでごえてこないというような部分もあるわけでご
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ざいますが、美唄は雪を利用したそういったざいますが、美唄は雪を利用したそういったざいますが、美唄は雪を利用したそういったざいますが、美唄は雪を利用したそういった

施設、これが全道でも先駆けて進んでいるわ施設、これが全道でも先駆けて進んでいるわ施設、これが全道でも先駆けて進んでいるわ施設、これが全道でも先駆けて進んでいるわ

けでございますし、大量に備蓄をすることにけでございますし、大量に備蓄をすることにけでございますし、大量に備蓄をすることにけでございますし、大量に備蓄をすることに

なれば、長期の備蓄ということになるかと思なれば、長期の備蓄ということになるかと思なれば、長期の備蓄ということになるかと思なれば、長期の備蓄ということになるかと思

いますが、そういった面、美唄は雪を利用しいますが、そういった面、美唄は雪を利用しいますが、そういった面、美唄は雪を利用しいますが、そういった面、美唄は雪を利用し

た冷熱、冷温といいますか、そういったものた冷熱、冷温といいますか、そういったものた冷熱、冷温といいますか、そういったものた冷熱、冷温といいますか、そういったもの

を活用して進んでいるわけでございます。そを活用して進んでいるわけでございます。そを活用して進んでいるわけでございます。そを活用して進んでいるわけでございます。そ

うしたものをやはりひとつの運動展開の中でうしたものをやはりひとつの運動展開の中でうしたものをやはりひとつの運動展開の中でうしたものをやはりひとつの運動展開の中で

大きく取り上げて前向きに、あるいは検討し大きく取り上げて前向きに、あるいは検討し大きく取り上げて前向きに、あるいは検討し大きく取り上げて前向きに、あるいは検討し

たり、あるいは要望していくべきでないかとたり、あるいは要望していくべきでないかとたり、あるいは要望していくべきでないかとたり、あるいは要望していくべきでないかと

いうふうに考えております。立地条件で言いいうふうに考えております。立地条件で言いいうふうに考えております。立地条件で言いいうふうに考えております。立地条件で言い

ましても、非常に美唄は石狩湾だとか、都心ましても、非常に美唄は石狩湾だとか、都心ましても、非常に美唄は石狩湾だとか、都心ましても、非常に美唄は石狩湾だとか、都心

に近く、あるいは高速道路と、一般道路、利に近く、あるいは高速道路と、一般道路、利に近く、あるいは高速道路と、一般道路、利に近く、あるいは高速道路と、一般道路、利

便性のいい場所でありますから、そういった便性のいい場所でありますから、そういった便性のいい場所でありますから、そういった便性のいい場所でありますから、そういった

面も考慮しながら取り運んでいくべきでない面も考慮しながら取り運んでいくべきでない面も考慮しながら取り運んでいくべきでない面も考慮しながら取り運んでいくべきでない

かというふうに考えます。かというふうに考えます。かというふうに考えます。かというふうに考えます。

また、いま非常に公共事業等が少ない中にまた、いま非常に公共事業等が少ない中にまた、いま非常に公共事業等が少ない中にまた、いま非常に公共事業等が少ない中に

あって、これらのひとつの対策の中にもそうあって、これらのひとつの対策の中にもそうあって、これらのひとつの対策の中にもそうあって、これらのひとつの対策の中にもそう

いった事業を展開することによりまして、地いった事業を展開することによりまして、地いった事業を展開することによりまして、地いった事業を展開することによりまして、地

域が息づくというか、活性化につながる部分域が息づくというか、活性化につながる部分域が息づくというか、活性化につながる部分域が息づくというか、活性化につながる部分

も出てくるかというふうに思いますし、またも出てくるかというふうに思いますし、またも出てくるかというふうに思いますし、またも出てくるかというふうに思いますし、また

そういった基地ができますと、美唄にいろんそういった基地ができますと、美唄にいろんそういった基地ができますと、美唄にいろんそういった基地ができますと、美唄にいろん

な形で人が集まってくる、あるいはそういっな形で人が集まってくる、あるいはそういっな形で人が集まってくる、あるいはそういっな形で人が集まってくる、あるいはそういっ

た交流も盛んに行われてくるんでないかといた交流も盛んに行われてくるんでないかといた交流も盛んに行われてくるんでないかといた交流も盛んに行われてくるんでないかとい

うふうに考えております。そんなことから、うふうに考えております。そんなことから、うふうに考えております。そんなことから、うふうに考えております。そんなことから、

協力体制でもってこの備蓄構想に取り組んで協力体制でもってこの備蓄構想に取り組んで協力体制でもってこの備蓄構想に取り組んで協力体制でもってこの備蓄構想に取り組んで

いただきたいというふうに考えておりますが、いただきたいというふうに考えておりますが、いただきたいというふうに考えておりますが、いただきたいというふうに考えておりますが、

その辺につきまして再度、市長の考え方をおその辺につきまして再度、市長の考え方をおその辺につきまして再度、市長の考え方をおその辺につきまして再度、市長の考え方をお

伺いしたいと思います。伺いしたいと思います。伺いしたいと思います。伺いしたいと思います。

次に、米粉の施設についてでありますが、次に、米粉の施設についてでありますが、次に、米粉の施設についてでありますが、次に、米粉の施設についてでありますが、

道内では特に美唄は米粉で先頭となって取り道内では特に美唄は米粉で先頭となって取り道内では特に美唄は米粉で先頭となって取り道内では特に美唄は米粉で先頭となって取り

組んできているわけでございますが、これは組んできているわけでございますが、これは組んできているわけでございますが、これは組んできているわけでございますが、これは

新聞等でも非常に大きく取り上げられまして、新聞等でも非常に大きく取り上げられまして、新聞等でも非常に大きく取り上げられまして、新聞等でも非常に大きく取り上げられまして、

美唄は米粉の加工については、前向きに取り美唄は米粉の加工については、前向きに取り美唄は米粉の加工については、前向きに取り美唄は米粉の加工については、前向きに取り

組んでいると、こんな形で進んできているわ組んでいると、こんな形で進んできているわ組んでいると、こんな形で進んできているわ組んでいると、こんな形で進んできているわ

けでございますし、いま特にまちの企業の人けでございますし、いま特にまちの企業の人けでございますし、いま特にまちの企業の人けでございますし、いま特にまちの企業の人

たちがこういった気運も非常に高まってきてたちがこういった気運も非常に高まってきてたちがこういった気運も非常に高まってきてたちがこういった気運も非常に高まってきて

いると。そんなことから、何とか美唄で米粉いると。そんなことから、何とか美唄で米粉いると。そんなことから、何とか美唄で米粉いると。そんなことから、何とか美唄で米粉

の施設を立地しまして、それをひとつの美唄の施設を立地しまして、それをひとつの美唄の施設を立地しまして、それをひとつの美唄の施設を立地しまして、それをひとつの美唄

の目玉として他市にＰＲ、あるいはいろんなの目玉として他市にＰＲ、あるいはいろんなの目玉として他市にＰＲ、あるいはいろんなの目玉として他市にＰＲ、あるいはいろんな

面で異業種とのかかわりが出てくると思いま面で異業種とのかかわりが出てくると思いま面で異業種とのかかわりが出てくると思いま面で異業種とのかかわりが出てくると思いま

す。す。す。す。

それと、美唄でとれた、あるいは農産物のそれと、美唄でとれた、あるいは農産物のそれと、美唄でとれた、あるいは農産物のそれと、美唄でとれた、あるいは農産物の

消費が伸びると同時に、他町村とそういった消費が伸びると同時に、他町村とそういった消費が伸びると同時に、他町村とそういった消費が伸びると同時に、他町村とそういった

交流が深まることによって、美唄の位置づけ交流が深まることによって、美唄の位置づけ交流が深まることによって、美唄の位置づけ交流が深まることによって、美唄の位置づけ

といいますか、そういうものも出てくると思といいますか、そういうものも出てくると思といいますか、そういうものも出てくると思といいますか、そういうものも出てくると思

います。砂川等でもお菓子やパン等で、いろいます。砂川等でもお菓子やパン等で、いろいます。砂川等でもお菓子やパン等で、いろいます。砂川等でもお菓子やパン等で、いろ

いろお菓子のまちづくりもやっておりますが、いろお菓子のまちづくりもやっておりますが、いろお菓子のまちづくりもやっておりますが、いろお菓子のまちづくりもやっておりますが、

美唄は米粉を１つのキーワードにしながら、美唄は米粉を１つのキーワードにしながら、美唄は米粉を１つのキーワードにしながら、美唄は米粉を１つのキーワードにしながら、

そういった企業が盛り上がっているときでごそういった企業が盛り上がっているときでごそういった企業が盛り上がっているときでごそういった企業が盛り上がっているときでご

ざいますし、ぜひそういう部分を含んで考えざいますし、ぜひそういう部分を含んで考えざいますし、ぜひそういう部分を含んで考えざいますし、ぜひそういう部分を含んで考え

ていただければ、米粉の施設の立地に向けてていただければ、米粉の施設の立地に向けてていただければ、米粉の施設の立地に向けてていただければ、米粉の施設の立地に向けて

も積極的に取り組んでいくべき課題でないかも積極的に取り組んでいくべき課題でないかも積極的に取り組んでいくべき課題でないかも積極的に取り組んでいくべき課題でないか

というふうに考えておりますが、その辺につというふうに考えておりますが、その辺につというふうに考えておりますが、その辺につというふうに考えておりますが、その辺につ

いて再度お伺いをいたします。いて再度お伺いをいたします。いて再度お伺いをいたします。いて再度お伺いをいたします。

それから次に、「美しきまちづくり条例」それから次に、「美しきまちづくり条例」それから次に、「美しきまちづくり条例」それから次に、「美しきまちづくり条例」

のことでありますが、「美しき唄のまち条のことでありますが、「美しき唄のまち条のことでありますが、「美しき唄のまち条のことでありますが、「美しき唄のまち条

例」との関連についてでありますが、やはり例」との関連についてでありますが、やはり例」との関連についてでありますが、やはり例」との関連についてでありますが、やはり

ポイ捨て条例につきましては、私は個別条例ポイ捨て条例につきましては、私は個別条例ポイ捨て条例につきましては、私は個別条例ポイ捨て条例につきましては、私は個別条例

の制定が必要でないかというふうに考えていの制定が必要でないかというふうに考えていの制定が必要でないかというふうに考えていの制定が必要でないかというふうに考えてい

るわけです。やはりいまの現状を見ましてもるわけです。やはりいまの現状を見ましてもるわけです。やはりいまの現状を見ましてもるわけです。やはりいまの現状を見ましても

美しいまちづくりの条例の中に含めてやるこ美しいまちづくりの条例の中に含めてやるこ美しいまちづくりの条例の中に含めてやるこ美しいまちづくりの条例の中に含めてやるこ

とのインパクトの強さがどうなのかということのインパクトの強さがどうなのかということのインパクトの強さがどうなのかということのインパクトの強さがどうなのかというこ

とを考えたときに、やはりポイ捨てという１とを考えたときに、やはりポイ捨てという１とを考えたときに、やはりポイ捨てという１とを考えたときに、やはりポイ捨てという１

つの大きな部分でＰＲするべきでないかといつの大きな部分でＰＲするべきでないかといつの大きな部分でＰＲするべきでないかといつの大きな部分でＰＲするべきでないかとい

うふうに考えておりますんで、私は個別条例うふうに考えておりますんで、私は個別条例うふうに考えておりますんで、私は個別条例うふうに考えておりますんで、私は個別条例

の制定がいいのではないかというふうに考えの制定がいいのではないかというふうに考えの制定がいいのではないかというふうに考えの制定がいいのではないかというふうに考え

ておりますが、その辺につきまして再度考えておりますが、その辺につきまして再度考えておりますが、その辺につきまして再度考えておりますが、その辺につきまして再度考え
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方をお聞かせいただきたいと思います。方をお聞かせいただきたいと思います。方をお聞かせいただきたいと思います。方をお聞かせいただきたいと思います。

次に、公園管理についてでありますが、平次に、公園管理についてでありますが、平次に、公園管理についてでありますが、平次に、公園管理についてでありますが、平

成15年12月にゆ～りん館がオープンいたしま成15年12月にゆ～りん館がオープンいたしま成15年12月にゆ～りん館がオープンいたしま成15年12月にゆ～りん館がオープンいたしま

して、50万人を超えている、それから５月にして、50万人を超えている、それから５月にして、50万人を超えている、それから５月にして、50万人を超えている、それから５月に

オープンしたパークゴルフ場の利用者は4,600オープンしたパークゴルフ場の利用者は4,600オープンしたパークゴルフ場の利用者は4,600オープンしたパークゴルフ場の利用者は4,600

人となっておるというふうに聞いておるわけ人となっておるというふうに聞いておるわけ人となっておるというふうに聞いておるわけ人となっておるというふうに聞いておるわけ

でございます。そういった面から、非常にそでございます。そういった面から、非常にそでございます。そういった面から、非常にそでございます。そういった面から、非常にそ

の公園、ゆ～りん館に近いところに公園があの公園、ゆ～りん館に近いところに公園があの公園、ゆ～りん館に近いところに公園があの公園、ゆ～りん館に近いところに公園があ

るということから、多くの人が訪れてきているということから、多くの人が訪れてきているということから、多くの人が訪れてきているということから、多くの人が訪れてきてい

るというふうに思っているわけです。特に桜るというふうに思っているわけです。特に桜るというふうに思っているわけです。特に桜るというふうに思っているわけです。特に桜

の名所とも知られておりますし、桜の時期にの名所とも知られておりますし、桜の時期にの名所とも知られておりますし、桜の時期にの名所とも知られておりますし、桜の時期に

は市外から多くの人が来ております。は市外から多くの人が来ております。は市外から多くの人が来ております。は市外から多くの人が来ております。

また、先日でありますが、あそこのサン・また、先日でありますが、あそこのサン・また、先日でありますが、あそこのサン・また、先日でありますが、あそこのサン・

スポーツランドに全道小学生、少年テニス全スポーツランドに全道小学生、少年テニス全スポーツランドに全道小学生、少年テニス全スポーツランドに全道小学生、少年テニス全

道大会がありましたが、そこには子どもたち3道大会がありましたが、そこには子どもたち3道大会がありましたが、そこには子どもたち3道大会がありましたが、そこには子どもたち3

00名、それから父兄含めると500名ぐらいの人00名、それから父兄含めると500名ぐらいの人00名、それから父兄含めると500名ぐらいの人00名、それから父兄含めると500名ぐらいの人

が訪れてきております。そんなことから、美が訪れてきております。そんなことから、美が訪れてきております。そんなことから、美が訪れてきております。そんなことから、美

唄は交流を進めておりますし、ゆ～りん館や唄は交流を進めておりますし、ゆ～りん館や唄は交流を進めておりますし、ゆ～りん館や唄は交流を進めておりますし、ゆ～りん館や

パークゴルフはもちろんですが、隣接されてパークゴルフはもちろんですが、隣接されてパークゴルフはもちろんですが、隣接されてパークゴルフはもちろんですが、隣接されて

いる公園も重要な施設と、こう考えておりまいる公園も重要な施設と、こう考えておりまいる公園も重要な施設と、こう考えておりまいる公園も重要な施設と、こう考えておりま

す。す。す。す。

特に私は、明るい場所では、なかなか犯罪特に私は、明るい場所では、なかなか犯罪特に私は、明るい場所では、なかなか犯罪特に私は、明るい場所では、なかなか犯罪

が起きないというような考え方を持っておりが起きないというような考え方を持っておりが起きないというような考え方を持っておりが起きないというような考え方を持っており

ますし、何とか照明の問題も早急に考えていますし、何とか照明の問題も早急に考えていますし、何とか照明の問題も早急に考えていますし、何とか照明の問題も早急に考えてい

ただきたいと思いますし、そういったことでただきたいと思いますし、そういったことでただきたいと思いますし、そういったことでただきたいと思いますし、そういったことで

今後公園の整備については、強く要望しなが今後公園の整備については、強く要望しなが今後公園の整備については、強く要望しなが今後公園の整備については、強く要望しなが

ら、これは答弁は要りませんが、要望としてら、これは答弁は要りませんが、要望としてら、これは答弁は要りませんが、要望としてら、これは答弁は要りませんが、要望として

発言をさせていただきたいと思います。発言をさせていただきたいと思います。発言をさせていただきたいと思います。発言をさせていただきたいと思います。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君 林議員の再質問にお答え●市長桜井道夫君 林議員の再質問にお答え●市長桜井道夫君 林議員の再質問にお答え●市長桜井道夫君 林議員の再質問にお答え

します。します。します。します。

最初に、大規模食糧備蓄基地の誘致につい最初に、大規模食糧備蓄基地の誘致につい最初に、大規模食糧備蓄基地の誘致につい最初に、大規模食糧備蓄基地の誘致につい

てでありますが、本市は地域振興の観点から、てでありますが、本市は地域振興の観点から、てでありますが、本市は地域振興の観点から、てでありますが、本市は地域振興の観点から、

基幹産業である農業と雪冷房技術のノウハウ基幹産業である農業と雪冷房技術のノウハウ基幹産業である農業と雪冷房技術のノウハウ基幹産業である農業と雪冷房技術のノウハウ

を全面に出しまして、これらのモデル事業とを全面に出しまして、これらのモデル事業とを全面に出しまして、これらのモデル事業とを全面に出しまして、これらのモデル事業と

して誘致活動を続けてまいりたいと考えておして誘致活動を続けてまいりたいと考えておして誘致活動を続けてまいりたいと考えておして誘致活動を続けてまいりたいと考えてお

ります。ります。ります。ります。

次に、米粉施設の整備についてであります次に、米粉施設の整備についてであります次に、米粉施設の整備についてであります次に、米粉施設の整備についてであります

が、米粉によるまちおこしは、本市農業の振が、米粉によるまちおこしは、本市農業の振が、米粉によるまちおこしは、本市農業の振が、米粉によるまちおこしは、本市農業の振

興や産業の活性化につながるものと思われる興や産業の活性化につながるものと思われる興や産業の活性化につながるものと思われる興や産業の活性化につながるものと思われる

ことから、さらに調査研究し、今後一定の方ことから、さらに調査研究し、今後一定の方ことから、さらに調査研究し、今後一定の方ことから、さらに調査研究し、今後一定の方

向を示してまいりたいと考えております。向を示してまいりたいと考えております。向を示してまいりたいと考えております。向を示してまいりたいと考えております。

最後に、個別の条例制定についてでありま最後に、個別の条例制定についてでありま最後に、個別の条例制定についてでありま最後に、個別の条例制定についてでありま

すが、平成18年度の制定に向けて取り組みをすが、平成18年度の制定に向けて取り組みをすが、平成18年度の制定に向けて取り組みをすが、平成18年度の制定に向けて取り組みを

進めております（仮称）「美しきまちづくり進めております（仮称）「美しきまちづくり進めております（仮称）「美しきまちづくり進めております（仮称）「美しきまちづくり

条例」は、本市の環境政策の基本となる条例条例」は、本市の環境政策の基本となる条例条例」は、本市の環境政策の基本となる条例条例」は、本市の環境政策の基本となる条例

にしたいと考えており、空き缶やたばこの吸にしたいと考えており、空き缶やたばこの吸にしたいと考えており、空き缶やたばこの吸にしたいと考えており、空き缶やたばこの吸

い殻などのポイ捨てについては、地域の生活い殻などのポイ捨てについては、地域の生活い殻などのポイ捨てについては、地域の生活い殻などのポイ捨てについては、地域の生活

環境を守る市民の責務として環境美化などの環境を守る市民の責務として環境美化などの環境を守る市民の責務として環境美化などの環境を守る市民の責務として環境美化などの

個別課題として条項の中に明記してまいりた個別課題として条項の中に明記してまいりた個別課題として条項の中に明記してまいりた個別課題として条項の中に明記してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。●議長長岡正勝君 次に移ります。

17番吉田 栄君。17番吉田 栄君。17番吉田 栄君。17番吉田 栄君。

●17番吉田 栄君（登壇） 私は、17年第２●17番吉田 栄君（登壇） 私は、17年第２●17番吉田 栄君（登壇） 私は、17年第２●17番吉田 栄君（登壇） 私は、17年第２

回定例会に当たりまして、大綱２点について回定例会に当たりまして、大綱２点について回定例会に当たりまして、大綱２点について回定例会に当たりまして、大綱２点について

市長にお伺いをいたしたいと思います。市長にお伺いをいたしたいと思います。市長にお伺いをいたしたいと思います。市長にお伺いをいたしたいと思います。

きょうは６月21日、夏至でございます。夏きょうは６月21日、夏至でございます。夏きょうは６月21日、夏至でございます。夏きょうは６月21日、夏至でございます。夏

至といいますと、もう真夏に入ろうと、そう至といいますと、もう真夏に入ろうと、そう至といいますと、もう真夏に入ろうと、そう至といいますと、もう真夏に入ろうと、そう

いう時期でありまして、いつ何どき大雨の来いう時期でありまして、いつ何どき大雨の来いう時期でありまして、いつ何どき大雨の来いう時期でありまして、いつ何どき大雨の来

ることも予測のできない時期に入ったと言っることも予測のできない時期に入ったと言っることも予測のできない時期に入ったと言っることも予測のできない時期に入ったと言っ

てもいいかと思います。そこで、きょうは、てもいいかと思います。そこで、きょうは、てもいいかと思います。そこで、きょうは、てもいいかと思います。そこで、きょうは、

峰延市街の雨水対策、治水問題についてお伺峰延市街の雨水対策、治水問題についてお伺峰延市街の雨水対策、治水問題についてお伺峰延市街の雨水対策、治水問題についてお伺

いをしてみたいと思います。いをしてみたいと思います。いをしてみたいと思います。いをしてみたいと思います。

まず最初に、峰延の地形あるいは今日までまず最初に、峰延の地形あるいは今日までまず最初に、峰延の地形あるいは今日までまず最初に、峰延の地形あるいは今日まで

の歩み等、そして対策をとられてこられたとの歩み等、そして対策をとられてこられたとの歩み等、そして対策をとられてこられたとの歩み等、そして対策をとられてこられたと

思っておいででしたら、雨水対策についての思っておいででしたら、雨水対策についての思っておいででしたら、雨水対策についての思っておいででしたら、雨水対策についての

現状の認識についてお伺いをしたいと思いま現状の認識についてお伺いをしたいと思いま現状の認識についてお伺いをしたいと思いま現状の認識についてお伺いをしたいと思いま

す。す。す。す。
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市長の認識をお伺いする前に、私も峰延に市長の認識をお伺いする前に、私も峰延に市長の認識をお伺いする前に、私も峰延に市長の認識をお伺いする前に、私も峰延に

住んで約50年、さまざまな状況を見聞きして住んで約50年、さまざまな状況を見聞きして住んで約50年、さまざまな状況を見聞きして住んで約50年、さまざまな状況を見聞きして

まいりました。そんな経験をもとに、現状をまいりました。そんな経験をもとに、現状をまいりました。そんな経験をもとに、現状をまいりました。そんな経験をもとに、現状を

どう見るかということについて私の見識を申どう見るかということについて私の見識を申どう見るかということについて私の見識を申どう見るかということについて私の見識を申

し上げてみたいと思います。し上げてみたいと思います。し上げてみたいと思います。し上げてみたいと思います。

ご案内のように、峰延の市街地というのは、ご案内のように、峰延の市街地というのは、ご案内のように、峰延の市街地というのは、ご案内のように、峰延の市街地というのは、

いわば西洋皿の片一方を少し高くして、国道1いわば西洋皿の片一方を少し高くして、国道1いわば西洋皿の片一方を少し高くして、国道1いわば西洋皿の片一方を少し高くして、国道1

2号線を一番下にした、そういう地形にござい2号線を一番下にした、そういう地形にござい2号線を一番下にした、そういう地形にござい2号線を一番下にした、そういう地形にござい

まして、南北の交通の境目というのは道道峰まして、南北の交通の境目というのは道道峰まして、南北の交通の境目というのは道道峰まして、南北の交通の境目というのは道道峰

延三笠線、これを頂点にして南北に水が流れ延三笠線、これを頂点にして南北に水が流れ延三笠線、これを頂点にして南北に水が流れ延三笠線、これを頂点にして南北に水が流れ

る仕組みになってございます。きょう取り上る仕組みになってございます。きょう取り上る仕組みになってございます。きょう取り上る仕組みになってございます。きょう取り上

げようと思いますのは、峰延市街地の南側のげようと思いますのは、峰延市街地の南側のげようと思いますのは、峰延市街地の南側のげようと思いますのは、峰延市街地の南側の

沢地問題であります。この沢地の問題という沢地問題であります。この沢地の問題という沢地問題であります。この沢地の問題という沢地問題であります。この沢地の問題という

のは、余り論ぜられたことはございません。のは、余り論ぜられたことはございません。のは、余り論ぜられたことはございません。のは、余り論ぜられたことはございません。

といいますことは、30年ほど前にさかのぼりといいますことは、30年ほど前にさかのぼりといいますことは、30年ほど前にさかのぼりといいますことは、30年ほど前にさかのぼり

ますが、峰延小学校があの山手の方に移転いますが、峰延小学校があの山手の方に移転いますが、峰延小学校があの山手の方に移転いますが、峰延小学校があの山手の方に移転い

たしました。現在学校のキャンパスというのたしました。現在学校のキャンパスというのたしました。現在学校のキャンパスというのたしました。現在学校のキャンパスというの

は、かつては畑であり、山林でありました。は、かつては畑であり、山林でありました。は、かつては畑であり、山林でありました。は、かつては畑であり、山林でありました。

ですから、そこに降った雨というのは、そのですから、そこに降った雨というのは、そのですから、そこに降った雨というのは、そのですから、そこに降った雨というのは、その

多くが北海道の土中に吸い込まれるという状多くが北海道の土中に吸い込まれるという状多くが北海道の土中に吸い込まれるという状多くが北海道の土中に吸い込まれるという状

況だと。さらに、峰延小学校の現在の南側、況だと。さらに、峰延小学校の現在の南側、況だと。さらに、峰延小学校の現在の南側、況だと。さらに、峰延小学校の現在の南側、

これも山林であり畑でありました。これも山林であり畑でありました。これも山林であり畑でありました。これも山林であり畑でありました。

いまは、水田にかわっております。水田といまは、水田にかわっております。水田といまは、水田にかわっております。水田といまは、水田にかわっております。水田と

いうのは、雨が降る時期というのはおおむねいうのは、雨が降る時期というのはおおむねいうのは、雨が降る時期というのはおおむねいうのは、雨が降る時期というのはおおむね

水が張られております。雨が降ってくれば、水が張られております。雨が降ってくれば、水が張られております。雨が降ってくれば、水が張られております。雨が降ってくれば、

その分は余分な水として低い方に流れ込む、その分は余分な水として低い方に流れ込む、その分は余分な水として低い方に流れ込む、その分は余分な水として低い方に流れ込む、

そういう大きな変化が生じてまいりました。そういう大きな変化が生じてまいりました。そういう大きな変化が生じてまいりました。そういう大きな変化が生じてまいりました。

さらに、小学校の東側になりますと、農材工さらに、小学校の東側になりますと、農材工さらに、小学校の東側になりますと、農材工さらに、小学校の東側になりますと、農材工

業というそれなりの生産工場が出現いたしま業というそれなりの生産工場が出現いたしま業というそれなりの生産工場が出現いたしま業というそれなりの生産工場が出現いたしま

した。土管製品の置き場として、多くの敷地した。土管製品の置き場として、多くの敷地した。土管製品の置き場として、多くの敷地した。土管製品の置き場として、多くの敷地

を土管の粉で、その粉砕したもので地固めをを土管の粉で、その粉砕したもので地固めをを土管の粉で、その粉砕したもので地固めをを土管の粉で、その粉砕したもので地固めを

して置き場にしてございます。そこに降ったして置き場にしてございます。そこに降ったして置き場にしてございます。そこに降ったして置き場にしてございます。そこに降った

雨も当然ながら低い方に全量流れてくる、そ雨も当然ながら低い方に全量流れてくる、そ雨も当然ながら低い方に全量流れてくる、そ雨も当然ながら低い方に全量流れてくる、そ

ういう状況に変化いたしました。さらに、駅ういう状況に変化いたしました。さらに、駅ういう状況に変化いたしました。さらに、駅ういう状況に変化いたしました。さらに、駅

前真っすぐ小学校に向かいます市道、この南前真っすぐ小学校に向かいます市道、この南前真っすぐ小学校に向かいます市道、この南前真っすぐ小学校に向かいます市道、この南

側というのもかつては、30年前はろくな民家側というのもかつては、30年前はろくな民家側というのもかつては、30年前はろくな民家側というのもかつては、30年前はろくな民家

がありませんでしたが、現在は住宅地としてがありませんでしたが、現在は住宅地としてがありませんでしたが、現在は住宅地としてがありませんでしたが、現在は住宅地として

の体面を保つ状況に相なりました。そしてまの体面を保つ状況に相なりました。そしてまの体面を保つ状況に相なりました。そしてまの体面を保つ状況に相なりました。そしてま

た、もとの小学校の跡地、これも学校のキャた、もとの小学校の跡地、これも学校のキャた、もとの小学校の跡地、これも学校のキャた、もとの小学校の跡地、これも学校のキャ

ンパスだったものが住宅地にさま変わりをいンパスだったものが住宅地にさま変わりをいンパスだったものが住宅地にさま変わりをいンパスだったものが住宅地にさま変わりをい

たしました。道路はアスファルト、そして屋たしました。道路はアスファルト、そして屋たしました。道路はアスファルト、そして屋たしました。道路はアスファルト、そして屋

根に落ちた雨水はすべて下に落ちていって、根に落ちた雨水はすべて下に落ちていって、根に落ちた雨水はすべて下に落ちていって、根に落ちた雨水はすべて下に落ちていって、

そして低い方に流れ込む、そういう状況に変そして低い方に流れ込む、そういう状況に変そして低い方に流れ込む、そういう状況に変そして低い方に流れ込む、そういう状況に変

化をしております。化をしております。化をしております。化をしております。

何よりも大きな変化というのは、市街地の何よりも大きな変化というのは、市街地の何よりも大きな変化というのは、市街地の何よりも大きな変化というのは、市街地の

東にあります市営住宅の敷地であります。東にあります市営住宅の敷地であります。東にあります市営住宅の敷地であります。東にあります市営住宅の敷地であります。

道路は勿論のこと、そして庭先まで敷き詰道路は勿論のこと、そして庭先まで敷き詰道路は勿論のこと、そして庭先まで敷き詰道路は勿論のこと、そして庭先まで敷き詰

められたアスファルトあるいは砂利、そういめられたアスファルトあるいは砂利、そういめられたアスファルトあるいは砂利、そういめられたアスファルトあるいは砂利、そうい

う状況に相なってございます。そういう環境う状況に相なってございます。そういう環境う状況に相なってございます。そういう環境う状況に相なってございます。そういう環境

の変化によって、現在はあの南側にございまの変化によって、現在はあの南側にございまの変化によって、現在はあの南側にございまの変化によって、現在はあの南側にございま

す沢地、沢地といいましてもおよそ１町歩余す沢地、沢地といいましてもおよそ１町歩余す沢地、沢地といいましてもおよそ１町歩余す沢地、沢地といいましてもおよそ１町歩余

りの水田がそこには存在しておりました。聞りの水田がそこには存在しておりました。聞りの水田がそこには存在しておりました。聞りの水田がそこには存在しておりました。聞

くところによると、昭和の初期から水田が耕くところによると、昭和の初期から水田が耕くところによると、昭和の初期から水田が耕くところによると、昭和の初期から水田が耕

されていたと、その前は大正の初めごろからされていたと、その前は大正の初めごろからされていたと、その前は大正の初めごろからされていたと、その前は大正の初めごろから

畑に開拓されて、そこに住みついたと。住宅畑に開拓されて、そこに住みついたと。住宅畑に開拓されて、そこに住みついたと。住宅畑に開拓されて、そこに住みついたと。住宅

が建ったのは、昭和20年の初期だったそうでが建ったのは、昭和20年の初期だったそうでが建ったのは、昭和20年の初期だったそうでが建ったのは、昭和20年の初期だったそうで

ございますが、それ以来あの沢地のちょうどございますが、それ以来あの沢地のちょうどございますが、それ以来あの沢地のちょうどございますが、それ以来あの沢地のちょうど

真ん中あたりに１軒の市民が住居を構えてい真ん中あたりに１軒の市民が住居を構えてい真ん中あたりに１軒の市民が住居を構えてい真ん中あたりに１軒の市民が住居を構えてい

るという状況にございます。るという状況にございます。るという状況にございます。るという状況にございます。

そういう中で、いままで雨水で、大雨降っそういう中で、いままで雨水で、大雨降っそういう中で、いままで雨水で、大雨降っそういう中で、いままで雨水で、大雨降っ

たときに水害という、この二文字に象徴されたときに水害という、この二文字に象徴されたときに水害という、この二文字に象徴されたときに水害という、この二文字に象徴され

るような現象はなかったということでありまるような現象はなかったということでありまるような現象はなかったということでありまるような現象はなかったということでありま

すが、昨年８月４日の大雨、これは余り記憶すが、昨年８月４日の大雨、これは余り記憶すが、昨年８月４日の大雨、これは余り記憶すが、昨年８月４日の大雨、これは余り記憶

にない方も多くいらっしゃると思うのですが、にない方も多くいらっしゃると思うのですが、にない方も多くいらっしゃると思うのですが、にない方も多くいらっしゃると思うのですが、

８月４日の大雨というのは、気象観測所に問８月４日の大雨というのは、気象観測所に問８月４日の大雨というのは、気象観測所に問８月４日の大雨というのは、気象観測所に問

い合わせてみたところ、美唄地区は82ミリ降い合わせてみたところ、美唄地区は82ミリ降い合わせてみたところ、美唄地区は82ミリ降い合わせてみたところ、美唄地区は82ミリ降

ったそうであります。82ミリ、わずかなもんったそうであります。82ミリ、わずかなもんったそうであります。82ミリ、わずかなもんったそうであります。82ミリ、わずかなもん

だと、こう思いがちなんですが、その82ミリだと、こう思いがちなんですが、その82ミリだと、こう思いがちなんですが、その82ミリだと、こう思いがちなんですが、その82ミリ
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のうち70ミリが１時間に降ったと、そういうのうち70ミリが１時間に降ったと、そういうのうち70ミリが１時間に降ったと、そういうのうち70ミリが１時間に降ったと、そういう

記録になってございます。その雨によって、記録になってございます。その雨によって、記録になってございます。その雨によって、記録になってございます。その雨によって、

沢地に建設されている住宅の床下の地上すれ沢地に建設されている住宅の床下の地上すれ沢地に建設されている住宅の床下の地上すれ沢地に建設されている住宅の床下の地上すれ

すれまで来た。それより若干低いのかなと思すれまで来た。それより若干低いのかなと思すれまで来た。それより若干低いのかなと思すれまで来た。それより若干低いのかなと思

われるところに建っています納屋の床は水浸われるところに建っています納屋の床は水浸われるところに建っています納屋の床は水浸われるところに建っています納屋の床は水浸

しになったと、そういう状況、どんな現象がしになったと、そういう状況、どんな現象がしになったと、そういう状況、どんな現象がしになったと、そういう状況、どんな現象が

あったかといいますと、市営住宅の建っていあったかといいますと、市営住宅の建っていあったかといいますと、市営住宅の建っていあったかといいますと、市営住宅の建ってい

るあのところを沢に向けて水路をつくってあるあのところを沢に向けて水路をつくってあるあのところを沢に向けて水路をつくってあるあのところを沢に向けて水路をつくってあ

るんです。当時のあそこにお住まいになってるんです。当時のあそこにお住まいになってるんです。当時のあそこにお住まいになってるんです。当時のあそこにお住まいになって

いる方のご主人と役所の方と話し合いを持っいる方のご主人と役所の方と話し合いを持っいる方のご主人と役所の方と話し合いを持っいる方のご主人と役所の方と話し合いを持っ

たそうですが、たまたまその方はかつては市たそうですが、たまたまその方はかつては市たそうですが、たまたまその方はかつては市たそうですが、たまたまその方はかつては市

役所にお勤めの経歴もありまして、役所に余役所にお勤めの経歴もありまして、役所に余役所にお勤めの経歴もありまして、役所に余役所にお勤めの経歴もありまして、役所に余

り文句も言えんということで、妥協したんでり文句も言えんということで、妥協したんでり文句も言えんということで、妥協したんでり文句も言えんということで、妥協したんで

しょう、およそ40センチぐらいの何管というしょう、およそ40センチぐらいの何管というしょう、およそ40センチぐらいの何管というしょう、およそ40センチぐらいの何管という

んですか、ブリキでできた半円の管が入ってんですか、ブリキでできた半円の管が入ってんですか、ブリキでできた半円の管が入ってんですか、ブリキでできた半円の管が入って

ございます。その管をあふれて水しぶきを上ございます。その管をあふれて水しぶきを上ございます。その管をあふれて水しぶきを上ございます。その管をあふれて水しぶきを上

げながら滝のように落ちていた状況というのげながら滝のように落ちていた状況というのげながら滝のように落ちていた状況というのげながら滝のように落ちていた状況というの

が写真でも残されておりました。その現象は、が写真でも残されておりました。その現象は、が写真でも残されておりました。その現象は、が写真でも残されておりました。その現象は、

役所からも現地を見に来た職員がおりますか役所からも現地を見に来た職員がおりますか役所からも現地を見に来た職員がおりますか役所からも現地を見に来た職員がおりますか

ら、それはお聞きいただければその状況はわら、それはお聞きいただければその状況はわら、それはお聞きいただければその状況はわら、それはお聞きいただければその状況はわ

かると思います。そのときに、落ちた水がスかると思います。そのときに、落ちた水がスかると思います。そのときに、落ちた水がスかると思います。そのときに、落ちた水がス

ムーズに流れるようにＵ字溝が入ってございムーズに流れるようにＵ字溝が入ってございムーズに流れるようにＵ字溝が入ってございムーズに流れるようにＵ字溝が入ってござい

ますが、そのＵ字溝にふたをしてあげますと、ますが、そのＵ字溝にふたをしてあげますと、ますが、そのＵ字溝にふたをしてあげますと、ますが、そのＵ字溝にふたをしてあげますと、

そういう手だてをとっていただいたそうですそういう手だてをとっていただいたそうですそういう手だてをとっていただいたそうですそういう手だてをとっていただいたそうです

が、しかしそれは通常はふたがあれば、どうが、しかしそれは通常はふたがあれば、どうが、しかしそれは通常はふたがあれば、どうが、しかしそれは通常はふたがあれば、どう

のこうのというものじゃなくて、ふたがあっのこうのというものじゃなくて、ふたがあっのこうのというものじゃなくて、ふたがあっのこうのというものじゃなくて、ふたがあっ

ても何があっても、先ほど申し上げたようにても何があっても、先ほど申し上げたようにても何があっても、先ほど申し上げたようにても何があっても、先ほど申し上げたように

南から東から、そして北東から沢への流れ込南から東から、そして北東から沢への流れ込南から東から、そして北東から沢への流れ込南から東から、そして北東から沢への流れ込

む水の量からすると到底いかんともしがたいむ水の量からすると到底いかんともしがたいむ水の量からすると到底いかんともしがたいむ水の量からすると到底いかんともしがたい

状況になってしまっているという状況にござ状況になってしまっているという状況にござ状況になってしまっているという状況にござ状況になってしまっているという状況にござ

います。います。います。います。

そんなことなもんですから、お尋ねしたいそんなことなもんですから、お尋ねしたいそんなことなもんですから、お尋ねしたいそんなことなもんですから、お尋ねしたい

ことは、不測の事態が生じた大雨のときに、ことは、不測の事態が生じた大雨のときに、ことは、不測の事態が生じた大雨のときに、ことは、不測の事態が生じた大雨のときに、

市として何とかこれはしてあげなくちゃなら市として何とかこれはしてあげなくちゃなら市として何とかこれはしてあげなくちゃなら市として何とかこれはしてあげなくちゃなら

んというお気持ちになっていただけるのかどんというお気持ちになっていただけるのかどんというお気持ちになっていただけるのかどんというお気持ちになっていただけるのかど

うかと。たった１人ならそこから１人が出てうかと。たった１人ならそこから１人が出てうかと。たった１人ならそこから１人が出てうかと。たった１人ならそこから１人が出て

いけばいいんでないかと、こういうことにないけばいいんでないかと、こういうことにないけばいいんでないかと、こういうことにないけばいいんでないかと、こういうことにな

るもんなのか、あるいは行政は１人のためにるもんなのか、あるいは行政は１人のためにるもんなのか、あるいは行政は１人のためにるもんなのか、あるいは行政は１人のために

も云々というように、たとえ１人であってもも云々というように、たとえ１人であってもも云々というように、たとえ１人であってもも云々というように、たとえ１人であっても

生命と財産を守るという立場で、その改善策生命と財産を守るという立場で、その改善策生命と財産を守るという立場で、その改善策生命と財産を守るという立場で、その改善策

について気を使われるのかどうか、基本的なについて気を使われるのかどうか、基本的なについて気を使われるのかどうか、基本的なについて気を使われるのかどうか、基本的な

市長の認識を伺うものであります。市長の認識を伺うものであります。市長の認識を伺うものであります。市長の認識を伺うものであります。

さて、２つ目は、農業問題についてお尋ねさて、２つ目は、農業問題についてお尋ねさて、２つ目は、農業問題についてお尋ねさて、２つ目は、農業問題についてお尋ね

をしたいと思います。農業問題に具体的な話をしたいと思います。農業問題に具体的な話をしたいと思います。農業問題に具体的な話をしたいと思います。農業問題に具体的な話

に入る前に、美唄の現状について触れてみたに入る前に、美唄の現状について触れてみたに入る前に、美唄の現状について触れてみたに入る前に、美唄の現状について触れてみた

いと思うんであります。いと思うんであります。いと思うんであります。いと思うんであります。

ご承知のように、昨今自治体の合併問題とご承知のように、昨今自治体の合併問題とご承知のように、昨今自治体の合併問題とご承知のように、昨今自治体の合併問題と

いうのが大きな議論となって、美唄市も真剣いうのが大きな議論となって、美唄市も真剣いうのが大きな議論となって、美唄市も真剣いうのが大きな議論となって、美唄市も真剣

に、しかも深刻に議論を積み上げて自立の道に、しかも深刻に議論を積み上げて自立の道に、しかも深刻に議論を積み上げて自立の道に、しかも深刻に議論を積み上げて自立の道

を選択いたしました。そしていまは、自立推を選択いたしました。そしていまは、自立推を選択いたしました。そしていまは、自立推を選択いたしました。そしていまは、自立推

進計画の特別委員会も設置をして今後におけ進計画の特別委員会も設置をして今後におけ進計画の特別委員会も設置をして今後におけ進計画の特別委員会も設置をして今後におけ

る美唄のまちの活性化に向けて、どうあるべる美唄のまちの活性化に向けて、どうあるべる美唄のまちの活性化に向けて、どうあるべる美唄のまちの活性化に向けて、どうあるべ

きか、どう施策を講ずるべきかという議論をきか、どう施策を講ずるべきかという議論をきか、どう施策を講ずるべきかという議論をきか、どう施策を講ずるべきかという議論を

いま展開しているさなかにあると思います。いま展開しているさなかにあると思います。いま展開しているさなかにあると思います。いま展開しているさなかにあると思います。

さて、自立をするということは、美唄市のさて、自立をするということは、美唄市のさて、自立をするということは、美唄市のさて、自立をするということは、美唄市の

経済がどう確保できるか、維持できるかと、経済がどう確保できるか、維持できるかと、経済がどう確保できるか、維持できるかと、経済がどう確保できるか、維持できるかと、

そして向上に向けた施策をどう展開していくそして向上に向けた施策をどう展開していくそして向上に向けた施策をどう展開していくそして向上に向けた施策をどう展開していく

かという基本的な基盤議論が大変重要になっかという基本的な基盤議論が大変重要になっかという基本的な基盤議論が大変重要になっかという基本的な基盤議論が大変重要になっ

てくるのではなかろうかと、こう思います。てくるのではなかろうかと、こう思います。てくるのではなかろうかと、こう思います。てくるのではなかろうかと、こう思います。

しかるに、いま美唄の商業問題、先ほど来同しかるに、いま美唄の商業問題、先ほど来同しかるに、いま美唄の商業問題、先ほど来同しかるに、いま美唄の商業問題、先ほど来同

僚議員の議論を聞いていましても、中心市街僚議員の議論を聞いていましても、中心市街僚議員の議論を聞いていましても、中心市街僚議員の議論を聞いていましても、中心市街

地の現状、ただ１つそれを見ただけでも近隣地の現状、ただ１つそれを見ただけでも近隣地の現状、ただ１つそれを見ただけでも近隣地の現状、ただ１つそれを見ただけでも近隣

に進出してきた大型店の大きな影響を受けて、に進出してきた大型店の大きな影響を受けて、に進出してきた大型店の大きな影響を受けて、に進出してきた大型店の大きな影響を受けて、

美唄の商業にかかわる経済環境というのがど美唄の商業にかかわる経済環境というのがど美唄の商業にかかわる経済環境というのがど美唄の商業にかかわる経済環境というのがど

うなっていくんだろうかという危惧が大きくうなっていくんだろうかという危惧が大きくうなっていくんだろうかという危惧が大きくうなっていくんだろうかという危惧が大きく

横たわっているという状況にあろうと思いま横たわっているという状況にあろうと思いま横たわっているという状況にあろうと思いま横たわっているという状況にあろうと思いま

す。す。す。す。

工業、いわゆる２次産業、これもさまざま工業、いわゆる２次産業、これもさまざま工業、いわゆる２次産業、これもさまざま工業、いわゆる２次産業、これもさまざま
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な環境の変化と事情によって撤退をすると、な環境の変化と事情によって撤退をすると、な環境の変化と事情によって撤退をすると、な環境の変化と事情によって撤退をすると、

閉鎖をするという状況も今日的にまだ続いて閉鎖をするという状況も今日的にまだ続いて閉鎖をするという状況も今日的にまだ続いて閉鎖をするという状況も今日的にまだ続いて

いると言っても過言ではないと思います。建いると言っても過言ではないと思います。建いると言っても過言ではないと思います。建いると言っても過言ではないと思います。建

設業はどうか、これまた公共事業の大きな後設業はどうか、これまた公共事業の大きな後設業はどうか、これまた公共事業の大きな後設業はどうか、これまた公共事業の大きな後

退によって、この先どう企業の維持を図って退によって、この先どう企業の維持を図って退によって、この先どう企業の維持を図って退によって、この先どう企業の維持を図って

いくかということでの大変な状況にあろうかいくかということでの大変な状況にあろうかいくかということでの大変な状況にあろうかいくかということでの大変な状況にあろうか

と思います。そういう中にあって、農業はとと思います。そういう中にあって、農業はとと思います。そういう中にあって、農業はとと思います。そういう中にあって、農業はと

いいますと、申し上げるまでもなく美唄においいますと、申し上げるまでもなく美唄においいますと、申し上げるまでもなく美唄においいますと、申し上げるまでもなく美唄にお

ける農業というのは基幹産業であります。だける農業というのは基幹産業であります。だける農業というのは基幹産業であります。だける農業というのは基幹産業であります。だ

れもがそう思い、認識をしております。そのれもがそう思い、認識をしております。そのれもがそう思い、認識をしております。そのれもがそう思い、認識をしております。その

農業の中でも主体をなすのは、何といっても農業の中でも主体をなすのは、何といっても農業の中でも主体をなすのは、何といっても農業の中でも主体をなすのは、何といっても

稲作農業ではないでしょうか。これは、１つ稲作農業ではないでしょうか。これは、１つ稲作農業ではないでしょうか。これは、１つ稲作農業ではないでしょうか。これは、１つ

の例でございますが、16年度における美唄市の例でございますが、16年度における美唄市の例でございますが、16年度における美唄市の例でございますが、16年度における美唄市

農協管内の米の出荷状況、これもどこかでお農協管内の米の出荷状況、これもどこかでお農協管内の米の出荷状況、これもどこかでお農協管内の米の出荷状況、これもどこかでお

話したことがあろうかと思いますが、出荷契話したことがあろうかと思いますが、出荷契話したことがあろうかと思いますが、出荷契話したことがあろうかと思いますが、出荷契

約数量に到達できなかった。19万8,358俵だっ約数量に到達できなかった。19万8,358俵だっ約数量に到達できなかった。19万8,358俵だっ約数量に到達できなかった。19万8,358俵だっ

たと。これは、出荷契約数量に対して88％とたと。これは、出荷契約数量に対して88％とたと。これは、出荷契約数量に対して88％とたと。これは、出荷契約数量に対して88％と

いう状況であったと思います。規格外とかくいう状況であったと思います。規格外とかくいう状況であったと思います。規格外とかくいう状況であったと思います。規格外とかく

ず米を入れると契約数量に形としては到達しず米を入れると契約数量に形としては到達しず米を入れると契約数量に形としては到達しず米を入れると契約数量に形としては到達し

たと、101％であったと思います。たと、101％であったと思います。たと、101％であったと思います。たと、101％であったと思います。

問題は、その出荷数量に対する価格の関係問題は、その出荷数量に対する価格の関係問題は、その出荷数量に対する価格の関係問題は、その出荷数量に対する価格の関係

で見ますと、24億3,189万円と、24億だったわで見ますと、24億3,189万円と、24億だったわで見ますと、24億3,189万円と、24億だったわで見ますと、24億3,189万円と、24億だったわ

けです。これは、出荷契約全量をお金にかえけです。これは、出荷契約全量をお金にかえけです。これは、出荷契約全量をお金にかえけです。これは、出荷契約全量をお金にかえ

たとすると、その金額との兼ね合いを考えまたとすると、その金額との兼ね合いを考えまたとすると、その金額との兼ね合いを考えまたとすると、その金額との兼ね合いを考えま

すと、67％という状況に終わったと、こういすと、67％という状況に終わったと、こういすと、67％という状況に終わったと、こういすと、67％という状況に終わったと、こうい

うことになってございます。うことになってございます。うことになってございます。うことになってございます。

一方、美唄市農協の農産物取り扱い全量の一方、美唄市農協の農産物取り扱い全量の一方、美唄市農協の農産物取り扱い全量の一方、美唄市農協の農産物取り扱い全量の

金額が34億9,400万円であります。この35億、金額が34億9,400万円であります。この35億、金額が34億9,400万円であります。この35億、金額が34億9,400万円であります。この35億、

これの中に占める米の扱い量というのは、計これの中に占める米の扱い量というのは、計これの中に占める米の扱い量というのは、計これの中に占める米の扱い量というのは、計

画対比では67％でありながらも24億という数画対比では67％でありながらも24億という数画対比では67％でありながらも24億という数画対比では67％でありながらも24億という数

字は69％に達しているのです。ですから、い字は69％に達しているのです。ですから、い字は69％に達しているのです。ですから、い字は69％に達しているのです。ですから、い

かに稲作農業の大切さ、美唄市経済の大きなかに稲作農業の大切さ、美唄市経済の大きなかに稲作農業の大切さ、美唄市経済の大きなかに稲作農業の大切さ、美唄市経済の大きな

担い手だと、こう言わざるを得ないのが美唄担い手だと、こう言わざるを得ないのが美唄担い手だと、こう言わざるを得ないのが美唄担い手だと、こう言わざるを得ないのが美唄

市の稲作農業ではないでしょうか。そんなふ市の稲作農業ではないでしょうか。そんなふ市の稲作農業ではないでしょうか。そんなふ市の稲作農業ではないでしょうか。そんなふ

うに考えますとき、何といってもこの美唄のうに考えますとき、何といってもこの美唄のうに考えますとき、何といってもこの美唄のうに考えますとき、何といってもこの美唄の

稲作農業を守りきらんならないと、そして右稲作農業を守りきらんならないと、そして右稲作農業を守りきらんならないと、そして右稲作農業を守りきらんならないと、そして右

肩上がりの状況を構築していかなければなら肩上がりの状況を構築していかなければなら肩上がりの状況を構築していかなければなら肩上がりの状況を構築していかなければなら

ないというのが、それが市長の大きな役割でないというのが、それが市長の大きな役割でないというのが、それが市長の大きな役割でないというのが、それが市長の大きな役割で

ないだろうかと、こう思うわけでありますが、ないだろうかと、こう思うわけでありますが、ないだろうかと、こう思うわけでありますが、ないだろうかと、こう思うわけでありますが、

市長の認識を伺うわけであります。市長の認識を伺うわけであります。市長の認識を伺うわけであります。市長の認識を伺うわけであります。

さて、右肩上がりの稲作農業の状況をどうさて、右肩上がりの稲作農業の状況をどうさて、右肩上がりの稲作農業の状況をどうさて、右肩上がりの稲作農業の状況をどう

構築するかという問題について、私は昨年12構築するかという問題について、私は昨年12構築するかという問題について、私は昨年12構築するかという問題について、私は昨年12

月第４回定例会、そして本年の第１回定例会月第４回定例会、そして本年の第１回定例会月第４回定例会、そして本年の第１回定例会月第４回定例会、そして本年の第１回定例会

で、昨年９月末以降マスコミで大きく取り上で、昨年９月末以降マスコミで大きく取り上で、昨年９月末以降マスコミで大きく取り上で、昨年９月末以降マスコミで大きく取り上

げられた「おぼろづき」の問題について市長げられた「おぼろづき」の問題について市長げられた「おぼろづき」の問題について市長げられた「おぼろづき」の問題について市長

に見解を求め、そして身を粉にして美唄のブに見解を求め、そして身を粉にして美唄のブに見解を求め、そして身を粉にして美唄のブに見解を求め、そして身を粉にして美唄のブ

ランド米構築に向けての要請をしてまいりまランド米構築に向けての要請をしてまいりまランド米構築に向けての要請をしてまいりまランド米構築に向けての要請をしてまいりま

した。現在「おぼろづき」の、いまどういうした。現在「おぼろづき」の、いまどういうした。現在「おぼろづき」の、いまどういうした。現在「おぼろづき」の、いまどういう

役割とそして活動をしているかということに役割とそして活動をしているかということに役割とそして活動をしているかということに役割とそして活動をしているかということに

ついては、後ほど触れたいと思います。ついては、後ほど触れたいと思います。ついては、後ほど触れたいと思います。ついては、後ほど触れたいと思います。

しかし、いろいろな指摘をし、そして平成1しかし、いろいろな指摘をし、そして平成1しかし、いろいろな指摘をし、そして平成1しかし、いろいろな指摘をし、そして平成1

7年度の作付をより多くの「おぼろづき」作付7年度の作付をより多くの「おぼろづき」作付7年度の作付をより多くの「おぼろづき」作付7年度の作付をより多くの「おぼろづき」作付

に向けてご尽力をいただきますようにというに向けてご尽力をいただきますようにというに向けてご尽力をいただきますようにというに向けてご尽力をいただきますようにという

ことで、２回にわたっての一般質問でお願いことで、２回にわたっての一般質問でお願いことで、２回にわたっての一般質問でお願いことで、２回にわたっての一般質問でお願い

をしてきました。ご要請を申し上げてきましをしてきました。ご要請を申し上げてきましをしてきました。ご要請を申し上げてきましをしてきました。ご要請を申し上げてきまし

た。結果として、昨日の同僚議員の質問にあた。結果として、昨日の同僚議員の質問にあた。結果として、昨日の同僚議員の質問にあた。結果として、昨日の同僚議員の質問にあ

りましたように、53キロの種子が美唄に配付りましたように、53キロの種子が美唄に配付りましたように、53キロの種子が美唄に配付りましたように、53キロの種子が美唄に配付

されたというお話を答弁としてお聞きいたしされたというお話を答弁としてお聞きいたしされたというお話を答弁としてお聞きいたしされたというお話を答弁としてお聞きいたし

ました。ました。ました。ました。

さて、美唄の農業を守る大きな手だての１さて、美唄の農業を守る大きな手だての１さて、美唄の農業を守る大きな手だての１さて、美唄の農業を守る大きな手だての１

つとして、美唄市は美唄市の実証試験場といつとして、美唄市は美唄市の実証試験場といつとして、美唄市は美唄市の実証試験場といつとして、美唄市は美唄市の実証試験場とい

いますか、水稲の試験圃を持っていると思いいますか、水稲の試験圃を持っていると思いいますか、水稲の試験圃を持っていると思いいますか、水稲の試験圃を持っていると思い

ます。その試験圃に対して、どう取り組まれます。その試験圃に対して、どう取り組まれます。その試験圃に対して、どう取り組まれます。その試験圃に対して、どう取り組まれ

たのか、その辺をお伺いしたいと思います。たのか、その辺をお伺いしたいと思います。たのか、その辺をお伺いしたいと思います。たのか、その辺をお伺いしたいと思います。

そして、きのうの答弁によりますと、５カそして、きのうの答弁によりますと、５カそして、きのうの答弁によりますと、５カそして、きのうの答弁によりますと、５カ

所に配付された実証展示圃でいまその育成に所に配付された実証展示圃でいまその育成に所に配付された実証展示圃でいまその育成に所に配付された実証展示圃でいまその育成に

向けて汗を流しておるわけでございますが、向けて汗を流しておるわけでございますが、向けて汗を流しておるわけでございますが、向けて汗を流しておるわけでございますが、

その53キロでもってつくり上げたもみ、これその53キロでもってつくり上げたもみ、これその53キロでもってつくり上げたもみ、これその53キロでもってつくり上げたもみ、これ
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をどう取りまとめて出荷するのか、その辺のをどう取りまとめて出荷するのか、その辺のをどう取りまとめて出荷するのか、その辺のをどう取りまとめて出荷するのか、その辺の

方向性が農協なり、ホクレンなり、あるいは方向性が農協なり、ホクレンなり、あるいは方向性が農協なり、ホクレンなり、あるいは方向性が農協なり、ホクレンなり、あるいは

道から指示がもしあるとすれば、お尋ねをし道から指示がもしあるとすれば、お尋ねをし道から指示がもしあるとすれば、お尋ねをし道から指示がもしあるとすれば、お尋ねをし

たいと思います。これは、３月の段階で申したいと思います。これは、３月の段階で申したいと思います。これは、３月の段階で申したいと思います。これは、３月の段階で申し

上げましたように、ホクレンは実証圃で収穫上げましたように、ホクレンは実証圃で収穫上げましたように、ホクレンは実証圃で収穫上げましたように、ホクレンは実証圃で収穫

されたもみは、すべからく農協が取りまとめされたもみは、すべからく農協が取りまとめされたもみは、すべからく農協が取りまとめされたもみは、すべからく農協が取りまとめ

てホクレンに出荷すると、しなければならなてホクレンに出荷すると、しなければならなてホクレンに出荷すると、しなければならなてホクレンに出荷すると、しなければならな

いんだという念書をとられて、その上で種もいんだという念書をとられて、その上で種もいんだという念書をとられて、その上で種もいんだという念書をとられて、その上で種も

みが配付されものと、こう私は認識しておるみが配付されものと、こう私は認識しておるみが配付されものと、こう私は認識しておるみが配付されものと、こう私は認識しておる

んですが、今日的にそういう状況で取り進めんですが、今日的にそういう状況で取り進めんですが、今日的にそういう状況で取り進めんですが、今日的にそういう状況で取り進め

られているのかどうか。収穫されたものに対られているのかどうか。収穫されたものに対られているのかどうか。収穫されたものに対られているのかどうか。収穫されたものに対

する取り扱いの方法について、お聞かせをいする取り扱いの方法について、お聞かせをいする取り扱いの方法について、お聞かせをいする取り扱いの方法について、お聞かせをい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

そして、当初の、ことしの３月の定例会でそして、当初の、ことしの３月の定例会でそして、当初の、ことしの３月の定例会でそして、当初の、ことしの３月の定例会で

私が申し上げたホクレンの、あるいは道の指私が申し上げたホクレンの、あるいは道の指私が申し上げたホクレンの、あるいは道の指私が申し上げたホクレンの、あるいは道の指

導のもとで、そのとおりやられたとしたら、導のもとで、そのとおりやられたとしたら、導のもとで、そのとおりやられたとしたら、導のもとで、そのとおりやられたとしたら、

たとえ４カ所であろうと、５カ所であろうと、たとえ４カ所であろうと、５カ所であろうと、たとえ４カ所であろうと、５カ所であろうと、たとえ４カ所であろうと、５カ所であろうと、

そこでつくられた、収穫されたもみは美唄にそこでつくられた、収穫されたもみは美唄にそこでつくられた、収穫されたもみは美唄にそこでつくられた、収穫されたもみは美唄に

１粒も残らないで全部持っていかれちゃうと１粒も残らないで全部持っていかれちゃうと１粒も残らないで全部持っていかれちゃうと１粒も残らないで全部持っていかれちゃうと

いうことなんです。それでは18年の作付の自いうことなんです。それでは18年の作付の自いうことなんです。それでは18年の作付の自いうことなんです。それでは18年の作付の自

家の種もみすら自家の置かれないという状況家の種もみすら自家の置かれないという状況家の種もみすら自家の置かれないという状況家の種もみすら自家の置かれないという状況

に相なってしまう。美唄の分はこれだけ残しに相なってしまう。美唄の分はこれだけ残しに相なってしまう。美唄の分はこれだけ残しに相なってしまう。美唄の分はこれだけ残し

ておくということになるのかどうか、この辺ておくということになるのかどうか、この辺ておくということになるのかどうか、この辺ておくということになるのかどうか、この辺

農業者の皆さんは心配していないもんなのか農業者の皆さんは心配していないもんなのか農業者の皆さんは心配していないもんなのか農業者の皆さんは心配していないもんなのか

どうか、この辺わかりませんけれども、そのどうか、この辺わかりませんけれども、そのどうか、この辺わかりませんけれども、そのどうか、この辺わかりませんけれども、その

辺の農業者の心情も市長がおわかりでしたら、辺の農業者の心情も市長がおわかりでしたら、辺の農業者の心情も市長がおわかりでしたら、辺の農業者の心情も市長がおわかりでしたら、

いや、そんなこと聞いてねえって言うんなら、いや、そんなこと聞いてねえって言うんなら、いや、そんなこと聞いてねえって言うんなら、いや、そんなこと聞いてねえって言うんなら、

それでもいいんです。もし、その心情をお聞それでもいいんです。もし、その心情をお聞それでもいいんです。もし、その心情をお聞それでもいいんです。もし、その心情をお聞

きしている部分があるとすれば、その部分にきしている部分があるとすれば、その部分にきしている部分があるとすれば、その部分にきしている部分があるとすれば、その部分に

ついてのお話もいただければ幸いと思います。ついてのお話もいただければ幸いと思います。ついてのお話もいただければ幸いと思います。ついてのお話もいただければ幸いと思います。

そして、来年、18年度における「おぼろづそして、来年、18年度における「おぼろづそして、来年、18年度における「おぼろづそして、来年、18年度における「おぼろづ

き」の作付をどうするのか、この辺に対するき」の作付をどうするのか、この辺に対するき」の作付をどうするのか、この辺に対するき」の作付をどうするのか、この辺に対する

市長のお考えを伺うものであります。市長のお考えを伺うものであります。市長のお考えを伺うものであります。市長のお考えを伺うものであります。

以上再質問を留保しまして、この場での質以上再質問を留保しまして、この場での質以上再質問を留保しまして、この場での質以上再質問を留保しまして、この場での質

問を終わります。問を終わります。問を終わります。問を終わります。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君（登壇） 吉田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 吉田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 吉田議員の質問●市長桜井道夫君（登壇） 吉田議員の質問

にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

初めに、治水対策について、峰延地域の雨初めに、治水対策について、峰延地域の雨初めに、治水対策について、峰延地域の雨初めに、治水対策について、峰延地域の雨

水対策についてでありますが、峰延地域の排水対策についてでありますが、峰延地域の排水対策についてでありますが、峰延地域の排水対策についてでありますが、峰延地域の排

水系統は道道美唄三笠線を挟んで南北に分か水系統は道道美唄三笠線を挟んで南北に分か水系統は道道美唄三笠線を挟んで南北に分か水系統は道道美唄三笠線を挟んで南北に分か

れており、南側の排水は国道12号線及び北海れており、南側の排水は国道12号線及び北海れており、南側の排水は国道12号線及び北海れており、南側の排水は国道12号線及び北海

幹線用水路を横断し、下流河川に流入してい幹線用水路を横断し、下流河川に流入してい幹線用水路を横断し、下流河川に流入してい幹線用水路を横断し、下流河川に流入してい

る状況でございます。この地域は、過去にもる状況でございます。この地域は、過去にもる状況でございます。この地域は、過去にもる状況でございます。この地域は、過去にも

大雨のため、国道横断部分で湛水被害があり、大雨のため、国道横断部分で湛水被害があり、大雨のため、国道横断部分で湛水被害があり、大雨のため、国道横断部分で湛水被害があり、

排水ポンプ等により排水処理を行ってきたと排水ポンプ等により排水処理を行ってきたと排水ポンプ等により排水処理を行ってきたと排水ポンプ等により排水処理を行ってきたと

ころでありますが、当面同様の措置をしてまころでありますが、当面同様の措置をしてまころでありますが、当面同様の措置をしてまころでありますが、当面同様の措置をしてま

いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。

今後の対策といたしましては、下流側の国今後の対策といたしましては、下流側の国今後の対策といたしましては、下流側の国今後の対策といたしましては、下流側の国

及び道が直轄する河川改修が必要とされるた及び道が直轄する河川改修が必要とされるた及び道が直轄する河川改修が必要とされるた及び道が直轄する河川改修が必要とされるた

め、関係機関と十分協議し、対応してまいりめ、関係機関と十分協議し、対応してまいりめ、関係機関と十分協議し、対応してまいりめ、関係機関と十分協議し、対応してまいり

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

次に、農業問題について、本市水田農業の次に、農業問題について、本市水田農業の次に、農業問題について、本市水田農業の次に、農業問題について、本市水田農業の

現状についてでありますが、本市農業は地域現状についてでありますが、本市農業は地域現状についてでありますが、本市農業は地域現状についてでありますが、本市農業は地域

経済を牽引する役割を担う基幹産業であり、経済を牽引する役割を担う基幹産業であり、経済を牽引する役割を担う基幹産業であり、経済を牽引する役割を担う基幹産業であり、

今後とも持続的に発展する足腰の強い農業を今後とも持続的に発展する足腰の強い農業を今後とも持続的に発展する足腰の強い農業を今後とも持続的に発展する足腰の強い農業を

築いていくことが必要であると考えておりま築いていくことが必要であると考えておりま築いていくことが必要であると考えておりま築いていくことが必要であると考えておりま

す。す。す。す。

このため、地域特性を考慮した品種作付のこのため、地域特性を考慮した品種作付のこのため、地域特性を考慮した品種作付のこのため、地域特性を考慮した品種作付の

適正化や環境との調和、保全を重視した水稲適正化や環境との調和、保全を重視した水稲適正化や環境との調和、保全を重視した水稲適正化や環境との調和、保全を重視した水稲

生産、さらには低たんぱく良食味米生産等、生産、さらには低たんぱく良食味米生産等、生産、さらには低たんぱく良食味米生産等、生産、さらには低たんぱく良食味米生産等、

より一層消費者のニーズを意識した売れる米より一層消費者のニーズを意識した売れる米より一層消費者のニーズを意識した売れる米より一層消費者のニーズを意識した売れる米

づくりに向けた対策が必要であると考えておづくりに向けた対策が必要であると考えておづくりに向けた対策が必要であると考えておづくりに向けた対策が必要であると考えてお

り、これら対策については、各農協ごとの水り、これら対策については、各農協ごとの水り、これら対策については、各農協ごとの水り、これら対策については、各農協ごとの水

田農業ビジョンのもとで実践しているところ田農業ビジョンのもとで実践しているところ田農業ビジョンのもとで実践しているところ田農業ビジョンのもとで実践しているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、「おぼろづき」の作付実態について次に、「おぼろづき」の作付実態について次に、「おぼろづき」の作付実態について次に、「おぼろづき」の作付実態について

でありますが、美唄市農協には53キログラムでありますが、美唄市農協には53キログラムでありますが、美唄市農協には53キログラムでありますが、美唄市農協には53キログラム
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の種子が配付され、農協が指定した４カ所のの種子が配付され、農協が指定した４カ所のの種子が配付され、農協が指定した４カ所のの種子が配付され、農協が指定した４カ所の

実証展示圃約210アールに作付されていること実証展示圃約210アールに作付されていること実証展示圃約210アールに作付されていること実証展示圃約210アールに作付されていること

ほか、峰延農協にも11キログラムの種子が配ほか、峰延農協にも11キログラムの種子が配ほか、峰延農協にも11キログラムの種子が配ほか、峰延農協にも11キログラムの種子が配

付されており、約50アール作付されておりま付されており、約50アール作付されておりま付されており、約50アール作付されておりま付されており、約50アール作付されておりま

す。なお、市立試験圃には作付けしております。なお、市立試験圃には作付けしております。なお、市立試験圃には作付けしております。なお、市立試験圃には作付けしておりま

せん。せん。せん。せん。

次に、実証展示圃から収穫された米の取り次に、実証展示圃から収穫された米の取り次に、実証展示圃から収穫された米の取り次に、実証展示圃から収穫された米の取り

扱いについてでありますが、道農政部の「水扱いについてでありますが、道農政部の「水扱いについてでありますが、道農政部の「水扱いについてでありますが、道農政部の「水

稲新品種求評・生産普及実証展示ほ設置につ稲新品種求評・生産普及実証展示ほ設置につ稲新品種求評・生産普及実証展示ほ設置につ稲新品種求評・生産普及実証展示ほ設置につ

いて」で示されているとおり、種子としてはいて」で示されているとおり、種子としてはいて」で示されているとおり、種子としてはいて」で示されているとおり、種子としては

使用できず、すべて生産物は農協を経由して使用できず、すべて生産物は農協を経由して使用できず、すべて生産物は農協を経由して使用できず、すべて生産物は農協を経由して

ホクレンに出荷することとなっております。ホクレンに出荷することとなっております。ホクレンに出荷することとなっております。ホクレンに出荷することとなっております。

次に、18年度の作付に向けましては、農協次に、18年度の作付に向けましては、農協次に、18年度の作付に向けましては、農協次に、18年度の作付に向けましては、農協

が生産者の意向等を取りまとめ、必要とするが生産者の意向等を取りまとめ、必要とするが生産者の意向等を取りまとめ、必要とするが生産者の意向等を取りまとめ、必要とする

種子量をホクレンに申し込むこととなります種子量をホクレンに申し込むこととなります種子量をホクレンに申し込むこととなります種子量をホクレンに申し込むこととなります

が、市といたしましても希望数量が確保されが、市といたしましても希望数量が確保されが、市といたしましても希望数量が確保されが、市といたしましても希望数量が確保され

るよう、努めてまいりたいと考えております。るよう、努めてまいりたいと考えております。るよう、努めてまいりたいと考えております。るよう、努めてまいりたいと考えております。

●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。

●17番吉田 栄君 自席から再質問をさせて●17番吉田 栄君 自席から再質問をさせて●17番吉田 栄君 自席から再質問をさせて●17番吉田 栄君 自席から再質問をさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

まず、峰延の市街地の雨水対策についてでまず、峰延の市街地の雨水対策についてでまず、峰延の市街地の雨水対策についてでまず、峰延の市街地の雨水対策についてで

す。土地改良区なり、あるいは石建との話をす。土地改良区なり、あるいは石建との話をす。土地改良区なり、あるいは石建との話をす。土地改良区なり、あるいは石建との話を

し、そしてまずは下の方の治水対策をしっかし、そしてまずは下の方の治水対策をしっかし、そしてまずは下の方の治水対策をしっかし、そしてまずは下の方の治水対策をしっか

りとした上でやっていかなきゃならない、そりとした上でやっていかなきゃならない、そりとした上でやっていかなきゃならない、そりとした上でやっていかなきゃならない、そ

ういうことだと思うんです。まさにそのとおういうことだと思うんです。まさにそのとおういうことだと思うんです。まさにそのとおういうことだと思うんです。まさにそのとお

りだと思うんです。美唄川の石狩川への落ちりだと思うんです。美唄川の石狩川への落ちりだと思うんです。美唄川の石狩川への落ちりだと思うんです。美唄川の石狩川への落ち

口は、これは改善されて水位が６メートルぐ口は、これは改善されて水位が６メートルぐ口は、これは改善されて水位が６メートルぐ口は、これは改善されて水位が６メートルぐ

らい下がったんでしょうか、しかし幾春別川らい下がったんでしょうか、しかし幾春別川らい下がったんでしょうか、しかし幾春別川らい下がったんでしょうか、しかし幾春別川

はもう少し先に延びるということですから、はもう少し先に延びるということですから、はもう少し先に延びるということですから、はもう少し先に延びるということですから、

その答弁の趣旨については、理解をいたしまその答弁の趣旨については、理解をいたしまその答弁の趣旨については、理解をいたしまその答弁の趣旨については、理解をいたしま

した。した。した。した。

しかし、国道を横断する、上を横断するのしかし、国道を横断する、上を横断するのしかし、国道を横断する、上を横断するのしかし、国道を横断する、上を横断するの

か、下を横断するのか、この辺なんです。あか、下を横断するのか、この辺なんです。あか、下を横断するのか、この辺なんです。あか、下を横断するのか、この辺なんです。あ

の下くぐっているワン管、あの管の太さが、の下くぐっているワン管、あの管の太さが、の下くぐっているワン管、あの管の太さが、の下くぐっているワン管、あの管の太さが、

私はかってみたの、900ミリだろうと思うんだ私はかってみたの、900ミリだろうと思うんだ私はかってみたの、900ミリだろうと思うんだ私はかってみたの、900ミリだろうと思うんだ

けども、900ミリありません、880ミリでした。けども、900ミリありません、880ミリでした。けども、900ミリありません、880ミリでした。けども、900ミリありません、880ミリでした。

そこの880ミリのワン管のあるところまで来るそこの880ミリのワン管のあるところまで来るそこの880ミリのワン管のあるところまで来るそこの880ミリのワン管のあるところまで来る

管、これは１メーターあるんです。1,000ミリ管、これは１メーターあるんです。1,000ミリ管、これは１メーターあるんです。1,000ミリ管、これは１メーターあるんです。1,000ミリ

あるんです。のみ込めないの当たり前。だかあるんです。のみ込めないの当たり前。だかあるんです。のみ込めないの当たり前。だかあるんです。のみ込めないの当たり前。だか

ら、根本的な解決策というのは、あの国道、ら、根本的な解決策というのは、あの国道、ら、根本的な解決策というのは、あの国道、ら、根本的な解決策というのは、あの国道、

そして国道とかんがい溝の間のスペース、そそして国道とかんがい溝の間のスペース、そそして国道とかんがい溝の間のスペース、そそして国道とかんがい溝の間のスペース、そ

してかんがい溝を越えるまでのワン管の管をしてかんがい溝を越えるまでのワン管の管をしてかんがい溝を越えるまでのワン管の管をしてかんがい溝を越えるまでのワン管の管を

完全に入れかえないと根本的な解決にならん完全に入れかえないと根本的な解決にならん完全に入れかえないと根本的な解決にならん完全に入れかえないと根本的な解決にならん

と思うんです。そうはいっても、これは５年と思うんです。そうはいっても、これは５年と思うんです。そうはいっても、これは５年と思うんです。そうはいっても、これは５年

や８年で解決するとは私も思いません。ですや８年で解決するとは私も思いません。ですや８年で解決するとは私も思いません。ですや８年で解決するとは私も思いません。です

から、根本的な解決は先に延ばすとしても、から、根本的な解決は先に延ばすとしても、から、根本的な解決は先に延ばすとしても、から、根本的な解決は先に延ばすとしても、

そこに流れてきた雨水のたまりをどうするかそこに流れてきた雨水のたまりをどうするかそこに流れてきた雨水のたまりをどうするかそこに流れてきた雨水のたまりをどうするか

ということを改めて考えてもらわんとならんということを改めて考えてもらわんとならんということを改めて考えてもらわんとならんということを改めて考えてもらわんとならん

と思うんです。と思うんです。と思うんです。と思うんです。

歴史をたどりますと、昭和50年から今日ま歴史をたどりますと、昭和50年から今日ま歴史をたどりますと、昭和50年から今日ま歴史をたどりますと、昭和50年から今日ま

でに、50年８月23日、岩見沢ですが、179ミリでに、50年８月23日、岩見沢ですが、179ミリでに、50年８月23日、岩見沢ですが、179ミリでに、50年８月23日、岩見沢ですが、179ミリ

降ってるんです。56年８月８日、これが一番降ってるんです。56年８月８日、これが一番降ってるんです。56年８月８日、これが一番降ってるんです。56年８月８日、これが一番

大きいんですけれども、美唄で253ミリ、１時大きいんですけれども、美唄で253ミリ、１時大きいんですけれども、美唄で253ミリ、１時大きいんですけれども、美唄で253ミリ、１時

間30ミリの雨が降りました。このときに国道間30ミリの雨が降りました。このときに国道間30ミリの雨が降りました。このときに国道間30ミリの雨が降りました。このときに国道

を横断しているんです。国道横断してるわけを横断しているんです。国道横断してるわけを横断しているんです。国道横断してるわけを横断しているんです。国道横断してるわけ

ですから、その国道と、先ほど申し上げましですから、その国道と、先ほど申し上げましですから、その国道と、先ほど申し上げましですから、その国道と、先ほど申し上げまし

た沢地との間に数軒の民家がありますが、こた沢地との間に数軒の民家がありますが、こた沢地との間に数軒の民家がありますが、こた沢地との間に数軒の民家がありますが、こ

の民家はすべて床下浸水までいってんです。の民家はすべて床下浸水までいってんです。の民家はすべて床下浸水までいってんです。の民家はすべて床下浸水までいってんです。

念のために申し上げますが、国道の高低と、念のために申し上げますが、国道の高低と、念のために申し上げますが、国道の高低と、念のために申し上げますが、国道の高低と、

それから沢地にある、１軒しかないと言いまそれから沢地にある、１軒しかないと言いまそれから沢地にある、１軒しかないと言いまそれから沢地にある、１軒しかないと言いま

した、その民家の土台というのは同じ高さなした、その民家の土台というのは同じ高さなした、その民家の土台というのは同じ高さなした、その民家の土台というのは同じ高さな

んです。ですから、そこの家の床下に浸水しんです。ですから、そこの家の床下に浸水しんです。ですから、そこの家の床下に浸水しんです。ですから、そこの家の床下に浸水し

てこない限り、国道を横断して上を通っていてこない限り、国道を横断して上を通っていてこない限り、国道を横断して上を通っていてこない限り、国道を横断して上を通ってい

くということはないんです。そういう地形にくということはないんです。そういう地形にくということはないんです。そういう地形にくということはないんです。そういう地形に

なってるということをお知りおきを願いたいなってるということをお知りおきを願いたいなってるということをお知りおきを願いたいなってるということをお知りおきを願いたい

と思うんですが、そんなことを考えますと、と思うんですが、そんなことを考えますと、と思うんですが、そんなことを考えますと、と思うんですが、そんなことを考えますと、

やっぱり基本的な対策というのはポンプをもやっぱり基本的な対策というのはポンプをもやっぱり基本的な対策というのはポンプをもやっぱり基本的な対策というのはポンプをも

って、そして国道に幅広いホースで、開発局って、そして国道に幅広いホースで、開発局って、そして国道に幅広いホースで、開発局って、そして国道に幅広いホースで、開発局
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何と言うかわかりません、国道の上に水をま何と言うかわかりません、国道の上に水をま何と言うかわかりません、国道の上に水をま何と言うかわかりません、国道の上に水をま

いたらだめだって言うんでないかなと思うんいたらだめだって言うんでないかなと思うんいたらだめだって言うんでないかなと思うんいたらだめだって言うんでないかなと思うん

だけれども、そこは行政の力で何とかしてもだけれども、そこは行政の力で何とかしてもだけれども、そこは行政の力で何とかしてもだけれども、そこは行政の力で何とかしても

らいたいと思うんだけれど、そういうところらいたいと思うんだけれど、そういうところらいたいと思うんだけれど、そういうところらいたいと思うんだけれど、そういうところ

私見てますから、できるんだと思うんです。私見てますから、できるんだと思うんです。私見てますから、できるんだと思うんです。私見てますから、できるんだと思うんです。

そういう対策を講じないと、いつ何どき大雨そういう対策を講じないと、いつ何どき大雨そういう対策を講じないと、いつ何どき大雨そういう対策を講じないと、いつ何どき大雨

来たときに対処し切れんくなるという状況に来たときに対処し切れんくなるという状況に来たときに対処し切れんくなるという状況に来たときに対処し切れんくなるという状況に

ありますので、そのポンプを設置する、設置ありますので、そのポンプを設置する、設置ありますので、そのポンプを設置する、設置ありますので、そのポンプを設置する、設置

するっていったって、あそこの地形をよく見するっていったって、あそこの地形をよく見するっていったって、あそこの地形をよく見するっていったって、あそこの地形をよく見

ますとポンプを据えつけるような状況なんかますとポンプを据えつけるような状況なんかますとポンプを据えつけるような状況なんかますとポンプを据えつけるような状況なんか

どこにもないんです。ですから、それなりのどこにもないんです。ですから、それなりのどこにもないんです。ですから、それなりのどこにもないんです。ですから、それなりの

ポンプの置き場所をつくってもらわないと解ポンプの置き場所をつくってもらわないと解ポンプの置き場所をつくってもらわないと解ポンプの置き場所をつくってもらわないと解

決にならないと思います。それをつくります決にならないと思います。それをつくります決にならないと思います。それをつくります決にならないと思います。それをつくります

と、その周辺の人たちは一生安堵するんじゃと、その周辺の人たちは一生安堵するんじゃと、その周辺の人たちは一生安堵するんじゃと、その周辺の人たちは一生安堵するんじゃ

ないでしょうか。そんなことがありますので、ないでしょうか。そんなことがありますので、ないでしょうか。そんなことがありますので、ないでしょうか。そんなことがありますので、

十分ご検討いただきたいと思います。十分ご検討いただきたいと思います。十分ご検討いただきたいと思います。十分ご検討いただきたいと思います。

ちなみに雨の多かったときといいますのは、ちなみに雨の多かったときといいますのは、ちなみに雨の多かったときといいますのは、ちなみに雨の多かったときといいますのは、

63年８月にも降りました。美唄で179ミリ降っ63年８月にも降りました。美唄で179ミリ降っ63年８月にも降りました。美唄で179ミリ降っ63年８月にも降りました。美唄で179ミリ降っ

てるんです。あるいは平成２年４月には、４てるんです。あるいは平成２年４月には、４てるんです。あるいは平成２年４月には、４てるんです。あるいは平成２年４月には、４

月の大雨っていうのは全く珍しいんだそうで月の大雨っていうのは全く珍しいんだそうで月の大雨っていうのは全く珍しいんだそうで月の大雨っていうのは全く珍しいんだそうで

すが、82ミリ降ってます。13年９月11日、85すが、82ミリ降ってます。13年９月11日、85すが、82ミリ降ってます。13年９月11日、85すが、82ミリ降ってます。13年９月11日、85

ミリ降ってる。そして、去年の16年８月21日ミリ降ってる。そして、去年の16年８月21日ミリ降ってる。そして、去年の16年８月21日ミリ降ってる。そして、去年の16年８月21日

は82ミリ降ってる、その82ミリの雨で、あのは82ミリ降ってる、その82ミリの雨で、あのは82ミリ降ってる、その82ミリの雨で、あのは82ミリ降ってる、その82ミリの雨で、あの

市営住宅から流れてくる大量の水で、１軒し市営住宅から流れてくる大量の水で、１軒し市営住宅から流れてくる大量の水で、１軒し市営住宅から流れてくる大量の水で、１軒し

かないと言われるかもしれんけれども、そのかないと言われるかもしれんけれども、そのかないと言われるかもしれんけれども、そのかないと言われるかもしれんけれども、その

１軒の方が床の土台のすれすれまで上がって１軒の方が床の土台のすれすれまで上がって１軒の方が床の土台のすれすれまで上がって１軒の方が床の土台のすれすれまで上がって

きたと、こういう状況なもんですから、現地きたと、こういう状況なもんですから、現地きたと、こういう状況なもんですから、現地きたと、こういう状況なもんですから、現地

を十分ご視察いただいて対処していただきたを十分ご視察いただいて対処していただきたを十分ご視察いただいて対処していただきたを十分ご視察いただいて対処していただきた

いものと思います。いものと思います。いものと思います。いものと思います。

さて、お昼になってしまいましたが、農業さて、お昼になってしまいましたが、農業さて、お昼になってしまいましたが、農業さて、お昼になってしまいましたが、農業

問題について再質問をさせてもらいます。実問題について再質問をさせてもらいます。実問題について再質問をさせてもらいます。実問題について再質問をさせてもらいます。実

証展示圃５カ所に分散して、２町１反に植え証展示圃５カ所に分散して、２町１反に植え証展示圃５カ所に分散して、２町１反に植え証展示圃５カ所に分散して、２町１反に植え

たと、こういうことなんです。この５カ所にたと、こういうことなんです。この５カ所にたと、こういうことなんです。この５カ所にたと、こういうことなんです。この５カ所に

分散して植えた、植えてもらった実証圃を分分散して植えた、植えてもらった実証圃を分分散して植えた、植えてもらった実証圃を分分散して植えた、植えてもらった実証圃を分

散したという目的は何だったんでしょうか、散したという目的は何だったんでしょうか、散したという目的は何だったんでしょうか、散したという目的は何だったんでしょうか、

お尋ねをします。これが１つ。お尋ねをします。これが１つ。お尋ねをします。これが１つ。お尋ねをします。これが１つ。

もう１つは、53キロのもみを５カ所に分散もう１つは、53キロのもみを５カ所に分散もう１つは、53キロのもみを５カ所に分散もう１つは、53キロのもみを５カ所に分散

しちゃったんだけれども、せめて800グラムぐしちゃったんだけれども、せめて800グラムぐしちゃったんだけれども、せめて800グラムぐしちゃったんだけれども、せめて800グラムぐ

らい残して美唄の市立の試験圃にどうして植らい残して美唄の市立の試験圃にどうして植らい残して美唄の市立の試験圃にどうして植らい残して美唄の市立の試験圃にどうして植

えてもらえなかったんかな。美唄植えてないえてもらえなかったんかな。美唄植えてないえてもらえなかったんかな。美唄植えてないえてもらえなかったんかな。美唄植えてない

ってことは、きのうわかったもんですから、ってことは、きのうわかったもんですから、ってことは、きのうわかったもんですから、ってことは、きのうわかったもんですから、

実はきのう深川の市立試験圃に行ってきまし実はきのう深川の市立試験圃に行ってきまし実はきのう深川の市立試験圃に行ってきまし実はきのう深川の市立試験圃に行ってきまし

た。だれもいないとこへ行って見てきました。た。だれもいないとこへ行って見てきました。た。だれもいないとこへ行って見てきました。た。だれもいないとこへ行って見てきました。

あっこならあるべ、「おぼろづき」植えてるあっこならあるべ、「おぼろづき」植えてるあっこならあるべ、「おぼろづき」植えてるあっこならあるべ、「おぼろづき」植えてる

べ、こう思って行ったんです。あそこにもなべ、こう思って行ったんです。あそこにもなべ、こう思って行ったんです。あそこにもなべ、こう思って行ったんです。あそこにもな

いんです、１本も。「ほしのゆめ」、「きらいんです、１本も。「ほしのゆめ」、「きらいんです、１本も。「ほしのゆめ」、「きらいんです、１本も。「ほしのゆめ」、「きら

ら397」、それから何だか170号ってお酒の米、ら397」、それから何だか170号ってお酒の米、ら397」、それから何だか170号ってお酒の米、ら397」、それから何だか170号ってお酒の米、

あるいは「彩」、そういったのはあっても、あるいは「彩」、そういったのはあっても、あるいは「彩」、そういったのはあっても、あるいは「彩」、そういったのはあっても、

「おぼろづき」がないんです。そういうこと「おぼろづき」がないんです。そういうこと「おぼろづき」がないんです。そういうこと「おぼろづき」がないんです。そういうこと

について、私は大変不審の念をいまさらながについて、私は大変不審の念をいまさらながについて、私は大変不審の念をいまさらながについて、私は大変不審の念をいまさらなが

ら大きく持たざるを得ない心境です。ら大きく持たざるを得ない心境です。ら大きく持たざるを得ない心境です。ら大きく持たざるを得ない心境です。

なぜかといいますと、優良品種に指定されなぜかといいますと、優良品種に指定されなぜかといいますと、優良品種に指定されなぜかといいますと、優良品種に指定され

ることしの１月17日の会議、そこに持ち込むることしの１月17日の会議、そこに持ち込むることしの１月17日の会議、そこに持ち込むることしの１月17日の会議、そこに持ち込む

までの桜井市長のご苦労、そして最終的に１までの桜井市長のご苦労、そして最終的に１までの桜井市長のご苦労、そして最終的に１までの桜井市長のご苦労、そして最終的に１

月30日に優良品種として示されました。それ月30日に優良品種として示されました。それ月30日に優良品種として示されました。それ月30日に優良品種として示されました。それ

からです、わずか３カ月の間、美唄にあるからです、わずか３カ月の間、美唄にあるからです、わずか３カ月の間、美唄にあるからです、わずか３カ月の間、美唄にある

「おぼろづき」のもみは、あれは種にならな「おぼろづき」のもみは、あれは種にならな「おぼろづき」のもみは、あれは種にならな「おぼろづき」のもみは、あれは種にならな

いもみだと、こうおっしゃっると、道もホクいもみだと、こうおっしゃっると、道もホクいもみだと、こうおっしゃっると、道もホクいもみだと、こうおっしゃっると、道もホク

レンも普及所も。何でよと、こうなるわけでレンも普及所も。何でよと、こうなるわけでレンも普及所も。何でよと、こうなるわけでレンも普及所も。何でよと、こうなるわけで

しょう、これは３月に言ったかもしれんけれしょう、これは３月に言ったかもしれんけれしょう、これは３月に言ったかもしれんけれしょう、これは３月に言ったかもしれんけれ

ども。15年の年に、採取用としてつくってくども。15年の年に、採取用としてつくってくども。15年の年に、採取用としてつくってくども。15年の年に、採取用としてつくってく

れと言われたの、北農研から。そして２反歩れと言われたの、北農研から。そして２反歩れと言われたの、北農研から。そして２反歩れと言われたの、北農研から。そして２反歩

つくったんです。２反歩つくった、そのとれつくったんです。２反歩つくった、そのとれつくったんです。２反歩つくった、そのとれつくったんです。２反歩つくった、そのとれ

たもみを去年植えたんです。そして、そこでたもみを去年植えたんです。そして、そこでたもみを去年植えたんです。そして、そこでたもみを去年植えたんです。そして、そこで

去年とれた米を皆さんに食べてもらった。こ去年とれた米を皆さんに食べてもらった。こ去年とれた米を皆さんに食べてもらった。こ去年とれた米を皆さんに食べてもらった。こ

の中にもたくさんいると思う。どこの食味会の中にもたくさんいると思う。どこの食味会の中にもたくさんいると思う。どこの食味会の中にもたくさんいると思う。どこの食味会

に行っても「おぼろづき」が群を抜いてたじに行っても「おぼろづき」が群を抜いてたじに行っても「おぼろづき」が群を抜いてたじに行っても「おぼろづき」が群を抜いてたじ

ゃないですか、評価は。にもかかわらず、美ゃないですか、評価は。にもかかわらず、美ゃないですか、評価は。にもかかわらず、美ゃないですか、評価は。にもかかわらず、美
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唄でとれたもみは種もみにあらずと、こう言唄でとれたもみは種もみにあらずと、こう言唄でとれたもみは種もみにあらずと、こう言唄でとれたもみは種もみにあらずと、こう言

い切った、そして美唄に53キロのもみが来た、い切った、そして美唄に53キロのもみが来た、い切った、そして美唄に53キロのもみが来た、い切った、そして美唄に53キロのもみが来た、

そのもみがどんなもみだったんですか、知っそのもみがどんなもみだったんですか、知っそのもみがどんなもみだったんですか、知っそのもみがどんなもみだったんですか、知っ

ている人もいるでしょう、ここに。ている人もいるでしょう、ここに。ている人もいるでしょう、ここに。ている人もいるでしょう、ここに。

それを裏づけるかのように、テレビでも放それを裏づけるかのように、テレビでも放それを裏づけるかのように、テレビでも放それを裏づけるかのように、テレビでも放

映されたじゃないですか。脱穂がある、 が映されたじゃないですか。脱穂がある、 が映されたじゃないですか。脱穂がある、 が映されたじゃないですか。脱穂がある、 が粃

ある、さらには異品種が混入してるではないある、さらには異品種が混入してるではないある、さらには異品種が混入してるではないある、さらには異品種が混入してるではない

か、当の役員がしどろもどろの話しかできなか、当の役員がしどろもどろの話しかできなか、当の役員がしどろもどろの話しかできなか、当の役員がしどろもどろの話しかできな

いじゃないですか。どこかでもらったもみをいじゃないですか。どこかでもらったもみをいじゃないですか。どこかでもらったもみをいじゃないですか。どこかでもらったもみを

塩水で洗ったら真っ黒になったって、種もみ塩水で洗ったら真っ黒になったって、種もみ塩水で洗ったら真っ黒になったって、種もみ塩水で洗ったら真っ黒になったって、種もみ

というのは真っ黒になるはずがないんです。というのは真っ黒になるはずがないんです。というのは真っ黒になるはずがないんです。というのは真っ黒になるはずがないんです。

ちゃんと精製して、あの毛を全部こすり取っちゃんと精製して、あの毛を全部こすり取っちゃんと精製して、あの毛を全部こすり取っちゃんと精製して、あの毛を全部こすり取っ

て、肌をよくして、そして種もみとして農業て、肌をよくして、そして種もみとして農業て、肌をよくして、そして種もみとして農業て、肌をよくして、そして種もみとして農業

者に売るわけでしょう、ホクレンは。それが、者に売るわけでしょう、ホクレンは。それが、者に売るわけでしょう、ホクレンは。それが、者に売るわけでしょう、ホクレンは。それが、

粃はぼこぼこ浮いてくるわ、そんな話ってあ粃はぼこぼこ浮いてくるわ、そんな話ってあ粃はぼこぼこ浮いてくるわ、そんな話ってあ粃はぼこぼこ浮いてくるわ、そんな話ってあ

るかい、そんなもみしか持っていないでいて、るかい、そんなもみしか持っていないでいて、るかい、そんなもみしか持っていないでいて、るかい、そんなもみしか持っていないでいて、

美唄にある種もみは種もみにあらずという話美唄にある種もみは種もみにあらずという話美唄にある種もみは種もみにあらずという話美唄にある種もみは種もみにあらずという話

がどこにあるんだろうか。がどこにあるんだろうか。がどこにあるんだろうか。がどこにあるんだろうか。

もっと言います。本当に、経済部長でもいもっと言います。本当に、経済部長でもいもっと言います。本当に、経済部長でもいもっと言います。本当に、経済部長でもい

いし、市長でもいい、助役でもいいけれども、いし、市長でもいい、助役でもいいけれども、いし、市長でもいい、助役でもいいけれども、いし、市長でもいい、助役でもいいけれども、

市議会でこんなこと言われたってことを空知市議会でこんなこと言われたってことを空知市議会でこんなこと言われたってことを空知市議会でこんなこと言われたってことを空知

支庁に言ってもらってでなくて、言ってほし支庁に言ってもらってでなくて、言ってほし支庁に言ってもらってでなくて、言ってほし支庁に言ってもらってでなくて、言ってほし

い。道の農政部に行って言ってほしい、そうい。道の農政部に行って言ってほしい、そうい。道の農政部に行って言ってほしい、そうい。道の農政部に行って言ってほしい、そう

いう願いを込めていましゃべるんです。いう願いを込めていましゃべるんです。いう願いを込めていましゃべるんです。いう願いを込めていましゃべるんです。

あるところの農業者が、多分５軒か４軒かあるところの農業者が、多分５軒か４軒かあるところの農業者が、多分５軒か４軒かあるところの農業者が、多分５軒か４軒か

わからないけれども、そこに53キロばらまいわからないけれども、そこに53キロばらまいわからないけれども、そこに53キロばらまいわからないけれども、そこに53キロばらまい

たしょう、そこの温床苗だと思う、ハウスのたしょう、そこの温床苗だと思う、ハウスのたしょう、そこの温床苗だと思う、ハウスのたしょう、そこの温床苗だと思う、ハウスの

中だと思う、美唄にある種もみをまいた、何中だと思う、美唄にある種もみをまいた、何中だと思う、美唄にある種もみをまいた、何中だと思う、美唄にある種もみをまいた、何

というのですか、私よくわからんけれども、というのですか、私よくわからんけれども、というのですか、私よくわからんけれども、というのですか、私よくわからんけれども、

植えつけてある箱、あれをそこへ植えてあっ植えつけてある箱、あれをそこへ植えてあっ植えつけてある箱、あれをそこへ植えてあっ植えつけてある箱、あれをそこへ植えてあっ

たんです。どんな比較が出るかということでたんです。どんな比較が出るかということでたんです。どんな比較が出るかということでたんです。どんな比較が出るかということで

植えたんでしょう、その温床畑を持ってる人植えたんでしょう、その温床畑を持ってる人植えたんでしょう、その温床畑を持ってる人植えたんでしょう、その温床畑を持ってる人

がその苗を自分の田んぼに植えたら、種苗法がその苗を自分の田んぼに植えたら、種苗法がその苗を自分の田んぼに植えたら、種苗法がその苗を自分の田んぼに植えたら、種苗法

違反です。そこに植わさってる箱に入った苗違反です。そこに植わさってる箱に入った苗違反です。そこに植わさってる箱に入った苗違反です。そこに植わさってる箱に入った苗

をもともと持っている人に持ち帰って植えるをもともと持っている人に持ち帰って植えるをもともと持っている人に持ち帰って植えるをもともと持っている人に持ち帰って植える

分は、これは種苗法違反になりませんから、分は、これは種苗法違反になりませんから、分は、これは種苗法違反になりませんから、分は、これは種苗法違反になりませんから、

それは随分と手の込んだことやったなと思うそれは随分と手の込んだことやったなと思うそれは随分と手の込んだことやったなと思うそれは随分と手の込んだことやったなと思う

んだけれども、そこの温床畑にあった苗といんだけれども、そこの温床畑にあった苗といんだけれども、そこの温床畑にあった苗といんだけれども、そこの温床畑にあった苗とい

うのは、格段の違いあるんです、写真私見まうのは、格段の違いあるんです、写真私見まうのは、格段の違いあるんです、写真私見まうのは、格段の違いあるんです、写真私見ま

した。そんなぼろくその種もみ53キロくれたした。そんなぼろくその種もみ53キロくれたした。そんなぼろくその種もみ53キロくれたした。そんなぼろくその種もみ53キロくれた

んです、道は。んです、道は。んです、道は。んです、道は。

53キロ、53キロ言うんなら、北海道全部で53キロ、53キロ言うんなら、北海道全部で53キロ、53キロ言うんなら、北海道全部で53キロ、53キロ言うんなら、北海道全部で

幾らばらまいたかわかってますか、460キロな幾らばらまいたかわかってますか、460キロな幾らばらまいたかわかってますか、460キロな幾らばらまいたかわかってますか、460キロな

んです、あるところで私調べたんです。460キんです、あるところで私調べたんです。460キんです、あるところで私調べたんです。460キんです、あるところで私調べたんです。460キ

ロの中で、空知に分配されたのは106キロです。ロの中で、空知に分配されたのは106キロです。ロの中で、空知に分配されたのは106キロです。ロの中で、空知に分配されたのは106キロです。

この106キロの中の53キロ美唄に来たんです。この106キロの中の53キロ美唄に来たんです。この106キロの中の53キロ美唄に来たんです。この106キロの中の53キロ美唄に来たんです。

桜井市長の腕前だと思う、その熱意だと思う、桜井市長の腕前だと思う、その熱意だと思う、桜井市長の腕前だと思う、その熱意だと思う、桜井市長の腕前だと思う、その熱意だと思う、

それには敬意を表する。だけれども、53キロそれには敬意を表する。だけれども、53キロそれには敬意を表する。だけれども、53キロそれには敬意を表する。だけれども、53キロ

の種もみの品質っていうのは、その程度だっの種もみの品質っていうのは、その程度だっの種もみの品質っていうのは、その程度だっの種もみの品質っていうのは、その程度だっ

たんだという実態を知ってほしいと思うんでたんだという実態を知ってほしいと思うんでたんだという実態を知ってほしいと思うんでたんだという実態を知ってほしいと思うんで

す、知っているかと思うけれど。そこまでやす、知っているかと思うけれど。そこまでやす、知っているかと思うけれど。そこまでやす、知っているかと思うけれど。そこまでや

って、ホクレンは、これは農業者の皆さんはって、ホクレンは、これは農業者の皆さんはって、ホクレンは、これは農業者の皆さんはって、ホクレンは、これは農業者の皆さんは

見て知ってると思うけれども、このための防見て知ってると思うけれども、このための防見て知ってると思うけれども、このための防見て知ってると思うけれども、このための防

止のこんな宣伝に金使って、そして異品種を止のこんな宣伝に金使って、そして異品種を止のこんな宣伝に金使って、そして異品種を止のこんな宣伝に金使って、そして異品種を

混入してはならない、そのために３月には何混入してはならない、そのために３月には何混入してはならない、そのために３月には何混入してはならない、そのために３月には何

をやれ、４月に何やれかにやれって全部出てをやれ、４月に何やれかにやれって全部出てをやれ、４月に何やれかにやれって全部出てをやれ、４月に何やれかにやれって全部出て

るんだ、これ９月まで。異品種混じっちゃいるんだ、これ９月まで。異品種混じっちゃいるんだ、これ９月まで。異品種混じっちゃいるんだ、これ９月まで。異品種混じっちゃい

かんと、こういうことで。かんと、こういうことで。かんと、こういうことで。かんと、こういうことで。

だけれども、北海道に460キロしかばらまかだけれども、北海道に460キロしかばらまかだけれども、北海道に460キロしかばらまかだけれども、北海道に460キロしかばらまか

ないもみを、その中に異品種が入っているとないもみを、その中に異品種が入っているとないもみを、その中に異品種が入っているとないもみを、その中に異品種が入っていると

指摘をされて、あげくの果てにＳＴＶのテレ指摘をされて、あげくの果てにＳＴＶのテレ指摘をされて、あげくの果てにＳＴＶのテレ指摘をされて、あげくの果てにＳＴＶのテレ

ビで放映されるっていうばかな話ありますか。ビで放映されるっていうばかな話ありますか。ビで放映されるっていうばかな話ありますか。ビで放映されるっていうばかな話ありますか。

だから、私はここで言いたいことは、北海道だから、私はここで言いたいことは、北海道だから、私はここで言いたいことは、北海道だから、私はここで言いたいことは、北海道

の言うことも聞かんならん、ホクレンの言うの言うことも聞かんならん、ホクレンの言うの言うことも聞かんならん、ホクレンの言うの言うことも聞かんならん、ホクレンの言う

ことも尊重せんならん、だけれども、まゆつことも尊重せんならん、だけれども、まゆつことも尊重せんならん、だけれども、まゆつことも尊重せんならん、だけれども、まゆつ

ばものなんだということをしっかりと頭に描ばものなんだということをしっかりと頭に描ばものなんだということをしっかりと頭に描ばものなんだということをしっかりと頭に描

いて、美唄独自の稲作農業をしっかりと守るいて、美唄独自の稲作農業をしっかりと守るいて、美唄独自の稲作農業をしっかりと守るいて、美唄独自の稲作農業をしっかりと守る

んだという意識と認識を市長以下、行政の皆んだという意識と認識を市長以下、行政の皆んだという意識と認識を市長以下、行政の皆んだという意識と認識を市長以下、行政の皆
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さんにしっかりと持ってもらいたいものと、さんにしっかりと持ってもらいたいものと、さんにしっかりと持ってもらいたいものと、さんにしっかりと持ってもらいたいものと、

このように思うわけであります。このように思うわけであります。このように思うわけであります。このように思うわけであります。

それから、先ほどの答弁からすると、来年それから、先ほどの答弁からすると、来年それから、先ほどの答弁からすると、来年それから、先ほどの答弁からすると、来年

の話です、作付を希望する農業者に分配するの話です、作付を希望する農業者に分配するの話です、作付を希望する農業者に分配するの話です、作付を希望する農業者に分配する

と、それはもちろん北海道から種もみが来てと、それはもちろん北海道から種もみが来てと、それはもちろん北海道から種もみが来てと、それはもちろん北海道から種もみが来て

分配するということのようにお聞きしました。分配するということのようにお聞きしました。分配するということのようにお聞きしました。分配するということのようにお聞きしました。

これ希望する人いっぱいいると思うんです、これ希望する人いっぱいいると思うんです、これ希望する人いっぱいいると思うんです、これ希望する人いっぱいいると思うんです、

あるいはいないかもしれない。きのうの質問あるいはいないかもしれない。きのうの質問あるいはいないかもしれない。きのうの質問あるいはいないかもしれない。きのうの質問

のように等級が悪い、検査の。そして肉薄でのように等級が悪い、検査の。そして肉薄でのように等級が悪い、検査の。そして肉薄でのように等級が悪い、検査の。そして肉薄で

収量が少なくなる、いかがなものかなという収量が少なくなる、いかがなものかなという収量が少なくなる、いかがなものかなという収量が少なくなる、いかがなものかなという

意味であったんでなかろうかと私は思うんで意味であったんでなかろうかと私は思うんで意味であったんでなかろうかと私は思うんで意味であったんでなかろうかと私は思うんで

すけれども、私は全くそうは思っておりませすけれども、私は全くそうは思っておりませすけれども、私は全くそうは思っておりませすけれども、私は全くそうは思っておりませ

ん。何で思わなかったというやつ、後でお話ん。何で思わなかったというやつ、後でお話ん。何で思わなかったというやつ、後でお話ん。何で思わなかったというやつ、後でお話

します。します。します。します。

その前に、作付を希望する人にお上げするその前に、作付を希望する人にお上げするその前に、作付を希望する人にお上げするその前に、作付を希望する人にお上げする

という、その程度、峰延農協、美唄農協、月という、その程度、峰延農協、美唄農協、月という、その程度、峰延農協、美唄農協、月という、その程度、峰延農協、美唄農協、月

峰線のあの北側から中村までの美唄の農家だ峰線のあの北側から中村までの美唄の農家だ峰線のあの北側から中村までの美唄の農家だ峰線のあの北側から中村までの美唄の農家だ

ったらだれにでも、10キロでも、あるいは８ったらだれにでも、10キロでも、あるいは８ったらだれにでも、10キロでも、あるいは８ったらだれにでも、10キロでも、あるいは８

キロになるかもしれんけども、「おぼろづキロになるかもしれんけども、「おぼろづキロになるかもしれんけども、「おぼろづキロになるかもしれんけども、「おぼろづ

き」の種を上げますということになるのかどき」の種を上げますということになるのかどき」の種を上げますということになるのかどき」の種を上げますということになるのかど

うか。何でこんなこと言うかというと、同じうか。何でこんなこと言うかというと、同じうか。何でこんなこと言うかというと、同じうか。何でこんなこと言うかというと、同じ

「おぼろづき」でも作付をする土壌の質と稲「おぼろづき」でも作付をする土壌の質と稲「おぼろづき」でも作付をする土壌の質と稲「おぼろづき」でも作付をする土壌の質と稲

をつくる農業者のそれぞれの特色なり、技量をつくる農業者のそれぞれの特色なり、技量をつくる農業者のそれぞれの特色なり、技量をつくる農業者のそれぞれの特色なり、技量

の違いというのがあることは、もう間違いなの違いというのがあることは、もう間違いなの違いというのがあることは、もう間違いなの違いというのがあることは、もう間違いな

い事実だ、それを加味しないで、だれにでもい事実だ、それを加味しないで、だれにでもい事実だ、それを加味しないで、だれにでもい事実だ、それを加味しないで、だれにでも

お分けするということになると、結果としてお分けするということになると、結果としてお分けするということになると、結果としてお分けするということになると、結果として

どうなるか。「おぼろづき」の品位が下がる、どうなるか。「おぼろづき」の品位が下がる、どうなるか。「おぼろづき」の品位が下がる、どうなるか。「おぼろづき」の品位が下がる、

食味が落ちるという結果になるんじゃないで食味が落ちるという結果になるんじゃないで食味が落ちるという結果になるんじゃないで食味が落ちるという結果になるんじゃないで

しょうか。さらには、等級、１等米が少ないしょうか。さらには、等級、１等米が少ないしょうか。さらには、等級、１等米が少ないしょうか。さらには、等級、１等米が少ない

という結果にも出るでしょう。青米が多いっという結果にも出るでしょう。青米が多いっという結果にも出るでしょう。青米が多いっという結果にも出るでしょう。青米が多いっ

ていう結果も出るでしょう。あげくの果てに、ていう結果も出るでしょう。あげくの果てに、ていう結果も出るでしょう。あげくの果てに、ていう結果も出るでしょう。あげくの果てに、

ことし53キロもらった種もみの中に異品種がことし53キロもらった種もみの中に異品種がことし53キロもらった種もみの中に異品種がことし53キロもらった種もみの中に異品種が

混じってるんだから。本来の「おぼろづき」混じってるんだから。本来の「おぼろづき」混じってるんだから。本来の「おぼろづき」混じってるんだから。本来の「おぼろづき」

の食味が出るはずがないんです。来年種もみの食味が出るはずがないんです。来年種もみの食味が出るはずがないんです。来年種もみの食味が出るはずがないんです。来年種もみ

の保証できる人いるんですか、いないでしょの保証できる人いるんですか、いないでしょの保証できる人いるんですか、いないでしょの保証できる人いるんですか、いないでしょ

う。そういう背景もあるんですけれども、そう。そういう背景もあるんですけれども、そう。そういう背景もあるんですけれども、そう。そういう背景もあるんですけれども、そ

れは抜きにして、だれにでもお上げするといれは抜きにして、だれにでもお上げするといれは抜きにして、だれにでもお上げするといれは抜きにして、だれにでもお上げするとい

う考え方なのかどうか、まずそのお考えをおう考え方なのかどうか、まずそのお考えをおう考え方なのかどうか、まずそのお考えをおう考え方なのかどうか、まずそのお考えをお

聞かせ願いたいと思います。聞かせ願いたいと思います。聞かせ願いたいと思います。聞かせ願いたいと思います。

最後の質問になります。だれがつくっても最後の質問になります。だれがつくっても最後の質問になります。だれがつくっても最後の質問になります。だれがつくっても

同じ「おぼろづき」の味が出るとは限らない同じ「おぼろづき」の味が出るとは限らない同じ「おぼろづき」の味が出るとは限らない同じ「おぼろづき」の味が出るとは限らない

ということを私言いました。いま、これは行ということを私言いました。いま、これは行ということを私言いました。いま、これは行ということを私言いました。いま、これは行

政の皆さんも理事者の皆さんもご存じだと思政の皆さんも理事者の皆さんもご存じだと思政の皆さんも理事者の皆さんもご存じだと思政の皆さんも理事者の皆さんもご存じだと思

いますが、６月16日から東京の東武百貨店池いますが、６月16日から東京の東武百貨店池いますが、６月16日から東京の東武百貨店池いますが、６月16日から東京の東武百貨店池

袋店でこういう袋に「おぼろづき」が５キロ袋店でこういう袋に「おぼろづき」が５キロ袋店でこういう袋に「おぼろづき」が５キロ袋店でこういう袋に「おぼろづき」が５キロ

入れられて売られ始めました。それをどうい入れられて売られ始めました。それをどうい入れられて売られ始めました。それをどうい入れられて売られ始めました。それをどうい

う格好で売られてるかっていうのも、こういう格好で売られてるかっていうのも、こういう格好で売られてるかっていうのも、こういう格好で売られてるかっていうのも、こうい

う宣伝をしている写真の写しも手に入りましう宣伝をしている写真の写しも手に入りましう宣伝をしている写真の写しも手に入りましう宣伝をしている写真の写しも手に入りまし

た。これ、東武百貨店の全景ですが、そしてた。これ、東武百貨店の全景ですが、そしてた。これ、東武百貨店の全景ですが、そしてた。これ、東武百貨店の全景ですが、そして

「こしひかり」が何ぼで売ってる、「ミルキ「こしひかり」が何ぼで売ってる、「ミルキ「こしひかり」が何ぼで売ってる、「ミルキ「こしひかり」が何ぼで売ってる、「ミルキ

ークイーン」が何ぼで売ってるっていう証拠ークイーン」が何ぼで売ってるっていう証拠ークイーン」が何ぼで売ってるっていう証拠ークイーン」が何ぼで売ってるっていう証拠

もここに出てるんです。819円で「ミルキークもここに出てるんです。819円で「ミルキークもここに出てるんです。819円で「ミルキークもここに出てるんです。819円で「ミルキーク

イーン」売ってるんです、そんな高い米食っイーン」売ってるんです、そんな高い米食っイーン」売ってるんです、そんな高い米食っイーン」売ってるんです、そんな高い米食っ

たことないけれど、１キロです、819円っていたことないけれど、１キロです、819円っていたことないけれど、１キロです、819円っていたことないけれど、１キロです、819円ってい

うのは。10キロ8,190円する。「こしひかり」うのは。10キロ8,190円する。「こしひかり」うのは。10キロ8,190円する。「こしひかり」うのは。10キロ8,190円する。「こしひかり」

は798円、たまたまこんな写真があるもんだかは798円、たまたまこんな写真があるもんだかは798円、たまたまこんな写真があるもんだかは798円、たまたまこんな写真があるもんだか

ら、興味あって見たんだけれど、問題は「おら、興味あって見たんだけれど、問題は「おら、興味あって見たんだけれど、問題は「おら、興味あって見たんだけれど、問題は「お

ぼろづき」何ぼで売られてると思いますか。ぼろづき」何ぼで売られてると思いますか。ぼろづき」何ぼで売られてると思いますか。ぼろづき」何ぼで売られてると思いますか。

１キロ550円なんです。10キロで5,500円、し１キロ550円なんです。10キロで5,500円、し１キロ550円なんです。10キロで5,500円、し１キロ550円なんです。10キロで5,500円、し

かもそれが東武に持っていったのは６月の初かもそれが東武に持っていったのは６月の初かもそれが東武に持っていったのは６月の初かもそれが東武に持っていったのは６月の初

めごろだったと思うんですけども、そのときめごろだったと思うんですけども、そのときめごろだったと思うんですけども、そのときめごろだったと思うんですけども、そのとき

に美唄市農協で等級の検査をしてきました。に美唄市農協で等級の検査をしてきました。に美唄市農協で等級の検査をしてきました。に美唄市農協で等級の検査をしてきました。

全量１等米なんです。等級が悪いというのは全量１等米なんです。等級が悪いというのは全量１等米なんです。等級が悪いというのは全量１等米なんです。等級が悪いというのは

つくり方が悪いんじゃないでしょうか、私はつくり方が悪いんじゃないでしょうか、私はつくり方が悪いんじゃないでしょうか、私はつくり方が悪いんじゃないでしょうか、私は

目の当たりにそのことを聞かされて、見まし目の当たりにそのことを聞かされて、見まし目の当たりにそのことを聞かされて、見まし目の当たりにそのことを聞かされて、見まし

て、そう思えてならないんです。さまざまなて、そう思えてならないんです。さまざまなて、そう思えてならないんです。さまざまなて、そう思えてならないんです。さまざまな

資料が手に入りまして、東武百貨店で生活の資料が手に入りまして、東武百貨店で生活の資料が手に入りまして、東武百貨店で生活の資料が手に入りまして、東武百貨店で生活の

改革だっていう名をもってメインに押し出し改革だっていう名をもってメインに押し出し改革だっていう名をもってメインに押し出し改革だっていう名をもってメインに押し出し
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たのが「おぼろづき」なんです。そして、販たのが「おぼろづき」なんです。そして、販たのが「おぼろづき」なんです。そして、販たのが「おぼろづき」なんです。そして、販

売に乗り出した。売に乗り出した。売に乗り出した。売に乗り出した。

それに大きな力を注いでくれたのが、写真それに大きな力を注いでくれたのが、写真それに大きな力を注いでくれたのが、写真それに大きな力を注いでくれたのが、写真

ありますけれども、これが北海道の農業研修ありますけれども、これが北海道の農業研修ありますけれども、これが北海道の農業研修ありますけれども、これが北海道の農業研修

センターで、「おぼろづき」を開発した、育センターで、「おぼろづき」を開発した、育センターで、「おぼろづき」を開発した、育センターで、「おぼろづき」を開発した、育

成した安東先生です。いま、つくばにいるん成した安東先生です。いま、つくばにいるん成した安東先生です。いま、つくばにいるん成した安東先生です。いま、つくばにいるん

ですけれど、それと農水省の関東にある農林ですけれど、それと農水省の関東にある農林ですけれど、それと農水省の関東にある農林ですけれど、それと農水省の関東にある農林

局ですか、農水局の品質保持の担当の役員が局ですか、農水局の品質保持の担当の役員が局ですか、農水局の品質保持の担当の役員が局ですか、農水局の品質保持の担当の役員が

このことについて全面的な支援、バックをしこのことについて全面的な支援、バックをしこのことについて全面的な支援、バックをしこのことについて全面的な支援、バックをし

て16日に歌志内へ入ったという状況にあるわて16日に歌志内へ入ったという状況にあるわて16日に歌志内へ入ったという状況にあるわて16日に歌志内へ入ったという状況にあるわ

けであります。このことについて、市長の思けであります。このことについて、市長の思けであります。このことについて、市長の思けであります。このことについて、市長の思

いがあれば、お聞かせいただきたいと思いまいがあれば、お聞かせいただきたいと思いまいがあれば、お聞かせいただきたいと思いまいがあれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。す。す。す。

●議長長岡正勝君 吉田議員の再質問に対す●議長長岡正勝君 吉田議員の再質問に対す●議長長岡正勝君 吉田議員の再質問に対す●議長長岡正勝君 吉田議員の再質問に対す

る理事者の答弁は、午後からといたします。る理事者の答弁は、午後からといたします。る理事者の答弁は、午後からといたします。る理事者の答弁は、午後からといたします。

１時15分まで休憩いたします。１時15分まで休憩いたします。１時15分まで休憩いたします。１時15分まで休憩いたします。

午後０時１６分 休憩午後０時１６分 休憩午後０時１６分 休憩午後０時１６分 休憩

午後１時２５分 開議午後１時２５分 開議午後１時２５分 開議午後１時２５分 開議

●議長長岡正勝君 休憩前に引き続き会議を●議長長岡正勝君 休憩前に引き続き会議を●議長長岡正勝君 休憩前に引き続き会議を●議長長岡正勝君 休憩前に引き続き会議を

開きます。開きます。開きます。開きます。

吉田議員の再質問に対する理事者の答弁か吉田議員の再質問に対する理事者の答弁か吉田議員の再質問に対する理事者の答弁か吉田議員の再質問に対する理事者の答弁か

ら入ります。ら入ります。ら入ります。ら入ります。

市長。市長。市長。市長。

●市長桜井道夫君 吉田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 吉田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 吉田議員の再質問にお答●市長桜井道夫君 吉田議員の再質問にお答

えします。えします。えします。えします。

水害対策についてでございますけれども、水害対策についてでございますけれども、水害対策についてでございますけれども、水害対策についてでございますけれども、

下流河川の改修は欠かすことができませんが、下流河川の改修は欠かすことができませんが、下流河川の改修は欠かすことができませんが、下流河川の改修は欠かすことができませんが、

現状は国道12号線の横断部で湛水状況が見ら現状は国道12号線の横断部で湛水状況が見ら現状は国道12号線の横断部で湛水状況が見ら現状は国道12号線の横断部で湛水状況が見ら

れますので、上流域から流れ込む流量と横断れますので、上流域から流れ込む流量と横断れますので、上流域から流れ込む流量と横断れますので、上流域から流れ込む流量と横断

管の大きさ等の現況調査などをし、札幌開発管の大きさ等の現況調査などをし、札幌開発管の大きさ等の現況調査などをし、札幌開発管の大きさ等の現況調査などをし、札幌開発

建設部と協議をするとともに、ポンプの設置建設部と協議をするとともに、ポンプの設置建設部と協議をするとともに、ポンプの設置建設部と協議をするとともに、ポンプの設置

について調査してまいりたいと考えておりまについて調査してまいりたいと考えておりまについて調査してまいりたいと考えておりまについて調査してまいりたいと考えておりま

す。す。す。す。

次に、「おぼろづき」の実証展示圃につい次に、「おぼろづき」の実証展示圃につい次に、「おぼろづき」の実証展示圃につい次に、「おぼろづき」の実証展示圃につい

てでありますが、市内５カ所に展示圃が設置てでありますが、市内５カ所に展示圃が設置てでありますが、市内５カ所に展示圃が設置てでありますが、市内５カ所に展示圃が設置

された理由としては、栽培方法の比較検討をされた理由としては、栽培方法の比較検討をされた理由としては、栽培方法の比較検討をされた理由としては、栽培方法の比較検討を

行うことが目的であることから、美唄市農協行うことが目的であることから、美唄市農協行うことが目的であることから、美唄市農協行うことが目的であることから、美唄市農協

では生産者組織と協議の上４カ所としたものでは生産者組織と協議の上４カ所としたものでは生産者組織と協議の上４カ所としたものでは生産者組織と協議の上４カ所としたもの

で、峰延農協は種子量から１カ所としたもので、峰延農協は種子量から１カ所としたもので、峰延農協は種子量から１カ所としたもので、峰延農協は種子量から１カ所としたもの

と伺っております。と伺っております。と伺っております。と伺っております。

次に、市立試験圃で栽培していない理由に次に、市立試験圃で栽培していない理由に次に、市立試験圃で栽培していない理由に次に、市立試験圃で栽培していない理由に

つきましては、種子の確保ができないためにつきましては、種子の確保ができないためにつきましては、種子の確保ができないためにつきましては、種子の確保ができないために

行わなかったものでございます。行わなかったものでございます。行わなかったものでございます。行わなかったものでございます。

また、市内に配付された種子につきましてまた、市内に配付された種子につきましてまた、市内に配付された種子につきましてまた、市内に配付された種子につきまして

は、農業改良普及センターや農協に照会しては、農業改良普及センターや農協に照会しては、農業改良普及センターや農協に照会しては、農業改良普及センターや農協に照会して

おりますが、見た目では問題はなかったと伺おりますが、見た目では問題はなかったと伺おりますが、見た目では問題はなかったと伺おりますが、見た目では問題はなかったと伺

っております。っております。っております。っております。

次に、来年度の作付に向けては、生産者が次に、来年度の作付に向けては、生産者が次に、来年度の作付に向けては、生産者が次に、来年度の作付に向けては、生産者が

希望する種子量の確保に農協とともに努め、希望する種子量の確保に農協とともに努め、希望する種子量の確保に農協とともに努め、希望する種子量の確保に農協とともに努め、

今回設置された実証展示圃のデータを関係機今回設置された実証展示圃のデータを関係機今回設置された実証展示圃のデータを関係機今回設置された実証展示圃のデータを関係機

関、団体と分析し、その結果を生産者などへ関、団体と分析し、その結果を生産者などへ関、団体と分析し、その結果を生産者などへ関、団体と分析し、その結果を生産者などへ

お知らせをし、普及に努めてまいりたいと考お知らせをし、普及に努めてまいりたいと考お知らせをし、普及に努めてまいりたいと考お知らせをし、普及に努めてまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に東京都内の量販店で、この度美唄米が次に東京都内の量販店で、この度美唄米が次に東京都内の量販店で、この度美唄米が次に東京都内の量販店で、この度美唄米が

販売されたことは、生産者の努力が関係者に販売されたことは、生産者の努力が関係者に販売されたことは、生産者の努力が関係者に販売されたことは、生産者の努力が関係者に

評価されたものと思われます。評価されたものと思われます。評価されたものと思われます。評価されたものと思われます。

●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。●議長長岡正勝君 17番吉田 栄君。

●17番吉田 栄君 再々質問なりますが、１、●17番吉田 栄君 再々質問なりますが、１、●17番吉田 栄君 再々質問なりますが、１、●17番吉田 栄君 再々質問なりますが、１、

２点質問をさせていただきます。２点質問をさせていただきます。２点質問をさせていただきます。２点質問をさせていただきます。

来年の「おぼろづき」作付に向けてどうす来年の「おぼろづき」作付に向けてどうす来年の「おぼろづき」作付に向けてどうす来年の「おぼろづき」作付に向けてどうす

るかということについてであります。ことしるかということについてであります。ことしるかということについてであります。ことしるかということについてであります。ことし

の峰延を含めて５カ所での実証展示圃、そこの峰延を含めて５カ所での実証展示圃、そこの峰延を含めて５カ所での実証展示圃、そこの峰延を含めて５カ所での実証展示圃、そこ

における育成にかかわるさまざまな調査検討における育成にかかわるさまざまな調査検討における育成にかかわるさまざまな調査検討における育成にかかわるさまざまな調査検討

がなされるわけです。その上に立って、多分1がなされるわけです。その上に立って、多分1がなされるわけです。その上に立って、多分1がなされるわけです。その上に立って、多分1

8年度の作付者の選定といいますか、どこどこ8年度の作付者の選定といいますか、どこどこ8年度の作付者の選定といいますか、どこどこ8年度の作付者の選定といいますか、どこどこ

のだれだれに「おぼろづき」をつくってもらのだれだれに「おぼろづき」をつくってもらのだれだれに「おぼろづき」をつくってもらのだれだれに「おぼろづき」をつくってもら
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おうということになるんだろうなと、こうはおうということになるんだろうなと、こうはおうということになるんだろうなと、こうはおうということになるんだろうなと、こうは

思うんです。思うんです。思うんです。思うんです。

これは、私の素人考えであります。同じこれは、私の素人考えであります。同じこれは、私の素人考えであります。同じこれは、私の素人考えであります。同じ

「きらら397」にしても「ほしのゆめ」にして「きらら397」にしても「ほしのゆめ」にして「きらら397」にしても「ほしのゆめ」にして「きらら397」にしても「ほしのゆめ」にして

も、つくった人のといったら語弊があります。も、つくった人のといったら語弊があります。も、つくった人のといったら語弊があります。も、つくった人のといったら語弊があります。

とれたところの土壌の関係なんでしょうといとれたところの土壌の関係なんでしょうといとれたところの土壌の関係なんでしょうといとれたところの土壌の関係なんでしょうとい

うのが一番差しさわりのない言い方なんだろうのが一番差しさわりのない言い方なんだろうのが一番差しさわりのない言い方なんだろうのが一番差しさわりのない言い方なんだろ

うと思うんですが、そういう事情で食味が大うと思うんですが、そういう事情で食味が大うと思うんですが、そういう事情で食味が大うと思うんですが、そういう事情で食味が大

きく違う、これは皆さんも否定のできないこきく違う、これは皆さんも否定のできないこきく違う、これは皆さんも否定のできないこきく違う、これは皆さんも否定のできないこ

とだろうと思うんです。したがいまして、ことだろうと思うんです。したがいまして、ことだろうと思うんです。したがいまして、ことだろうと思うんです。したがいまして、こ

の「おぼろづき」といえども、５カ所でつくの「おぼろづき」といえども、５カ所でつくの「おぼろづき」といえども、５カ所でつくの「おぼろづき」といえども、５カ所でつく

った「おぼろづき」それぞれが同じ食味だとった「おぼろづき」それぞれが同じ食味だとった「おぼろづき」それぞれが同じ食味だとった「おぼろづき」それぞれが同じ食味だと

は言えないと思うんです。といいますことは、は言えないと思うんです。といいますことは、は言えないと思うんです。といいますことは、は言えないと思うんです。といいますことは、

これもある資料で見たんですけれども、15年これもある資料で見たんですけれども、15年これもある資料で見たんですけれども、15年これもある資料で見たんですけれども、15年

度の北海道農業研究センターの種子を用いて2度の北海道農業研究センターの種子を用いて2度の北海道農業研究センターの種子を用いて2度の北海道農業研究センターの種子を用いて2

0カ所だったでしょうか、「おぼろづき」をつ0カ所だったでしょうか、「おぼろづき」をつ0カ所だったでしょうか、「おぼろづき」をつ0カ所だったでしょうか、「おぼろづき」をつ

くった、このそれぞれの食味の検査の結果、くった、このそれぞれの食味の検査の結果、くった、このそれぞれの食味の検査の結果、くった、このそれぞれの食味の検査の結果、

たんぱくが幾らだったとか、アミロースが何たんぱくが幾らだったとか、アミロースが何たんぱくが幾らだったとか、アミロースが何たんぱくが幾らだったとか、アミロースが何

ぼだったとか、光沢がどうだったとか、白濁ぼだったとか、光沢がどうだったとか、白濁ぼだったとか、光沢がどうだったとか、白濁ぼだったとか、光沢がどうだったとか、白濁

があったかなかったとか、さまざまな検査のがあったかなかったとか、さまざまな検査のがあったかなかったとか、さまざまな検査のがあったかなかったとか、さまざまな検査の

結果、評価の結果、ランクづけといいますか、結果、評価の結果、ランクづけといいますか、結果、評価の結果、ランクづけといいますか、結果、評価の結果、ランクづけといいますか、

それぞれの総合評価点が出た、そういう調査それぞれの総合評価点が出た、そういう調査それぞれの総合評価点が出た、そういう調査それぞれの総合評価点が出た、そういう調査

の紙を見聞したことがございます。それによの紙を見聞したことがございます。それによの紙を見聞したことがございます。それによの紙を見聞したことがございます。それによ

りますと、随分とやっぱり評価が違うんです。りますと、随分とやっぱり評価が違うんです。りますと、随分とやっぱり評価が違うんです。りますと、随分とやっぱり評価が違うんです。

それを見るからにしても、せっかく５カ所それを見るからにしても、せっかく５カ所それを見るからにしても、せっかく５カ所それを見るからにしても、せっかく５カ所

に分けて試作をしたわけですから、その吟味に分けて試作をしたわけですから、その吟味に分けて試作をしたわけですから、その吟味に分けて試作をしたわけですから、その吟味

をきちっとやっぱりやるべきだと思うんです。をきちっとやっぱりやるべきだと思うんです。をきちっとやっぱりやるべきだと思うんです。をきちっとやっぱりやるべきだと思うんです。

そして、その総合点が低かったのは何なのかそして、その総合点が低かったのは何なのかそして、その総合点が低かったのは何なのかそして、その総合点が低かったのは何なのか

と、なぜなのか、本当に「おぼろづき」の食と、なぜなのか、本当に「おぼろづき」の食と、なぜなのか、本当に「おぼろづき」の食と、なぜなのか、本当に「おぼろづき」の食

味の神髄を出そうとすれば、どういう土壌で味の神髄を出そうとすれば、どういう土壌で味の神髄を出そうとすれば、どういう土壌で味の神髄を出そうとすれば、どういう土壌で

なければならないのかと、あるいは今日までなければならないのかと、あるいは今日までなければならないのかと、あるいは今日までなければならないのかと、あるいは今日まで

のそれぞれの農業者の実績等というのは、このそれぞれの農業者の実績等というのは、このそれぞれの農業者の実績等というのは、このそれぞれの農業者の実績等というのは、こ

れまた皆さんが知っている、評価のするとこれまた皆さんが知っている、評価のするとこれまた皆さんが知っている、評価のするとこれまた皆さんが知っている、評価のするとこ

ろだと思いますから、それらを勘案しながら1ろだと思いますから、それらを勘案しながら1ろだと思いますから、それらを勘案しながら1ろだと思いますから、それらを勘案しながら1

8年度の「おぼろづき」作付をする、その選別8年度の「おぼろづき」作付をする、その選別8年度の「おぼろづき」作付をする、その選別8年度の「おぼろづき」作付をする、その選別

をしていっていただきたいものと、こう思うをしていっていただきたいものと、こう思うをしていっていただきたいものと、こう思うをしていっていただきたいものと、こう思う

んです。んです。んです。んです。

簡単に言うと、「おぼろづき」をつくる人簡単に言うと、「おぼろづき」をつくる人簡単に言うと、「おぼろづき」をつくる人簡単に言うと、「おぼろづき」をつくる人

の選別をしろということになっちゃうんです、の選別をしろということになっちゃうんです、の選別をしろということになっちゃうんです、の選別をしろということになっちゃうんです、

表現をかえて言えば。いや、吉田のやつ、だ表現をかえて言えば。いや、吉田のやつ、だ表現をかえて言えば。いや、吉田のやつ、だ表現をかえて言えば。いや、吉田のやつ、だ

れもかれもがつくってはならないんだとよとれもかれもがつくってはならないんだとよとれもかれもがつくってはならないんだとよとれもかれもがつくってはならないんだとよと

いう話になるかもしれません。言われてもいいう話になるかもしれません。言われてもいいう話になるかもしれません。言われてもいいう話になるかもしれません。言われてもい

いんです、私は。それが美唄でとれた「おぼいんです、私は。それが美唄でとれた「おぼいんです、私は。それが美唄でとれた「おぼいんです、私は。それが美唄でとれた「おぼ

ろづき」の価値観なんだと、価値観を高めるろづき」の価値観なんだと、価値観を高めるろづき」の価値観なんだと、価値観を高めるろづき」の価値観なんだと、価値観を高める

ために行政が憎まれてもやっぱりブランド米ために行政が憎まれてもやっぱりブランド米ために行政が憎まれてもやっぱりブランド米ために行政が憎まれてもやっぱりブランド米

をつくるんだという、そのスタンスをきちんをつくるんだという、そのスタンスをきちんをつくるんだという、そのスタンスをきちんをつくるんだという、そのスタンスをきちん

と打ち出すべきだと思うんです。18年にそれと打ち出すべきだと思うんです。18年にそれと打ち出すべきだと思うんです。18年にそれと打ち出すべきだと思うんです。18年にそれ

をやらなかったら、19年、20年にはできないをやらなかったら、19年、20年にはできないをやらなかったら、19年、20年にはできないをやらなかったら、19年、20年にはできない

と思います。来年が正念場でないでしょうか。と思います。来年が正念場でないでしょうか。と思います。来年が正念場でないでしょうか。と思います。来年が正念場でないでしょうか。

そんな立場で私は18年度の「おぼろづき」のそんな立場で私は18年度の「おぼろづき」のそんな立場で私は18年度の「おぼろづき」のそんな立場で私は18年度の「おぼろづき」の

作付者をどうするこうするという議論を真剣作付者をどうするこうするという議論を真剣作付者をどうするこうするという議論を真剣作付者をどうするこうするという議論を真剣

に取り組んでもらいたいものと、こう思うんに取り組んでもらいたいものと、こう思うんに取り組んでもらいたいものと、こう思うんに取り組んでもらいたいものと、こう思うん

です。です。です。です。

なぜ私がこれまで言うかというと、道がこなぜ私がこれまで言うかというと、道がこなぜ私がこれまで言うかというと、道がこなぜ私がこれまで言うかというと、道がこ

とし北海道じゅう460キロの種もみをばらまいとし北海道じゅう460キロの種もみをばらまいとし北海道じゅう460キロの種もみをばらまいとし北海道じゅう460キロの種もみをばらまい

た。そして、空知には107キロの種もみをそれた。そして、空知には107キロの種もみをそれた。そして、空知には107キロの種もみをそれた。そして、空知には107キロの種もみをそれ

ぞれ市町村にあてがった、美唄は大変熱心だぞれ市町村にあてがった、美唄は大変熱心だぞれ市町村にあてがった、美唄は大変熱心だぞれ市町村にあてがった、美唄は大変熱心だ

から53キロくれたと、その種もみの品質は、から53キロくれたと、その種もみの品質は、から53キロくれたと、その種もみの品質は、から53キロくれたと、その種もみの品質は、

先ほど言ったように本当に高い品質のものだ先ほど言ったように本当に高い品質のものだ先ほど言ったように本当に高い品質のものだ先ほど言ったように本当に高い品質のものだ

ったのかというとそうでない。ということは、ったのかというとそうでない。ということは、ったのかというとそうでない。ということは、ったのかというとそうでない。ということは、

しかも市立の試験圃に植えなかったと、これしかも市立の試験圃に植えなかったと、これしかも市立の試験圃に植えなかったと、これしかも市立の試験圃に植えなかったと、これ

は先ほどの市長の答弁からすると、種もみがは先ほどの市長の答弁からすると、種もみがは先ほどの市長の答弁からすると、種もみがは先ほどの市長の答弁からすると、種もみが

足らなかったと、こういうことなんだ。足らなかったと、こういうことなんだ。足らなかったと、こういうことなんだ。足らなかったと、こういうことなんだ。

そういうことなんだけれども、私は深川まそういうことなんだけれども、私は深川まそういうことなんだけれども、私は深川まそういうことなんだけれども、私は深川ま

で見に行ってきたんだから、植えてないんだで見に行ってきたんだから、植えてないんだで見に行ってきたんだから、植えてないんだで見に行ってきたんだから、植えてないんだ

から。ということは、市の責任を背負わなけから。ということは、市の責任を背負わなけから。ということは、市の責任を背負わなけから。ということは、市の責任を背負わなけ

ればならない試験圃でつくってはならないとればならない試験圃でつくってはならないとればならない試験圃でつくってはならないとればならない試験圃でつくってはならないと

いうことだと思うんです、極論を言えば。みいうことだと思うんです、極論を言えば。みいうことだと思うんです、極論を言えば。みいうことだと思うんです、極論を言えば。み
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んなにつくらせて、いわばいいかげんにつくんなにつくらせて、いわばいいかげんにつくんなにつくらせて、いわばいいかげんにつくんなにつくらせて、いわばいいかげんにつく

ってもいい、おぼろづき本来の食味を引き出ってもいい、おぼろづき本来の食味を引き出ってもいい、おぼろづき本来の食味を引き出ってもいい、おぼろづき本来の食味を引き出

したような立派なものでなくてもいい、だかしたような立派なものでなくてもいい、だかしたような立派なものでなくてもいい、だかしたような立派なものでなくてもいい、だか

ら異品質のもみが混じってたんでしょうと言ら異品質のもみが混じってたんでしょうと言ら異品質のもみが混じってたんでしょうと言ら異品質のもみが混じってたんでしょうと言

われてもしようないじゃないですか、私これわれてもしようないじゃないですか、私これわれてもしようないじゃないですか、私これわれてもしようないじゃないですか、私これ

じゃよくないからそう思うんです。いいかげじゃよくないからそう思うんです。いいかげじゃよくないからそう思うんです。いいかげじゃよくないからそう思うんです。いいかげ

んなものをまきやがって、くれやがってといんなものをまきやがって、くれやがってといんなものをまきやがって、くれやがってといんなものをまきやがって、くれやがってとい

う感じになるような種もみを分配したんです。う感じになるような種もみを分配したんです。う感じになるような種もみを分配したんです。う感じになるような種もみを分配したんです。

これは、とりもなおさず、「おぼろづき」これは、とりもなおさず、「おぼろづき」これは、とりもなおさず、「おぼろづき」これは、とりもなおさず、「おぼろづき」

そのものの品位を下げるためのやり方じゃなそのものの品位を下げるためのやり方じゃなそのものの品位を下げるためのやり方じゃなそのものの品位を下げるためのやり方じゃな

かったんかなと、こう思うんです。だからこかったんかなと、こう思うんです。だからこかったんかなと、こう思うんです。だからこかったんかなと、こう思うんです。だからこ

そ、美唄でとれた「おぼろづき」はいいぞとそ、美唄でとれた「おぼろづき」はいいぞとそ、美唄でとれた「おぼろづき」はいいぞとそ、美唄でとれた「おぼろづき」はいいぞと

いうものをつくり上げていかないと、美唄のいうものをつくり上げていかないと、美唄のいうものをつくり上げていかないと、美唄のいうものをつくり上げていかないと、美唄の

ブランド品になんないんです。そういうものブランド品になんないんです。そういうものブランド品になんないんです。そういうものブランド品になんないんです。そういうもの

をつくってこそ、初めて東京にでも大阪にでをつくってこそ、初めて東京にでも大阪にでをつくってこそ、初めて東京にでも大阪にでをつくってこそ、初めて東京にでも大阪にで

も美唄のブランド米、「おぼろづき」が売っも美唄のブランド米、「おぼろづき」が売っも美唄のブランド米、「おぼろづき」が売っも美唄のブランド米、「おぼろづき」が売っ

てもらえるようになるんだと思うんです。東てもらえるようになるんだと思うんです。東てもらえるようになるんだと思うんです。東てもらえるようになるんだと思うんです。東

京で、北海道米を東京の有名百貨店で売った京で、北海道米を東京の有名百貨店で売った京で、北海道米を東京の有名百貨店で売った京で、北海道米を東京の有名百貨店で売った

の今回初めてなんだっていう話なんです。東の今回初めてなんだっていう話なんです。東の今回初めてなんだっていう話なんです。東の今回初めてなんだっていう話なんです。東

急にしても、あるいは東武にしても北海道米急にしても、あるいは東武にしても北海道米急にしても、あるいは東武にしても北海道米急にしても、あるいは東武にしても北海道米

を売ったことなんかないんだって、それが今を売ったことなんかないんだって、それが今を売ったことなんかないんだって、それが今を売ったことなんかないんだって、それが今

回そういうチャンスに恵まれたんだ、これを回そういうチャンスに恵まれたんだ、これを回そういうチャンスに恵まれたんだ、これを回そういうチャンスに恵まれたんだ、これを

持続していこうとすれば、18年産ブランド米持続していこうとすれば、18年産ブランド米持続していこうとすれば、18年産ブランド米持続していこうとすれば、18年産ブランド米

「おぼろづき」が同じような米でなきゃなら「おぼろづき」が同じような米でなきゃなら「おぼろづき」が同じような米でなきゃなら「おぼろづき」が同じような米でなきゃなら

ないわけでしょう、そういう米づくりを実現ないわけでしょう、そういう米づくりを実現ないわけでしょう、そういう米づくりを実現ないわけでしょう、そういう米づくりを実現

してくれるようなそういうところに作付をししてくれるようなそういうところに作付をししてくれるようなそういうところに作付をししてくれるようなそういうところに作付をし

てもらうということが必要ではないのか、こてもらうということが必要ではないのか、こてもらうということが必要ではないのか、こてもらうということが必要ではないのか、こ

んなふうに思うんですが、市長のご見解を伺んなふうに思うんですが、市長のご見解を伺んなふうに思うんですが、市長のご見解を伺んなふうに思うんですが、市長のご見解を伺

いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

その答弁と同じようなことをもう１つ言おその答弁と同じようなことをもう１つ言おその答弁と同じようなことをもう１つ言おその答弁と同じようなことをもう１つ言お

うと思ったんです。ということは、美唄市のうと思ったんです。ということは、美唄市のうと思ったんです。ということは、美唄市のうと思ったんです。ということは、美唄市の

ブランド米として間違いなく、必ず構築するブランド米として間違いなく、必ず構築するブランド米として間違いなく、必ず構築するブランド米として間違いなく、必ず構築する

ぞと、そういう方針が持続されているんでしぞと、そういう方針が持続されているんでしぞと、そういう方針が持続されているんでしぞと、そういう方針が持続されているんでし

ょうねということの確認をしまして、私の質ょうねということの確認をしまして、私の質ょうねということの確認をしまして、私の質ょうねということの確認をしまして、私の質

問を終わります。問を終わります。問を終わります。問を終わります。

●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。●議長長岡正勝君 市長。

●市長桜井道夫君 吉田議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 吉田議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 吉田議員の再々質問にお●市長桜井道夫君 吉田議員の再々質問にお

答えします。答えします。答えします。答えします。

来年度の作付に向けましては、関係機関、来年度の作付に向けましては、関係機関、来年度の作付に向けましては、関係機関、来年度の作付に向けましては、関係機関、

団体などと十分協議を進めてまいりたいと考団体などと十分協議を進めてまいりたいと考団体などと十分協議を進めてまいりたいと考団体などと十分協議を進めてまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

また、「おぼろづき」は、これまでも申しまた、「おぼろづき」は、これまでも申しまた、「おぼろづき」は、これまでも申しまた、「おぼろづき」は、これまでも申し

上げてきておりますとおり、美唄産米のブラ上げてきておりますとおり、美唄産米のブラ上げてきておりますとおり、美唄産米のブラ上げてきておりますとおり、美唄産米のブラ

ンドとして今後定着していくことを期待してンドとして今後定着していくことを期待してンドとして今後定着していくことを期待してンドとして今後定着していくことを期待して

おりまして、市としてもできる限り対応を進おりまして、市としてもできる限り対応を進おりまして、市としてもできる限り対応を進おりまして、市としてもできる限り対応を進

めてまいりたいと考えているところでございめてまいりたいと考えているところでございめてまいりたいと考えているところでございめてまいりたいと考えているところでござい

ます。ます。ます。ます。

●議長長岡正勝君 以上で一般質問を終わり●議長長岡正勝君 以上で一般質問を終わり●議長長岡正勝君 以上で一般質問を終わり●議長長岡正勝君 以上で一般質問を終わり

ます。ます。ます。ます。

●議長長岡正勝君 これをもって本日の日程●議長長岡正勝君 これをもって本日の日程●議長長岡正勝君 これをもって本日の日程●議長長岡正勝君 これをもって本日の日程

は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。本日はこれをもって散会いたします。

午後１時２５分 散会午後１時２５分 散会午後１時２５分 散会午後１時２５分 散会


